
序
論

本
論

附
録

フ
ラ
ン

ス
貨
物
海
上
保
険
証
券

木
　
村
　
栄

一

　
　
目
　
　
　
　
次

一　

ラ
ン
ス
海
上
保
険
証
券
　
ニ
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
の
沿
革
　
三
　
一
九
四
四
年
証
券
制
定
の
意
義
　
四
　
一
九
四

四
年
証
券
の
震
及
ぴ
そ
の
讐
五
特
別
蒙
六
料
率
委
員
会
制
定
一
九
五
三
年
追
加
約
款
七
新
海
上
保
険
肇
案

八
　
参
考
文
献

第
一
章
　
保
険
の
目
的
及
び
範
囲
　
　
第
二
章
　
免
責
危
険
　
　
第
三
章
　
保
険
期
間
　
　
第
四
章
　
保
険
価
額
　
　
第
五
章
被
保

険
者
の
霧
第
六
章
損
害
の
証
明
第
七
章
馨
鼠
補
第
八
章
保
険
契
約
の
無
効
及
ぴ
解
除
第
九
章
予

定
保
険

一
九
四
四
年
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
普
通
保
険
約
款
及
ぴ
一
九
五
三
年
修
正
約
款
（
訳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
序
　
　
　
諭

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
海
上
保
険
契
約
は
他
の
陸
上
保
険
契
約
と
区
別
さ
れ
、
保
険
契
約
法
に
お
い
て
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券

海
商
法
典
中
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一
九
八

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
第
二
篇
海
商
は
そ
の
第
一
〇
章
を
海
上
保
険
に
あ
て
、
三
節
か
ら
成
る
六
五
条
を
お

い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
は
こ
れ
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
今
日
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
秀
れ
た
法
的
モ
ニ
ュ
マ
ン
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
を
海
上
保
険
に
限
っ
て
考
察
す
れ
ぼ
、
遠
く
一
六
八
一
年
の
海
事
勅
令
に
源
を
発
し
て
い
る
も
の
だ
け
に
、
何
よ
り
も
時
代

の
先
端
を
行
き
、
し
か
も
国
際
性
の
豊
か
な
海
上
保
険
取
引
を
規
制
す
る
に
は
十
分
で
な
い
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
・

商
法
典
の
規
定
は
全
く
死
文
と
化
し
、
海
上
保
険
証
券
が
「
生
き
た
法
」
と
し
て
こ
れ
に
と
っ
て
代
っ
て
い
る
。

　
現
在
フ
ラ
ン
ス
で
使
用
さ
れ
て
い
る
海
上
保
険
証
券
に
は
次
の
四
種
類
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

　
ω
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
（
｝
O
ぎ
Φ
津
き
8
一
器
α
”
塁
警
壁
9
①
巨
畦
葺
台
Φ
の
ξ
貯
。
巳
鼠
ω
）
1
』
九
四
四
年
八
月
一
七
日
制

定
、
一
九
四
七
年
一
月
一
日
改
正
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

　
㈲
　
フ
ラ
ン
ス
船
舶
保
険
証
券
（
嗣
O
一
8
0
協
壁
月
巴
器
α
、
器
置
壁
目
o
巨
貰
三
日
o
ω
畦
0
9
暢
号
8
霧
壁
≦
冨
ω
似
一
．
賃
9
髪
一
8

α
Φ
ω
ご
騨
く
貯
霧
山
。
b
Φ
o
げ
ρ
α
①
℃
冨
一
ω
帥
β
o
Φ
“
α
Φ
ω
く
o
一
一
一
〇
議
9
α
窃
昌
餌
く
ζ
窃
物
臣
9
0
に
『
簿
β
×
自
す
貯
o
）
1
一
九
四
一
年
一
二
月
一
日

制
定
、
一
九
四
九
年
一
月
一
日
改
正
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
＠
　
フ
ラ
ン
ス
漁
船
．
遊
覧
船
．
帆
船
・
機
帆
船
保
険
証
券
（
b
O
一
一
8
ぼ
き
。
巴
。
摩
①
創
、
器
の
巨
き
8
ヨ
跨
一
芽
富
讐
吋
8
∈
ω
留
爵
－

≦
同
g
α
o
℃
ゆ
。
げ
ρ
q
o
覧
鉱
器
β
o
ρ
q
①
＜
o
出
δ
冨
9
山
Φ
昌
ゆ
く
ヰ
g
》
目
o
け
o
μ
同
餌
ロ
首
一
宣
貯
①
）
1
一
九
四
｝
年
一
二
月
八
日
制
定
、
一

九
四
七
年
一
月
一
四
日
及
ぴ
｝
九
四
九
年
一
月
｝
日
改
正
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
⑭
　
フ
ラ
ン
ス
建
造
保
険
証
券
（
b
o
一
一
8
呼
器
β
厨
①
山
、
器
誓
雷
9
Φ
日
畦
三
B
o
ω
葭
o
o
愚
の
暗
ロ
程
珪
9
窪
8
ロ
韓
↓
ま
試
8
）

1
一
九
四
四
年
三
月
一
六
日
制
定
。



　
（
－
）
冒
奮
・
一
g
9
竃
る
・
ヨ
幕
旨
富
区
。
鼠
b
。
一
一
8
出
§
。
巴
ω
＆
、
婁
畦
§
窃
ヨ
琶
ユ
ヨ
霧
弩
富
。
巳
憂
評
量
§
9
ま

　
　
℃
こ
ぎ
。
ひ
F
一
。
超
8
ひ
騎
o
・
義
ρ
u
、
婁
自
§
8
暴
葺
巨
①
・
評
諺
鰻
。
。
も
・
一
。
。
。
塞
獣
≦
u
§
訂
暑
の
・
需
ω
婁
§
§
ω

　
　
匹
ロ
畠
Φ
h
q
、
①
旨
お
℃
ユ
8
ぎ
旨
馨
ユ
o
一
一
〇
9
8
目
目
震
9
巴
9
b
曽
す
一
3
α
参
照
。

　
（
2
）
冒
凶
婁
g
O
一
一
く
ρ
o
。
目
§
づ
け
a
霧
自
①
苫
。
一
一
8
ω
胤
§
。
餌
蓉
呂
、
婁
畦
§
霧
垂
旨
言
。
ω
弩
8
§
自
。
昌
帥
目
一
羨
も
勢
堅

　
　
一
零
汐
賂
O
や
旧
O
o
＜
貰
ρ
o
う
9
ダ
や
ミ
9
の
三
く
，
参
照
。

　
（
3
）
　
U
弩
9
ロ
9
0
一
ぞ
ρ
℃
○
ご
8
ω
ω
自
8
壱
¢
サ
翫
ω
9
誓
貯
・
参
照
。

　
（
4
）
　
U
弩
Φ
窪
9
9
ぞ
ρ
勺
o
ぎ
霧
の
葺
8
巷
幹
や
N
3
0
砕
の
巳
く
。
参
照
。

二
　
本
稿
は
こ
の
中
で
最
初
に
掲
げ
た
貨
物
保
険
証
券
を
採
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
中
で
は
貨
物
保
険
が
実
際
上

わ
れ
わ
れ
に
最
も
関
係
が
深
い
と
い
う
い
わ
ば
実
践
的
要
求
ば
と
も
か
く
と
し
て
、
同
証
券
を
採
上
げ
る
べ
き
ヨ
リ
重
要
な
理
由
が
存
在

す
る
か
ら
で
あ
る
。
保
険
に
関
す
る
法
律
の
規
定
が
保
険
証
券
の
約
款
に
と
っ
て
代
ら
れ
て
い
る
事
情
は
海
上
保
険
に
限
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
し
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
の
事
情
で
も
な
い
。
約
款
に
よ
ら
な
い
保
険
契
約
な
る
も
の
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が

そ
の
ま
ま
生
き
た
法
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
実
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
し
か
じ
か
の
保
険
証
券
が
使
用

さ
れ
て
い
る
か
ら
と
て
・
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
も
の
は
単
な
る
紹
介
以
上
の
何
物
を
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
保
険
証
券
を
採

げ
転
か
ら
に
は
紹
介
以
上
の
理
由
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
と
は
何
か
。
そ
れ
に
答
え
る
に
は
現
行
保
険
証
券
に
至
る
ま

で
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
海
上
保
険
証
券
の
変
化
を
暫
く
ふ
り
返
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
海
上
保
険
証
券
そ
の
も
の
の
歴
史
は
海
上
保
険
の
生
成
と
共
に
古
く
、
印
刷
さ
れ
た
保
険
証
券
の
生
成
も
印
刷
術
の
発
明
と
時
を
同
じ

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
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二
〇
〇

く
す
る
の
で
あ
る
が
、
各
保
険
者
共
通
の
統
一
的
、
典
型
的
保
険
証
券
が
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
一
九
世
紀
の
半
ば
以
降
の
こ
と
で

あ
る
．
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
は
各
保
険
者
が
ま
ち
ま
ち
の
保
険
証
券
を
使
用
し
て
い
蓮
そ
の
不
便
を
悪
し
て
天
六
葦
の
保

険
諸
会
議
で
船
舶
の
統
一
的
保
険
証
券
「
パ
リ
。
マ
ル
セ
ィ
ユ
船
舶
保
険
証
券
」
e
o
一
一
8
ω
弩
8
弓
ω
b
舘
一
ω
自
醇
器
三
・
）
を
制
定
し

た
の
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
次
で
一
八
七
三
年
同
じ
く
保
険
者
会
議
は
船
舶
保
険
証
券
と
貨
物
保
険
証
券
の
二
種
の
統
一
証
券
を
制
定
し

ハ
　
レ

た
。
．
】
れ
は
海
運
の
実
情
に
応
ず
ぺ
く
、
ま
た
一
八
八
五
年
八
月
一
二
日
の
法
律
で
商
法
典
が
一
部
改
正
さ
れ
た
の
に
つ
れ
て
屡
々
改
訂

さ
れ
、
一
八
八
八
年
万
百
、
全
フ
ラ
ン
歪
適
用
え
る
べ
き
標
準
保
険
証
券
と
な
つ
（
攣
し
か
し
・
義
ら
の
努
力
に
為
ら
ず
・

実
際
上
は
、
特
に
パ
リ
の
保
険
仲
立
人
は
め
い
め
い
各
種
の
特
別
約
款
を
作
成
・
挿
入
し
て
こ
れ
を
そ
の
ま
㌧
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
・

統
一
証
券
制
定
の
効
果
は
仲
々
あ
が
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
七
今
日
に
至
る
ま
で
、
船
舶
保
険
証
券
、
貨
物
保
険
証
券
と
も
幾
度
か
の
変

遷
を
経
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
其
後
の
沿
革
は
こ
れ
を
貨
物
保
険
証
券
に
限
定
し
て
振
返
っ
て
み
脈
亮
。

　
一
八
八
八
年
証
券
が
現
実
の
要
求
に
段
々
と
そ
い
え
な
く
な
っ
た
の
で
保
険
者
会
議
は
一
九
二
二
年
六
月
二
六
日
の
総
会
で
改
正
す
る

こ
と
を
決
議
し
、
新
証
券
立
案
委
員
を
任
命
し
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
た
め
に
仕
事
は
進
捗
せ
ず
、
戦
後
に
な
っ
て
始
め

て
成
案
を
み
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
保
険
者
の
協
力
を
え
て
制
定
さ
れ
、
全
フ
ラ
ン
ス
に
一
九
二
〇
年
か
ら
強
制
的
に
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
さ
レ

一
九
一
九
年
一
一
月
一
五
日
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
が
こ
れ
で
あ
る
。
同
証
券
は
一
八
八
八
年
証
券
に
比
較
す
る
と
・
被
保
険
者

名
、
船
舶
名
な
ど
の
記
載
事
項
を
証
券
の
冒
頭
に
も
っ
て
来
、
約
款
の
条
文
を
無
差
別
に
羅
列
し
な
い
で
節
に
分
け
・
ま
た
旧
規
定
そ
の

ま
ま
の
揚
合
に
も
判
例
に
照
ら
し
て
用
語
を
正
確
に
す
る
な
ど
、
そ
の
体
裁
に
お
い
て
一
八
八
八
年
証
券
を
大
き
く
修
正
し
た
ば
か
り
で

な
く
、
従
来
仲
立
人
が
特
別
約
款
と
し
て
附
加
し
て
い
た
約
款
や
、
予
定
保
険
に
関
す
る
規
定
を
採
入
れ
る
一
方
、
担
保
危
険
か
ら
盗
難



危
険
を
除
外
し
て
、
別
に
盗
難
危
険
担
保
保
険
証
券
を
制
定
す
る
な
ど
、
そ
の
内
容
も
、
全
く
一
新
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
証
券
は
一

部
の
悪
質
な
被
保
険
者
へ
の
対
策
を
講
ず
る
余
り
、
多
数
の
善
良
な
被
保
険
者
に
対
し
て
は
厳
格
す
ぎ
た
ア
一
と
も
争
え
な
い
事
実
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
一
九
一
九
年
証
券
は
一
九
二
二
年
七
月
六
日
一
部
改
正
さ
れ
た
後
、
一
九
二
八
年
一
〇
月
一
日
の
保
険
証
券
に
と
っ
て
か
わ

ら
れ
た
。
　
一
九
二
八
年
証
券
（
ぎ
ぎ
Φ
呼
讐
。
巴
器
α
、
塁
窪
賞
け
8
旨
曽
ユ
寓
巨
Φ
ω
弩
旨
貰
畠
巷
象
器
ω
窪
旨
。
巳
け
診
）
は
パ
リ
で
は
パ

リ
の
フ
ラ
ン
ス
及
び
外
国
運
送
保
険
会
社
組
合
（
琢
昌
象
臼
富
α
窃
O
O
ヨ
℃
轟
巳
Φ
ω
呼
窪
o
巴
器
の
9
②
旨
お
ひ
目
Φ
の
伍
、
器
旨
↓
器
o
Φ
の
8
，

暮
お
一
霧
ユ
沼
ま
ω
号
q
き
呂
o
濤
ω
）
が
採
用
し
た
、
倉
庫
か
ら
倉
庫
ま
で
約
款
、
盗
難
担
保
約
款
、
郵
便
物
担
保
約
款
な
ど
の
附
加
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ロ

款
が
併
せ
て
使
用
さ
れ
た
。

　
も
と
も
と
保
険
証
券
が
統
一
保
険
証
券
と
し
て
の
価
値
を
有
し
、
す
べ
て
の
保
険
契
約
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の

内
容
は
一
般
的
た
ら
ざ
る
を
え
ず
、
商
法
典
の
規
定
の
範
囲
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
個
々
の
契
約
の
場
合
に
、
あ

る
い
は
貨
物
の
性
質
に
応
じ
、
あ
る
い
は
被
保
険
者
の
希
望
に
沿
っ
て
、
特
別
約
款
を
挿
入
す
る
こ
と
を
拒
む
ア
）
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
特
別
約
款
は
少
な
い
程
よ
い
し
、
そ
の
特
別
約
款
も
予
め
作
成
さ
れ
た
典
型
的
約
款
を
選
択
す
る
ア
》
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
戦
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
実
情
は
、
一
応
数
ぺ
ー
ジ
に
亘
る
保
険
証
券
が
使
用
さ
れ
る
が
、
附
加
約
款
、
特
別

約
款
の
挿
入
に
よ
っ
て
結
局
そ
の
殆
ん
ど
が
無
い
も
同
然
と
い
う
有
様
で
、
そ
の
無
政
府
状
態
が
フ
ラ
ン
ス
の
海
上
保
険
市
場
の
弱
さ
の

最
大
の
原
因
と
も
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
す
べ
て
の
保
険
契
約
に
適
用
さ
れ
る
統
一
保
険
証
券
、
そ
の
内
容
を
個
々
の
契
約
に
具
体
化

し
た
特
別
約
款
制
定
の
必
要
性
が
次
第
に
認
識
さ
れ
て
き
た
。
と
同
時
に
、
今
迄
の
よ
う
に
保
険
者
が
一
方
的
に
作
成
し
た
保
険
証
券
の

使
用
を
押
し
つ
け
て
は
駄
目
で
、
利
害
の
相
対
立
す
る
被
保
険
者
、
及
ぴ
」
特
別
約
款
を
作
成
挿
入
す
る
こ
と
を
そ
の
大
き
な
任
務
と
考

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
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二
〇
二

え
て
い
た
仲
立
人
の
意
見
を
と
り
入
れ
た
保
険
証
券
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
保
険
者
は
知
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
一
九
四
二
年

か
ら
準
備
さ
れ
た
新
証
券
の
草
案
が
翌
一
九
四
三
年
に
作
成
さ
れ
る
と
、
ま
ず
す
ぺ
て
の
宣
誓
仲
立
人
及
ぴ
輸
出
入
業
者
の
グ
ル
ー
プ
に

送
付
さ
れ
た
。
尤
も
、
一
九
四
二
、
三
年
と
い
う
年
は
い
う
ま
で
も
な
く
第
二
次
大
戦
の
最
中
で
あ
り
、
外
国
と
の
海
上
交
通
も
阻
害
さ

れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
海
上
保
険
業
が
戦
後
ど
う
な
る
か
も
全
く
分
ら
な
か
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
う
い
う
と
き
に
新
約
款
を
制
定
す

る
こ
と
自
体
に
反
対
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
戦
争
が
終
り
、
世
界
の
海
上
交
通
が
復
活
し
、
外
国
の
保
険
市
揚
が
フ
ラ
ン

ス
の
顧
客
を
奪
う
の
を
待
っ
て
い
る
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
被
保
険
者
は
ヨ
リ
よ
い
保
険
の
保
護
を
求
め
て
い
た
し
、
保
険
者
も
あ

る
程
度
ま
で
そ
れ
に
応
ず
る
こ
と
が
終
局
的
に
は
自
ら
の
利
益
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
き
て
い
た
。

新
保
険
証
券
草
案
の
内
雁
つ
い
て
は
纂
、
仲
立
人
及
釜
出
入
業
者
の
グ
牛
プ
か
ら
藝
の
意
暴
寄
せ
え
た
の
で
、
保
険
者

側
は
．
一
れ
を
逐
一
検
討
し
た
後
、
ほ
ぼ
最
終
案
と
思
わ
れ
た
第
二
次
草
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を
一
九
四
四
年
再
ぴ
右
の
人
達
に
送
付
し
、

承
認
を
求
め
た
。
し
か
る
に
こ
れ
に
対
し
て
物
猛
い
反
対
が
起
っ
た
の
で
、
今
や
保
険
者
の
他
に
被
保
険
者
及
ぴ
仲
立
人
が
立
案
に
直
接

参
加
す
る
外
に
道
は
な
か
っ
た
。
保
険
者
．
被
保
険
者
・
仲
立
人
の
代
表
か
ら
な
る
小
委
員
会
、
保
険
証
券
立
案
委
員
会
が
輸
出
入
商
団

体
委
員
会
（
O
。
日
一
鼠
山
．
○
茜
鉾
巳
の
9
一
9
α
8
0
0
営
日
0
8
窃
α
、
一
ヨ
b
曾
鼠
試
自
9
山
、
d
老
8
鼠
試
9
）
の
下
で
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

の
は
、
そ
う
い
う
事
情
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
。
立
案
委
員
会
で
は
第
二
次
草
案
を
修
正
・
補
足
し
て
こ
れ
を
利
害
関
係
人
に
送
付
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
も
宣
誓
仲
立
人
連
合
（
O
o
も
o
田
試
自
山
窃
0
9
耳
一
Φ
誘
」
貰
診
）
、
マ
ル
セ
イ
ユ
海
上
保
険
仲
立
人
組
合
（
の
旨
象
o
葺

α
。
ω
o
。
一
、
吋
試
。
↓
の
ユ
、
》
の
釜
田
馨
9
ピ
畦
三
巨
霧
留
竃
魯
房
o
旨
Φ
）
、
．
植
民
地
事
業
者
団
体
（
0
8
唇
。
巨
Φ
箕
の
即
9
①
器
一
9
話
〆
o
o
一
曾
－

一
餌
信
図
）
な
ど
か
ら
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
。
小
委
員
会
は
こ
の
中
で
採
る
べ
き
も
の
は
採
入
れ
て
最
終
案
を
作
成
、
そ
れ
は
一
九
四
四
年



　
　
　
　
（
7
）

八
月
一
八
日
輸
出
入
商
団
体
委
員
会
で
開
か
れ
た
会
議
で
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
制
定
さ
れ
た
の
が
現
行
フ
ラ
ン
ス
貨
物
保

険
証
券
（
｝
〇
一
一
8
男
養
月
巴
器
α
、
》
の
ω
ロ
蜜
蓉
霧
竃
貰
置
巨
窃
ω
畦
問
臼
o
巳
叡
の
）
で
あ
る
。

　
（
－
）
い
弩
8
巳
8
0
9
吋
一
①
碧
o
。
§
器
匿
ぎ
巽
二
①
ε
旨
・
9
号
ご
。
一
一
8
の
q
、
婁
彗
程
8
暴
ま
馨
・
ω
議
霧
Φ
・
即
き
。
ρ
評
量

　
　
幹
鮮
月
一
〇
。
＆
は
当
時
バ
リ
、
ボ
ル
ド
ー
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
ル
ア
ー
ヴ
ル
、
ル
ア
ン
、
ダ
ン
ケ
ル
ク
、
ペ
イ
ヨ
ン
ヌ
で
使
用
さ
れ
て
い
た
保
険
証

　
　
券
を
注
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
∪
①
O
O
目
。
ざ
》
罵
お
3
0
0
ヨ
目
臼
け
巴
器
伍
9
℃
2
ざ
窃
ぼ
器
8
δ
9
自
、
器
窪
壁
ロ
8
巨
緯
三
目
ρ
b
沁
弓
黄
一
〇
。
馨
参
照
。

　
（
3
）
　
O
Φ
O
o
彗
o
ざ
○
や
9
f
b
。
目
o
盆
こ
一
〇
〇
〇
。
o
。
参
照
。

　
（
4
）
　
現
行
船
舶
保
険
証
券
は
前
述
の
よ
う
に
漁
船
・
遊
覧
船
・
帆
船
・
機
帆
船
を
除
く
す
ぺ
て
の
船
舶
に
適
用
さ
れ
る
一
九
四
一
年
船
舶
保
険
証
券
．

　
　
一
九
四
一
年
漁
船
・
遊
覧
船
・
帆
船
・
機
帆
船
保
険
証
券
、
一
九
四
四
年
建
造
保
険
証
券
の
三
種
よ
り
成
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
〇
三
年
証

　
　
券
、
一
九
一
三
年
証
券
、
一
九
二
四
年
証
券
、
一
九
二
八
年
証
券
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
証
券
で
は
汽
船
及
び
帆
船
に
つ

　
　
い
て
夫
々
期
間
保
険
及
ぴ
航
海
保
険
の
場
合
の
保
険
証
券
合
計
四
種
が
あ
り
、
そ
の
他
に
一
九
二
八
年
建
造
保
険
証
券
及
ぴ
漁
船
保
険
証
券
が
存
在

　
　
し
て
い
た
。
船
舶
保
険
証
券
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
U
霞
雷
ロ
9
9
ぞ
ρ
b
o
以
8
ω
の
旨
8
壱
¢
や
一
9
跨
貯
・
参
照
。

　
（
5
）
匹
b
践
①
け
》
鼠
。
巳
p
鵠
℃
。
＝
8
富
月
巴
の
＆
、
霧
畦
き
8
暴
葺
ぎ
①
ω
弩
諄
巳
け
傍
身
呂
口
。
〈
弩
耳
。
§
9
園
。
〈
・
葺
・
魯

　
　
昏
o
詫
菖
鷺
三
目
ρ
壁
図
図
図
H
ど
や
N
9
の
巳
く
ー
参
照
。

　
（
6
）
　
U
①
の
旨
Φ
ρ
■
9
器
誓
β
昌
o
o
の
目
跨
三
旨
①
即
這
象
参
照
。

　
（
7
）
　
b
ξ
雷
ロ
9
9
ぞ
ρ
o
や
o
淳
・
｝
昌
9
参
照
。
但
し
保
険
証
券
に
は
一
七
日
制
定
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
詳
ら
か
で
な
い
。

三
　
今
や
取
引
の
迅
速
化
の
要
請
に
答
え
る
保
険
証
券
（
保
険
約
款
）
の
重
要
性
を
疑
う
者
は
一
人
も
い
ま
い
。
嘗
て
保
険
プ
ー
ム
に
の

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
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二
〇
四

っ
て
保
険
契
約
の
内
容
も
知
ら
ず
に
附
保
し
た
パ
リ
ジ
ャ
ン
達
が
、
あ
と
に
な
っ
て
約
款
の
用
語
が
曖
昧
で
あ
る
と
き
、
手
記
し
て
な
い

と
か
の
理
由
で
そ
の
非
を
詰
り
、
遂
に
一
七
五
七
年
フ
ラ
ン
ス
海
事
裁
判
所
が
印
刷
さ
れ
た
保
険
約
款
の
使
用
を
禁
止
し
た
こ
と
は
昔
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
悪
夢
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
保
険
約
款
が
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
「
読
ま
れ
ざ
る
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
i
」
で
あ
る
こ
と
は
変
り
な

い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
如
何
に
し
て
作
成
さ
れ
、
如
何
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
被
保
険
者

は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
保
険
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
商
法
典
以
上
の
関
心
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
見
地
に
立
っ
て
見

る
と
き
、
周
知
の
よ
う
に
一
九
一
九
年
に
制
定
さ
れ
た
ド
イ
ツ
海
上
保
険
普
通
約
款
》
一
一
α
Q
①
巨
①
ぎ
Φ
U
。
葺
零
ぽ
ω
8
〈
零
巴
＆
①
旨
轟
ω
－

田
良
夷
琶
囎
ロ
は
商
工
会
議
所
が
中
心
と
な
っ
て
海
運
・
貿
易
・
保
険
の
各
界
か
ら
原
案
を
も
ち
寄
り
、
こ
れ
に
学
者
も
加
わ
っ
て
作

り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
が
一
方
的
に
作
成
し
た
の
に
比
較
す
れ
ば
大
い
に
優
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
璽
と
も
す
る
と
保
険
者
だ
け
の
立
揚
か
ら
で
な
く
客
観
的
立
揚
か
ら
作
成
さ
れ
た
約
款
は
ド
イ
ッ
約
款
の
み
で
あ
る
が
如
く
わ
が
国
で

は
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
上
述
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
四
四
年
貨
物
海
上
保
険
証
券
は
、
新
ら
し
い
袋
に
新
ら
し
い
洒
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
海
上
保
険
普
通
約
款
が
α
器
¢
霧
9
讐
琴
げ
α
震
㏄
8
く
。
凄
さ
冨
盆
轟
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

新
保
険
証
券
も
8
3
留
一
、
器
ω
自
き
8
ヨ
巽
三
旨
Φ
と
称
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
を
執
筆
し
た
動
機
も
実
に
こ
こ
に
存
在
す
る
。

　
（
1
）
　
U
ロ
諾
曽
β
o
け
〇
一
一
＜
ρ
o
や
9
f
℃
■
O
曾
o
っ
巳
く
’

　
（
2
）
男
鋒
9
u
塁
寄
。
穽
α
震
の
8
語
邑
9
R
§
㌍
臣
レ
の
褐
●

　
（
3
）
o
富
薯
雷
F
⇒
帥
ま
畠
酵
葺
垂
巨
冒
。
■
頸
。
。
も
ぴ
堕

四
　
一
九
四
四
年
フ
ラ
ン
ス
貨
物
保
険
証
券
は
以
上
の
よ
う
な
模
範
的
な
方
法
で
制
定
さ
れ
た
。
し
か
ら
ば
そ
の
内
容
は
ど
う
で
あ
ろ
う



か
。

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

ま
ず
そ
の
構
成
を
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

次
の
よ
う
に
一
〇
章
三
七
条
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。

　
第
一
〇
章

　
こ
れ
ら
の
規
定
の
個
々
に
つ
い
て
は
本
論
で
詳
述
す
る
こ
と
と
し
、

触
れ
て
お
こ
う
。

　
一
九
四
四
年
証
券
は
何
よ
り
も
そ
れ
が
一
般
的
で
あ
り
、
す
べ
て
の
契
約
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た
。
そ
の
端
的
な
現

わ
れ
は
旧
証
券
が
一
定
の
条
件
で
の
み
担
保
さ
れ
る
貨
物
名
を
幾
十
と
な
く
列
挙
し
、
ま
た
各
貨
物
毎
の
免
責
歩
合
を
一
々
列
挙
し
て
い

た
の
を
す
べ
て
削
除
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
商
法
典
第
三
五
条
が
「
保
険
証
券
に
お
い
て
そ
の
性
質
上
特
別
な
る
殿
損

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五

保
険
の
目
的
及
び
範
囲
（
第
一
条
ー
第
六
条
）

除
外
危
険
（
第
七
条
－
第
八
条
）

被
保
険
危
険
の
時
間
及
び
揚
所
（
第
九
条
ー
第
一
一
条
）

保
険
価
額
（
第
一
二
条
）

被
保
険
者
の
義
務
（
第
一
三
条
－
第
一
七
条
）

損
害
及
び
滅
失
の
証
明
（
第
一
八
条
－
第
一
九
条
）

損
害
及
び
滅
失
の
精
算
（
第
二
〇
条
－
第
二
七
条
）

保
険
の
無
効
又
は
解
除
（
第
二
八
条
…
第
三
〇
条
）

管
轄
（
第
三
一
条
）

　
予
定
保
険
証
券
に
特
別
な
規
定
（
第
三
二
条
ー
第
三
七
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

こ
で
は
保
険
証
券
全
般
に
つ
い
て
特
に
留
意
す
ぺ
き
点
に
の
み
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二
〇
六

又
は
減
少
を
受
く
る
運
送
品
、
た
と
え
ぱ
小
麦
又
は
塩
の
如
き
、
又
は
漏
損
し
易
き
運
送
晶
の
指
示
を
な
す
べ
き
も
の
と
す
る
」
と
定
め

て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
か
、
今
ま
で
の
保
険
証
券
は
す
べ
て
一
定
の
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
担
保
さ
れ
る
貨
物
名
、
あ
る
い
は
各
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

物
毎
の
免
貴
歩
合
を
列
挙
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
年
と
共
に
増
え
る
一
方
で
一
九
二
八
年
証
券
で
は
そ
の
数
は
実
に
一
〇
〇
を
超
え
て
い

た
。
し
か
も
全
部
を
網
羅
す
る
こ
と
は
所
詮
不
可
能
な
こ
と
で
、
更
に
実
際
上
は
特
別
約
款
で
こ
の
規
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
、
こ
れ
と

異
る
特
約
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
新
証
券
で
は
こ
れ
ら
の
限
り
な
き
、
且
つ
無
益
な
列
挙
を
全
て
放
棄
し
た
。
し
か
し
す
べ
て
の
貨

物
を
す
ぺ
て
の
危
険
に
対
し
て
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
何
ら
か
の
規
定
を
お
か
ざ
る
を
え
な
い
。
す
ぺ
て
の
危
険
を
負
担
す

る
と
い
う
原
則
を
貫
け
ば
、
今
ま
で
と
同
じ
く
例
外
を
な
す
貨
物
名
を
列
挙
せ
ざ
る
を
え
ず
、
逆
に
す
べ
て
の
貨
物
が
担
保
さ
れ
る
危
険

の
み
に
限
定
し
て
保
険
証
券
を
構
成
す
れ
ば
、
危
険
負
担
の
包
括
責
任
主
義
の
伝
統
を
破
壊
す
る
惧
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
を
新
証
券
は
一

切
の
危
険
を
負
担
す
る
包
括
責
任
主
義
を
と
り
な
が
ら
、
特
約
な
け
れ
ぱ
単
独
海
損
不
担
保
の
条
件
で
契
約
さ
れ
る
こ
と
と
し
、
ま
た
当

事
者
が
自
由
に
他
の
担
保
条
件
を
約
定
す
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
な
い
と
い
う
方
法
で
解
決
し
た
。
か
く
て
個
々
の
貨
物
に
特
有
な
条
件
は

特
別
約
款
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
免
責
歩
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
旧
証
券
第
九
条
の
如
き
各
貨
物
に
つ
い
て
一
々
免
責
歩
合

を
列
挙
す
る
が
如
き
愚
を
避
け
て
、
こ
れ
を
当
事
者
の
特
約
に
委
ね
、
特
約
の
な
い
と
き
は
こ
れ
を
一
率
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
。

　
一
部
の
貨
物
は
単
独
海
損
不
担
保
で
引
受
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
単
独
海
損
不
担
保
条
件
の
保
険
証
券
と
、
単
独

海
損
を
も
担
保
す
る
保
険
証
券
と
二
種
の
保
険
証
券
を
作
成
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
両
証
券
の
併
存

か
ら
生
じ
う
べ
き
多
く
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
「
全
て
の
危
険
」
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
を
峻
別
し
た
一
個
の
保
険
証
券
を
も
っ

て
全
て
を
律
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。



　
保
険
証
券
の
一
般
性
と
い
う
配
慮
は
、
航
海
を
個
別
的
に
契
約
す
る
航
海
保
険
契
約
と
、
包
括
的
に
契
約
す
る
予
定
保
険
契
約
と
を
同

一
証
券
に
規
定
し
た
と
い
う
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
予
定
保
険
に
関
す
る
規
定
は
航
海
保
険
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
が
多
い
。
し

た
が
っ
て
両
者
に
夫
々
の
保
険
証
券
を
制
定
す
る
こ
と
も
一
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
航
海
保
険
に
関
す
る
規
定
は
概
ね
予
定
保
険
に
も
妥

当
す
る
も
の
だ
し
、
第
一
貨
物
保
険
に
二
種
の
証
券
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
第
何
条
と
い
う
場
合
に
も
一
々
何
れ
の
も
の
か
を
明

示
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
保
険
者
、
被
保
険
者
、
仲
立
人
、
銀
行
な
ど
が
こ
れ
を
混
同
す
る
倶
れ
も
あ
る
の
で
、
一
つ
の
証
券
を
以
て

両
者
に
あ
て
る
こ
と
と
し
、
た
だ
一
つ
の
証
券
だ
と
適
用
上
不
便
の
あ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
予
定
保
険
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
規

定
は
特
別
の
章
を
設
け
て
そ
こ
に
集
め
た
。

　
（
1
）
　
因
み
に
一
九
二
八
年
証
券
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
、
担
保
危
険
（
第
一
条
ー
第
四
条
）
二
、
除
外
危
険
（
第
五
条
）
三
、
滅
失
及

　
　
ぴ
海
損
の
証
明
（
第
六
条
）
四
、
滅
失
及
ぴ
海
損
の
精
算
（
第
七
条
－
第
一
四
条
）
五
、
保
険
者
の
責
任
の
制
限
（
第
一
五
条
－
第
一
六
条
）

　
　
六
、
被
保
険
者
の
義
務
（
第
一
七
条
－
第
一
八
条
）
七
、
保
険
の
無
効
及
ぴ
解
除
（
第
一
九
条
－
第
二
一
条
）
八
、
其
他
の
規
定
（
第
二
二
条

　
　
ー
第
二
四
条
）
九
、
予
定
保
険
証
券
に
特
別
な
規
定
（
第
二
五
条
－
第
三
八
条
）
。
こ
の
よ
う
に
条
文
の
数
は
殆
ん
ど
変
っ
て
い
な
い
が
、
章

　
　
別
の
構
成
は
か
な
り
の
変
更
を
み
て
お
り
、
各
条
文
の
内
容
が
す
ぐ
汲
み
取
れ
る
よ
う
新
証
券
の
各
条
文
に
は
事
項
見
出
が
附
せ
ら
れ
、
そ
の
他
、

　
　
特
に
被
保
険
者
の
注
意
を
要
す
る
規
定
は
ゴ
ジ
ッ
ク
体
で
印
刷
す
る
な
ど
細
か
い
点
に
も
意
を
用
い
て
あ
る
。

　
（
2
）
　
重
要
で
あ
る
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
一
九
二
八
年
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
第
九
条
及
ぴ
第
一
〇
条
を
掲
げ
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
．

　
　
　
第
九
条
－
物
質
的
単
独
海
損
及
ぴ
数
量
的
滅
失
の
単
独
海
損
は
、
左
表
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
免
黄
歩
合
を
控
除
し
て
填
補
さ
れ

　
　
る
〇

　
　
　
三
パ
ー
セ
ン
ト
ー
切
o
β
旨
ρ
切
o
置
げ
↓
β
“
O
畦
診
9
0
鈴
o
帥
8
Φ
β
の
簿
o
ω
・
O
鎖
0
9
言
け
o
β
ρ
O
詫
9
0
0
吋
α
即
の
窃
四
〇
仁
島
㎏
9
三
傍
。
O
O
8
昌
ω
げ
擁
ロ
房
，

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
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二
〇
八

蜜
旨
霧
。
一
、
富
注
幹
9
m
言
ω
①
け
α
Q
琶
ロ
＄
鋸
蔑
。
。
轟
ω
忌
。
騨
巴
①
ヨ
Φ
再
参
薩
・
ひ
凱
一
、
葺
■
一
。
」
く
。
富
・
■
巴
霧
』
p
蔑
8
一
一
。
ω
①
一
・

ω
巳
一
ρ
一
・
三
段
。
畦
Φ
『
ピ
ひ
9
一
貰
ぼ
暮
ω
，
ω
零
8
、
の
o
一
〇
幹
の
o
一
〇
菖
①
の
■
＜
帥
巳
一
一
9

五
パ
ー
セ
ン
ト
ー
豊
。
露
話
薯
の
實
9
巳
茜
Φ
竃
8
磐
琶
8
一
幕
ω
6
。
旨
。
・
・
。
δ
o
。
巨
ぎ
塗
冒
暢
・
∪
ξ
Φ
竃
ω
爵
嘗
＄

団
碧
一
〇
昌
¢
b
一
筥
①
旨
誘
，
b
O
一
く
擁
9
6
㊧
げ
㊤
O
Φ
β
げ
O
β
O
費
ρ
誘
’

　
δ
パ
ー
セ
ン
ト
ー
》
巨
3
塗
田
霧
豊
ρ
9
暴
ω
豊
。
る
旨
畳
暴
一
る
怠
↓
9
葺
』
幕
霧
霧
舅
8
け
＄
9
8
α
q
①
の
ト
酵
、

巴
幕
魯
8
一
ω
ω
Φ
幹
獣
ひ
Q
。
、
＝
ロ
●
冨
5
一
Φ
の
ら
邑
Φ
け
霞
①
ら
一
§
窃
g
u
薯
。
3
ぼ
5
幹
℃
g
一
の
・
空
国
・
誓
。
『
。
の
ぼ
暮
ω
』
善
p
8
①
一
・

げ
即
一
一
〇
〇
降
　
O
口
　
の
蟄
O
の
’
↓
げ
ひ
の
，
↓
O
一
一
①
　
か
　
く
Q
陣
一
①
’

　
一
五
バ
ー
セ
ン
ト
ー
ω
O
偉
O
げ
O
P
の
。
O
や
昌
鍍
自
①
柑
臼
F
O
旨
笹
9
舅
○
ω
，
↓
O
出
窃
匡
O
β
9
山
詳
霧
．
、
典
巳
口
曾
の
、
．
，
↓
O
ロ
旨
①
缶
に
鉾

　
但
し
物
質
的
単
独
海
損
又
は
数
量
的
滅
夫
が
第
一
〇
条
に
定
め
る
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
き
は
、
免
貴
歩
合
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
。

第
一
〇
条
1
｝
、
左
の
表
に
掲
げ
る
貨
物
及
ぴ
第
九
条
の
表
に
掲
げ
ら
れ
な
か
っ
た
貨
物
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
は
、
そ
の
損
害
が
次
の
事
故
に

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
物
質
的
単
独
海
損
又
は
費
用
の
単
独
海
損
、
及
ぴ
重
量
又
は
数
量
の
滅
失
は
、
そ
れ
が
四
分
の
三
を
超
え
る
と

き
と
錐
も
、
こ
れ
を
担
保
し
な
い
。
　
　
　
　
　
　
4

　
衝
突
、
火
災
、
坐
礁
、
難
破
、
港
に
避
難
し
て
積
荷
の
少
く
と
も
四
分
の
三
を
荷
卸
し
す
ぺ
き
船
舶
の
浸
水
。

　
陸
上
で
の
危
険
及
ぴ
陸
上
運
送
又
は
河
川
運
送
が
担
保
さ
れ
る
と
き
は
、
右
に
掲
げ
た
事
故
に
次
の
事
故
が
追
加
さ
れ
る
。
地
震
、
噴
火
、
氾
濫
、

海
囎
、
列
車
の
脱
線
又
は
衝
突
、
橋
梁
又
は
墜
道
の
崩
壊
。

　
担
保
さ
れ
る
す
べ
て
の
揚
合
に
お
い
て
、
損
害
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
免
責
歩
合
を
控
除
し
て
填
補
さ
れ
る
。
但
し
、
費
用
の
単
独
海
損
は
免
責
歩

合
な
し
に
填
補
さ
れ
る
。

　
』
r
一
び
仁
屋
ロ
一
口
①
’
》
一
h
鈴
の
甲
民
ピ
一
一
一
』
旨
P
⑦
一
一
〇
の
’
　
》
P
一
昌
P
ゆ
一
一
図
，
　
》
聴
げ
吋
①
の
　
O
け
　
》
吋
び
犀
の
一
〇
切
。
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営
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ω
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g
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房
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琶
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ω
α
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8
蔦
ω
●
9
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。
。

　
　
　
評
三
g
訂
暮
。
ω
8
鷺
9
跨
ひ
＄
b
巷
一
。
昂
評
冨
誘
琶
馨
の
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評
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建
日
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g
・
§
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b
雷
旨
鷺
9
弩
露
甲
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舞

　
　
q
Φ
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の
g
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富
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雷
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図
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田
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。
8
讐
電
ぼ
ε
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ω
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ω
壁
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一
①
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g
ゆ
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ま
g
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幹

　
　
国
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＆
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＄
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圃
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話
の
耳
暮
幹
の
巳
い

　
　
　
6
。
旨
。
ω
伍
①
ε
暮
。
壁
ε
同
ρ
↓
募
臣
自
Φ
℃
巴
一
一
。
。
＝
暦
。
器
。
。
α
①
冨
筐
ρ
↓
。
一
一
。
山
、
弩
げ
巴
一
轟
ρ

　
　
　
く
一
即
昌
山
Φ
9

　
（
3
）
　
一
九
二
八
年
証
券
に
お
い
て
も
先
ず
そ
の
第
一
条
で
、
保
険
者
は
暴
風
雨
、
難
破
、
衝
突
、
や
む
を
え
な
い
避
難
、
航
路
・
航
海
及
び
船
舶
の

　
　
や
む
を
え
な
い
変
更
、
投
荷
、
火
災
、
爆
発
、
盗
難
、
海
賊
、
船
員
の
非
行
及
ぴ
一
般
に
海
の
危
険
又
は
不
可
抗
力
的
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
す
ぺ

　
　
て
の
損
害
及
ぴ
滅
失
を
担
保
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
危
険
負
担
の
包
括
責
任
主
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

五
　
こ
の
よ
う
に
一
九
四
四
年
貨
物
保
険
証
券
は
貨
物
保
険
の
一
般
的
な
い
し
は
基
本
的
契
約
条
項
と
し
て
す
べ
て
の
保
険
契
約
に
適
用

さ
れ
る
。
そ
れ
が
個
別
的
航
海
保
険
で
あ
ろ
う
と
、
予
定
保
険
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
貨
物
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る

い
は
担
保
条
件
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
の
保
険
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
契
約
で
は
こ
の
他
に
必
要
に
応
じ



て
次
の
特
別
約
款
が
添
付
さ
れ
る
。
、

ω
追
加
魏
（
量
の
多
婁
喜
Φ
一
琶
．
被
保
険
者
の
希
望
に
応
じ
て
憂
霧
合
掃
入
裏
る
あ
で
、
①
保
険
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

件
（
O
O
民
三
〇
塁
α
、
霧
ω
畦
器
。
Φ
）
、
L
協
「
全
て
の
危
険
」
保
険
（
器
ω
瑳
き
8
8
葛
ユ
ω
2
舘
）
、
価
盗
難
。
不
蒲
危
険
（
樽
一
の
ρ
μ
①
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

留
ぎ
ど
留
且
目
夷
①
9
留
α
一
。
。
饗
葺
一
8
）
、
⑳
予
定
保
険
に
お
い
て
第
三
者
の
た
め
に
す
る
船
積
（
。
超
盆
葺
。
け
の
b
。
ロ
畦
一
Φ
。
。
旨
、

営
Φ
留
菖
①
諺
鼠
塁
智
旨
に
。
o
q
、
与
O
§
。
日
Φ
旨
）
、
㈱
関
税
（
昏
O
富
留
3
壁
箒
）
、
G
η
外
国
為
替
（
号
≦
ω
霧
騨
冨
ロ
隠
お
ω
）
の

五
約
款
が
あ
る
。

＠
例
外
無
（
。
一
き
ω
き
旨
き
①
量
・
保
険
証
券
に
印
刷
は
し
て
奮
が
、
委
員
会
で
立
案
嚢
た
あ
で
、
被
保
険
者

の
利
益
の
た
め
に
、
普
通
約
款
の
規
定
を
修
正
す
る
約
款
で
あ
る
。
㈲
善
意
の
被
保
険
者
の
通
知
過
怠
（
融
賄
簿
暮
α
。
象
。
一
餌
．
卑
試
曾
℃
ロ
．

一・

弩
泳
留
げ
8
器
8
一
）
、
㈲
船
積
通
知
（
ま
9
跨
暮
δ
霧
画
、
毘
一
日
Φ
旨
）
、
◎
共
同
海
損
分
担
額
仮
払
金
（
o
。
糞
場
ま
暮
一
。
昌
ω
℃
↓
。
〈
一
の
。
、

冒
霧
）
、
功
被
保
険
者
が
自
ら
行
う
運
送
（
菖
跨
昌
o
濤
の
亀
9
9
傍
b
跨
一
、
霧
雲
泳
）
の
四
約
款
が
あ
る
。

　
　
　
　

　
こ
う
し
て
制
定
さ
れ
た
一
九
四
四
年
八
月
一
七
日
の
保
険
証
券
は
、
其
後
た
Ψ
一
回
、
一
九
四
七
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
ま
ま
で

今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
改
正
も
第
八
条
b
を
削
除
し
て
a
に
包
含
せ
し
め
た
ー
す
な
わ
ち
、
テ
・
行
為
．
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
行
為
は

戦
争
行
為
と
同
様
a
に
入
れ
ら
れ
た
ー
の
に
止
ま
っ
た
。

　
し
か
し
一
九
四
四
年
貨
物
保
険
証
券
を
補
足
・
修
正
す
る
も
の
と
し
て
、
共
後
料
率
委
員
会
（
O
o
目
ま
留
↓
陣
．
5
。
碧
一
曾
）
が
制
定

し
た
追
加
約
款
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
四
五
年
一
月
二
三
日
海
上
再
保
険
に
関
す
る
条
令
（
○
同
α
。
毒
陣
昌
。
。

含
8
す
ロ
註
震
這
葭
”
詰
言
什
貯
。
似
ポ
鼠
霧
の
弩
巷
8
日
畦
葺
巨
Φ
）
が
制
定
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
そ
の
海
外
の
領
土
で
海
上
保

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
齢
証
券
　
　
　
　
　
丁
　
　
　
　
　
　
　
一
≡



　
　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

険
を
営
業
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
お
よ
ぴ
外
国
の
す
べ
て
の
保
険
会
社
は
そ
の
引
受
け
の
一
部
分
を
海
上
再
保
険
団
体
（
○
き
ε
Φ
ヨ
Φ
暮
留

み
陣
、
る
。
偉
槽
餌
ロ
。
。
目
暫
博
三
ヨ
。
）
に
出
再
保
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
同
条
令
第
四
条
第
二
項
は
「
団
体
の
理
事
会
は
船
舶
保
険
料
率
委
員
会

及
び
貨
物
保
険
料
率
委
員
会
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
る
。
同
委
員
会
の
メ
ム
バ
ー
は
団
体
参
加
者
の
総
会
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。
同
委
員
会

は
、
船
舶
並
び
に
貨
物
海
上
保
険
証
券
の
引
受
条
件
に
関
す
る
普
通
条
項
及
び
特
別
条
項
の
強
制
的
適
用
を
、
団
体
の
理
事
会
に
提
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
貨
物
料
率
委
員
会
は
そ
の
使
命
に
も
と
づ
き
二
種
の
追
加
約
款
（
。
宣
葛
9
＆
象
江
o
自
－

。
一
一
。
、
）
を
作
成
し
た
。
　
一
は
保
険
証
券
の
普
通
約
款
の
規
定
を
補
足
な
い
し
修
正
す
る
一
般
的
約
款
（
。
鼠
霧
霧
似
零
旨
曾
閃
窪
曾
巴
①

、
8
こ
。
o
巨
，
隠
鼠
擁
即
一
Φ
）
で
あ
り
、
ω
　
破
損
、
漏
損
な
ど
の
危
険
を
盗
難
の
危
険
と
結
合
さ
せ
る
約
款
（
Ω
程
器
留
一
芭
ω
9
盆
ω

唖
一
ω
2
。
ω
α
。
。
蟄
ω
の
。
鳩
。
o
q
一
鈴
磯
Φ
”
Φ
け
。
－
－
－
｝
き
図
ユ
。
弓
2
霧
留
6
一
）
、
③
　
一
般
盗
難
危
険
と
紛
失
危
険
と
を
切
離
す
約
款
（
9
程
器
の

α
。
み
℃
即
↓
”
江
。
旨
α
Φ
一
帥
の
畦
鈴
旨
す
α
霧
ユ
超
幕
ω
α
〇
一
δ
一
Φ
昌
α
q
ひ
”
曾
巴
山
①
ω
器
巳
ω
ユ
呂
自
Φ
こ
・
号
良
。
。
b
畦
三
〇
β
）
、
㈲
　
五
〇
〇

ト
ン
未
満
の
船
舶
に
対
す
る
割
増
保
険
料
の
約
款
（
Ω
き
器
留
誓
壱
ユ
ヨ
。
脅
8
昌
壁
鴨
唇
葺
げ
暮
雷
轟
留
目
o
冒
の
α
。
8
。
8
－

一
一
昌
Φ
蟄
爵
）
、
＠
　
船
令
及
び
船
籍
に
対
す
る
割
増
保
険
料
の
約
款
（
0
『
塁
。
号
雲
∈
二
巳
o
免
聲
Φ
9
留
冨
く
…
曾
）
の
四
約
款
か

　
　
パ
　
ロ

ら
な
る
。
他
は
穀
物
、
コ
ー
ヒ
ー
、
棉
花
、
織
物
な
ど
一
定
の
貨
物
の
も
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
に
応
じ
て
そ
れ
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヰ
レ

約
款
（
○
罫
霧
窃
ω
慧
9
巴
①
ω
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
1
）
　
■
曽
↓
Φ
p
一
一
簿
9
一
く
。
層
。
や
。
答
》
》
い
曾
。
一
ω
三
雪
現
行
約
款
で
は
、
ω
及
ぴ
L
眺
は
〇
一
程
器
轟
～
o
。
（
後
出
）
に
と
っ
て
代
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
田
は
Ω
ゆ
仁
の
①
一
ω
～
一
轟
（
後
出
）
、
⑪
は
Ω
p
ロ
器
器
（
後
出
）
、
㈹
は
Ω
程
器
巽
（
後
出
）
に
そ
の
ま
ま
引
継
が
れ
、
切
は
9
貰
器
一
P
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
診
の
藍
↓
帥
昌
。
Φ
①
一
一
U
Φ
く
一
の
。
・
。
簿
↓
き
讐
①
ω
（
旦
ぎ
讐
ぎ
｝
、
韓
）
及
び
Ω
霧
9
。
1
身
の
・
奉
轟
窪
9
身
8
終
p
お
霧
又
旦
幕



　
　
伍
堕
節
び
o
臣
お
目
Φ
暮
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
2
）
い
ξ
①
窪
9
0
嵩
く
ρ
o
り
。
F
℃
、
Q
ま
9
の
三
＜
，

　
　
　
こ
の
中
◎
は
Ω
塁
器
o
。
（
後
出
）
に
引
継
が
れ
て
い
る
が
そ
の
他
の
も
の
は
一
九
五
三
年
制
定
の
追
加
約
款
で
は
見
当
ら
な
い
。
そ
の
間
の
事

　
　
情
は
定
か
で
な
い
が
、
A
は
予
定
保
険
の
通
知
義
務
を
被
保
険
者
が
故
意
に
よ
ら
ず
し
て
怠
っ
た
と
き
は
保
険
金
請
求
権
を
失
わ
な
い
こ
と
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
た
約
款
で
あ
り
、
⑤
は
船
積
通
知
は
こ
れ
を
仲
立
人
に
宛
て
て
な
し
て
も
よ
い
ア
｝
と
を
定
め
た
約
款
で
あ
っ
た
。
ま
た
の
は
被
保
険
者
、
荷
送
人
又

　
　
は
荷
受
人
は
自
ら
の
手
で
被
保
険
航
海
の
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
揚
合
に
は
運
送
人
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
者
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て

　
　
生
じ
た
損
害
も
、
保
険
者
填
補
の
責
に
任
ず
る
こ
と
を
定
め
た
約
款
で
あ
っ
た
。

　
（
3
）
　
ピ
弩
o
き
馨
9
ぞ
ρ
o
や
9
σ
こ
や
鴇
い
9
雲
ぞ
。
こ
の
中
①
は
普
通
約
款
修
正
約
款
第
二
項
（
後
出
）
に
、
②
は
Ω
程
器
冨
～
塞
（
後

　
　
出
）
に
、
③
は
普
通
約
款
修
正
約
款
第
三
項
（
後
出
）
に
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
④
は
現
行
一
九
五
三
年
料
率
委
員
会
制
定
追
加
約
款
に
は
見
当
ら

　
　
な
い
。

　
（
4
）
　
一
九
五
三
年
追
加
約
款
の
Ω
雲
器
ま
～
Ω
置
の
o
旨
に
引
継
が
れ
て
い
る
。

六
　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
一
九
四
四
年
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
は
普
通
約
款
の
外
に
、
追
加
約
款
、
例
外
約
款
が
あ
り
、
更
に
其

後
料
率
委
員
会
が
制
定
し
た
二
種
の
追
加
約
款
に
よ
っ
て
補
足
修
正
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
十
年
も
経
過
し
た
の
で
、
一
方
で
は
新
情
勢

に
対
応
し
て
普
通
約
款
を
修
正
し
、
他
方
で
は
今
ま
で
あ
っ
た
多
数
の
追
加
約
款
、
例
外
約
款
、
特
別
約
款
を
整
理
統
合
し
て
簡
明
に
す

る
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
て
料
率
委
員
会
は
前
述
一
九
四
五
年
一
月
二
三
日
条
令
で
認
め
ら
れ
た
権
限
に
基
き
、
一

九
五
二
年
の
暮
か
ら
特
別
の
委
員
を
設
け
、
一
九
四
四
年
保
険
証
券
を
修
正
し
、
一
般
的
に
補
足
し
、
一
定
の
貨
物
又
は
危
険
に
対
す
る

特
別
の
規
定
を
定
め
た
追
加
約
款
（
。
一
窪
器
＆
象
寓
o
毒
色
9
）
の
作
成
に
着
手
し
た
が
、
一
九
五
三
年
の
春
に
至
っ
て
成
案
を
得
、
次

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四

で
保
険
仲
立
人
組
合
（
の
旨
象
。
葺
肩
0
8
裟
自
希
一
山
窃
8
自
江
①
誘
幽
、
霧
窪
雷
蓉
⑦
目
巽
ま
葺
。
）
の
了
解
も
得
て
、
五
月
二
八
日
、
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）

率
委
員
会
の
決
定
（
＆
9
巴
8
）
と
し
て
公
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
一
九
五
四
年
一
月
一
日
か
ら
使
用
を
強
制
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
追
加
約
款
は
三
種
に
分
れ
、
第
一
は
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
を
修
正
し
、
す
ぺ
て
の
契
約
に
挿
入
さ
れ
る
約
款
（
Ω
程
ω
霧

旨
o
象
辞
暮
ざ
b
畠
8
ぼ
塁
雷
陣
器
山
、
器
窪
声
暮
。
目
母
三
ヨ
Φ
の
霞
霊
。
巳
菰
の
雪
》
一
諾
鋤
曾
盆
β
。
。
8
扇
一
3
8
昌
冨
冨
）
で
、
荷

造
り
（
国
旨
げ
巴
一
品
霧
）
、
漏
洩
し
易
い
貨
物
等
（
問
8
巳
菰
の
霊
器
窪
霧
餅
8
巳
夷
ρ
隔
○
算
ρ
蜜
o
巳
泳
の
窪
器
8
0
0
貫
冨
巳
匿
ω
伍
霧

泳
9
甘
魯
諾
警
こ
・
8
℃
江
げ
一
①
ω
留
器
8
霧
g
）
、
船
舶
割
増
保
険
料
（
窪
轄
ユ
日
3
号
冨
丘
お
ω
）
、
原
子
危
険
（
国
一
超
琴
ω
島
訂
《
》
ε
－

日
δ
ま
ω
》
）
に
関
す
る
四
項
目
よ
り
成
っ
て
い
る
。
第
二
は
普
通
約
款
の
中
に
も
「
こ
れ
に
反
す
る
特
約
」
を
認
め
た
文
言
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
当
事
者
の
特
約
に
関
す
る
一
般
的
追
加
約
款
（
o
す
墓
霧
＆
良
9
自
諾
一
一
霧
吸
診
騨
巴
Φ
の
）
で
、
。
一
簿
ロ
器
一
か
ら
〇
一
程
器
8
ま

で
、
保
険
の
条
件
、
危
険
期
間
な
ど
六
グ
ル
ー
プ
に
分
れ
た
二
五
の
約
款
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
三
は
セ
メ
ン
ト
、
ゴ
ム
、
棉
花
、
綿
布
．

液
体
な
ど
一
定
の
貨
物
に
対
し
て
夫
々
使
用
さ
れ
る
特
殊
約
款
で
9
窪
8
卜
。
o
か
ら
。
一
程
器
蟄
に
亘
っ
て
い
る
。
結
局
、
現
在
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
貨
物
海
上
保
険
契
約
は
す
べ
て
一
九
四
四
年
制
定
（
一
九
四
七
年
改
正
）
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
普
通
約
款
及
ぴ
｝

九
五
三
年
五
月
二
八
日
制
定
追
加
約
款
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
∪
■
零
戸
一
3
ρ
や
ミ
o
。
簿
ω
巳
‘
一
U
葺
雷
F
ピ
窃
〇
一
程
器
の
陣
伍
象
菖
8
篇
一
一
窃
α
①
鼠
2
一
一
〇
〇
の
自
ド
o
E
a
ω
α
、
即
鷲
曾
宣
象
o
一
甲

　
　
ゆ
。
β
α
q
雪
曾
巴
①
旨
の
。
。
目
騨
＝
。
訟
身
o
。
巨
a
山
。
馨
一
諦
。
典
臨
8
，
∪
甲
罫
男
・
し
3
♪
や
ひ
圃
g
ω
巳
く
・

　
（
2
）
　
料
率
委
員
会
の
決
定
が
絶
対
的
な
法
的
強
制
力
を
も
つ
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
が
（
○
掛
幻
昔
o
芦
⇔
舘
o
。
高
一
）
一
の
）
、
実
際
上
は
保
険
者
は

　
　
す
ぺ
て
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
（
R
・
O
ロ
程
く
臼
F
員
8
℃
）
。



七
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
の
「
生
き
た
法
」
の
構
成
は
右
の
如
く
で
あ
る
。
一
九
五
三
年
の
追
加
約
款
の
制
定
に
よ
っ
て
従
来
よ
り

は
著
し
く
簡
明
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
複
雑
な
こ
と
は
争
え
な
い
。
保
険
証
券
普
通
約
款
だ
け
に
つ
い
て
み
て
も
・
そ
の
条

文
数
三
七
ヶ
条
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
内
容
の
膨
大
な
こ
と
は
驚
く
に
値
す
る
。
如
何
に
そ
の
内
容

が
正
確
で
あ
り
す
ぐ
れ
て
い
て
も
、
読
ま
れ
ず
し
て
は
、
そ
の
効
果
も
半
減
す
る
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
敢
て
か
か
る
証
券
が
作
成
さ
れ

た
所
以
は
、
あ
く
ま
で
自
足
的
．
自
己
完
了
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
商
法
典
が
全
く
死
文
と
化
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
告
知
義
務
に
関
す
る
第
三
四
八
条
を
除
い
て
は
、
商
法
典
の
規
定
で
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
も
の
は
一
ヶ
条
も
な

い
と
い
う
現
実
の
前
で
は
こ
れ
も
致
し
方
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
世
に
商
法
典
と
い
う
も
の
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
決
し
て
好
ま
し

い
姿
で
は
な
い
。
原
則
は
す
べ
て
こ
れ
を
法
律
に
譲
り
、
細
部
の
技
術
的
な
、
時
代
と
共
に
変
り
易
い
点
の
み
が
保
険
証
券
に
委
ね
ら
れ

て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
光
輝
あ
る
歴
史
を
有
す
る
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
も
今
や
時
代
の
流
れ
に
は
抗
し
き
れ
ず
、
一
九
四
七
年
六
月
二
四
日
の
デ
ク
レ
（
咽
㏄
d
争
）

で
商
法
典
及
ぴ
会
社
法
改
正
委
員
会
（
ピ
暫
O
O
旨
白
一
。
。
乙
。
一
8
3
詠
隔
9
e
。
含
O
＆
Φ
号
8
日
日
醇
8
9
含
α
8
濤
留
ω
8
9
警
傍
）

が
結
成
さ
れ
、
改
正
事
業
が
強
力
に
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。
海
上
保
険
法
に
つ
い
て
も
、
一
九
五
三
年
三
月
以
来
U
醇
＄
F
需
誰
窪
お

空
需
算
を
中
心
と
す
る
小
委
員
会
が
作
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
海
法
会
（
ト
の
8
。
富
菖
自
ぼ
き
8
一
器
号
象
o
濤
ヨ
貰
三
ヨ
①
）
作
成
の
原
案

を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
が
、
一
九
五
五
年
六
月
八
五
ヶ
条
か
ら
な
る
小
委
員
会
案
に
到
達
し
た
。
小
委
員
会
案
は
暁
目
一
程
伍
を
委
員

長
に
閃
。
ω
8
P
O
ξ
畦
鼻
冒
器
＄
＆
な
ど
を
委
員
と
す
る
前
記
商
法
典
改
正
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
同
委
員
会
は
一
九
五
六
年
二
月
か

ら
逐
条
審
議
に
入
っ
た
。
会
議
を
重
ね
る
こ
と
数
次
、
同
年
五
月
漸
く
成
案
を
う
る
に
至
り
、
第
一
章
海
上
保
険
総
則
（
第
一
－
三
七
条
）
、

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
六

第
二
章
船
舶
保
険
（
第
三
八
ー
五
七
条
）
、
第
三
章
貨
物
保
険
（
第
五
八
－
六
九
条
）
、
第
四
章
其
他
海
上
保
険
（
第
七
〇
ー
七
三
条
）
、
第
五
章

再
保
険
（
第
八
○
条
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
海
上
保
険
法
草
案
（
》
毒
暮
－
冒
ε
9
号
一
9
冨
這
藻
即
甦
図
塁
の
瑳
き
。
霧
目
弩
三
旨
8
）
が
発

　
　
（
1
）

表
さ
れ
た
。

　
同
案
を
み
る
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
商
法
典
の
構
成
と
内
容
は
尽
く
放
郵
さ
れ
、
こ
れ
に
代
え
る
に
近
代
的
保
険
契
約
法
の
誉
れ
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
一
九
三
〇
年
保
険
契
約
法
の
体
系
と
、
生
き
た
船
舶
・
貨
物
保
険
証
券
の
内
容
と
を
以
て
し
て
い
る
。
本
稿
の
対
象
た
る
保
険
証
券
に

限
っ
て
い
え
ば
、
小
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
当
初
に
は
草
案
の
基
本
的
立
揚
、
す
な
わ
ち
、
法
律
は
根
本
原
則
を
定
め
る
に
止
め
て
、
技

術
的
事
項
は
保
険
証
券
に
委
ね
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
反
対
に
保
険
証
券
の
規
定
は
可
及
的
に
法
典
に
盛
る
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
、

前
者
の
立
場
が
可
と
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
結
果
的
に
み
る
と
、
保
険
証
券
の
大
部
分
の
規
定
が
、
そ
の
ま
ま
草
案
に
採
入
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
商
法
典
改
正
事
業
完
成
の
暁
に
は
、
現
行
保
険
証
券
も
す
っ
か
り
面
目
を
一
新
し
て
簡
明
化
さ
れ
、
海
上
保
険
取
引
に
お
い

て
一
層
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ
少
く
と
も
現
段
階
に
お
い
て
は
余
り
に
多
く
の
理
論
と
実
際
と
が
一
葉
の
保
険
証

券
上
に
混
在
し
て
い
る
事
実
は
こ
れ
を
否
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
－
）
日
審
奉
莫
自
。
蜀
。
。
誉
巨
ω
の
一
8
α
。
詠
胤
8
目
。
魯
8
山
①
山
①
。
o
目
旨
9
8
簿
3
今
o
詳
山
霧
ω
o
羅
憂
・
〈
o
一
，
9
》
奉
纂
－
℃
且
①
け

　
　
山
①
一
9
目
色
o
怠
隔
餅
一
醇
誘
仁
『
帥
コ
o
①
日
”
ユ
江
ヨ
ρ
閲
即
ユ
幹

　
（
2
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

八
　
本
稿
を
草
す
に
あ
た
っ
て
は
、
一
九
四
四
年
貨
物
海
上
保
険
証
券
を
直
接
の
対
象
と
し
た
■
畦
雷
F
悶
9
9
貯
Φ
b
‘
O
o
ヨ
目
－

g
け
巴
お
の
山
o
ざ
b
o
二
8
ぼ
蟄
言
巴
ω
o
自
、
器
の
畦
㊧
暮
o
。
。
旨
騨
ユ
ぼ
B
Φ
ω
。
。
偉
擁
貯
o
巳
応
幹
b
貰
筑
一
〇
ま
｝
N
彗
o
盆
‘
唱
畦
『
q
＄
F
り
■
｝



一
濃
押
O
o
く
g
P
い
男
‘
い
、
霧
ω
霞
p
蓉
Φ
旨
暫
ユ
爵
濤
■
写
ぎ
o
首
o
訟
ぴ
三
〇
β
け
巴
8
即
b
ρ
一
一
8
ω
ω
ξ
8
后
の
〇
一
h
8
巳
泳
幹
憎
魯
ユ
の
い
一
捏
o
。

を
参
照
し
た
の
は
勿
論
だ
が
、
単
な
る
紹
介
に
終
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
O
げ
き
く
。
磐
“
コ
U
①
ψ
塁
雲
箏
蓉
窃
目
舘
該
ヨ
①
。
な
’
国
圏
冨
濤

倉
言
岳
－
。
一
器
ω
Φ
ξ
。
o
葭
器
8
一
巴
」
℃
お
　
○
富
β
く
雷
F
摩
巴
a
留
酵
o
詳
目
鶏
三
ヨ
ρ
這
U
o
。
一
U
①
ω
。
匡
巨
墜
一
■
｝
ピ
Φ
ω
霧
。
。
弩
甲

昌
8
の
含
。
冨
臨
山
、
①
酵
富
肩
密
ぎ
段
馨
誌
。
一
一
Φ
①
け
8
旨
ヨ
R
9
巴
ρ
一
℃
頓
9
園
首
Φ
苫
9
g
・
詳
巨
貧
一
↑
旨
ρ
斜
昌
⑦
ぴ
q
こ
ρ
日
”

一
〇
鴇
い
勾
首
Φ
茎
勺
誌
9
ω
α
o
牙
○
詳
日
帥
ユ
菖
目
ρ
圃
営
o
盆
こ
G
題
旧
国
Φ
器
ρ
》
己
降
の
の
葺
簿
暮
o
ヨ
即
ユ
試
誉
Φ
ω
目
8
∈
ω
蜀
〇
一
帥
臣
Φ

．
．
即
窪
。
留
亀
、
、
」
。
鴇
い
ピ
畦
雷
F
型
g
O
牙
ρ
担
○
○
旨
旨
Φ
暮
巴
お
の
α
①
宣
℃
。
一
一
。
①
ぼ
鎧
。
a
ω
。
α
、
器
ω
瑛
導
8
ω
白
卑
ユ
θ
言
Φ
。
つ
ω
旨

8
6
の
一
虐
9
竃
8
ざ
F
ρ
ピ
o
泳
ず
一
誘
Φ
ヨ
①
旨
鼠
霧
一
、
器
。
。
畦
弩
8
日
畦
謹
ヨ
ρ
這
睾
な
ど
を
参
照
し
て
、
商
法
典
と
の
関
係
、

旧
貨
物
保
険
証
券
と
の
相
違
、
現
行
船
舶
保
険
証
券
と
の
関
連
を
指
摘
し
、
加
之
、
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
は
つ
と
め
て
過
去
の
判
例
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
×
2
）

最
近
の
学
説
に
言
及
し
た
。

　
（
1
）
　
フ
ラ
ン
ス
で
は
保
険
証
券
に
記
載
さ
れ
た
普
通
約
款
の
規
定
を
引
用
す
る
揚
合
に
、
普
通
約
款
第
何
条
と
書
か
ず
に
保
険
証
券
第
何
条
と
い
う
。

　
　
し
た
が
っ
て
常
に
約
款
の
第
何
条
と
し
て
し
か
引
用
し
な
い
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
保
険
証
券
第
何
条
と
い
う
表
現
は
耳
慣
れ
な
い
も
の
で
は
あ

　
　
る
が
、
本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
用
法
に
し
た
が
っ
た
。

　
（
2
）
　
こ
れ
ら
の
文
献
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
戦
後
の
海
上
保
険
法
関
係
外
国
文
献
（
海
法
会
誌
復
刊
第
五
号
所
載
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本

論

フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券

一
二
七



一
橋
大
学
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3

二
一
八

第
一
章
　
保
険
の
目
的
及
び
範
囲

一
　
一
九
四
四
年
保
険
証
券
は
第
一
章
を
保
険
の
目
的
及
び
範
囲
（
○
豆
9
9
ひ
§
益
き
留
一
、
塁
ω
葺
塁
8
）
と
題
し
、
被
保
険
運
送

（
第
一
条
）
、
附
保
形
態
（
第
二
条
）
、
甲
板
積
貨
物
（
第
三
条
）
、
不
担
保
貨
物
（
第
四
条
）
、
船
荷
証
券
な
き
船
積
貨
物
（
第
五
条
）
、
運
送
証
券

約
款
（
第
六
条
）
に
つ
い
て
六
ヶ
条
を
お
い
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
第
一
章
は
、
被
保
険
物
又
は
被
保
険
利
益
、
及
び
保
険
者
の
負
担
危

険
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

二
　
保
険
証
券
は
ま
ず
冒
頭
に
、
本
証
券
に
ょ
っ
て
担
保
さ
れ
る
も
の
は
原
則
と
し
て
海
上
運
送
の
目
的
物
た
る
貨
物
で
あ
る
が
、
海
上

運
送
に
附
随
し
た
陸
上
・
河
川
・
航
空
運
送
の
目
的
物
た
る
貨
物
に
も
拡
張
さ
れ
う
る
こ
と
、
そ
の
揚
合
に
は
全
体
と
し
て
海
上
保
険
に

関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
本
証
券
は
貨
物
（
貯
。
巳
a
の
）
保
険
証
券
で
あ
る
。
貨
物
と
は
、
船
舶
以
外
の
、
金
銭
に
見
積
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
も
の
を
い
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

商
取
引
の
目
的
た
る
商
品
（
貸
畦
9
程
良
器
）
に
限
定
さ
れ
な
い
。
貨
物
の
海
上
保
険
に
は
す
べ
て
本
証
券
が
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、

性
質
を
異
に
す
る
無
数
の
貨
物
を
す
べ
て
同
一
に
取
扱
う
こ
と
は
決
し
て
適
当
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
後
述
の
よ
う
に
、
ひ
と
し
く
貨

物
で
あ
っ
て
も
そ
の
種
類
（
翻
鯨
ポ
監
）
、
積
載
揚
所
（
龍
縣
）
、
積
載
方
法
（
紅
㈹
条
）
、
あ
る
い
は
荷
造
り
方
法
（
砒
縣
）
に
よ
っ
て
取
扱
を
異
に
し
て

お
り
、
ま
た
序
論
で
述
べ
た
よ
3
に
一
定
の
貨
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
特
別
約
款
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
本
証
券
は

海
上
保
険
（
器
ω
ξ
程
8
旨
龍
三
一
一
お
）
証
券
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
証
券
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
も
の
は
海
上
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
海

上
運
送
（
q
窪
ε
o
詳
臣
畦
三
旨
①
）
の
目
的
物
た
る
貨
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
海
上
運
送
の
目
的
物
た
る
貨
物
は
海
上
危
険
に
さ
ら



さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
揚
合
、
そ
の
前
後
に
陸
上
・
河
川
・
航
空
運
送
の
目
的
物
と
し
て
そ
れ
ら
の
危
険
に
も
さ
ら
さ
れ

て
い
る
。
被
保
険
者
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
陸
上
・
河
川
・
航
空
運
送
中
の
危
険
に
対
し
て
も
担
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
し
、
し
か
も
で
き

れ
ば
一
葉
の
海
上
保
険
証
券
で
併
せ
て
担
保
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
．
）
で
新
証
券
は
本
証
券
の
担
保
は
海
上
運
送
の
目
的
物
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
（
3
）

貨
物
の
み
な
ら
ず
、
海
上
運
送
に
附
随
し
た
（
8
8
霧
9
お
山
、
毒
ぼ
き
8
0
暮
目
遭
三
巨
o
）
陸
上
．
河
川
．
航
空
運
送
の
目
的
物
た
る

貨
物
に
も
及
ぶ
と
し
、
且
つ
こ
れ
ら
の
所
謂
彗
く
o
旨
α
q
①
冥
象
目
言
a
話
9
偉
β
ぎ
誘
σ
q
Φ
8
旨
覧
ぴ
目
Φ
暮
a
お
に
対
し
て
も
一
体
と

し
て
海
上
保
険
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
、
陸
上
保
険
に
関
す
る
一
九
三
〇
年
の
法
律
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
（
1
）
　
か
か
る
理
由
か
ら
、
今
ま
で
b
O
一
ざ
o
ぼ
帥
昌
O
巴
器
α
、
騨
o
。
。
。
β
躍
目
o
o
ヨ
帥
ユ
試
旨
Φ
曽
吋
ヨ
や
↓
o
げ
帥
ロ
色
器
ω
あ
る
い
は
b
。
二
。
。
：
・
の
β
円
ヨ
餌
吋
，

　
　
＆
卑
ロ
象
ω
窃
窪
富
o
巳
舐
ω
と
称
し
て
い
た
の
を
℃
o
二
8
…
…
の
弩
貯
o
巳
鼠
の
に
改
め
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
新
海
上
保
険
法
草
案
の
第
三
章

　
　
は
再
ぴ
U
①
一
、
山
器
ξ
帥
ロ
8
目
貰
三
彗
①
号
o
。
ヨ
跨
o
げ
暫
昌
象
ω
霧
に
帰
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
判
ら
な
い
。

　
（
2
）
　
新
海
上
保
険
法
案
に
も
こ
の
立
揚
が
移
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
フ
ラ
ン
ス
海
法
会
案
で
は
被
保
険
「
航
海
に
連
結
し
た
」
（
．
。
．
跨
言
跨
。
げ
即
暮
卿

　
　
貸
一
く
o
誘
鳴
℃
碧
ヨ
雪
）
陸
上
・
河
川
・
航
空
運
送
と
な
っ
て
い
た
の
を
、
》
ヨ
一
跨
α
教
授
の
指
摘
に
よ
り
小
委
員
会
で
は
陸
上
．
河
川
．
航
空

　
　
運
送
が
「
附
随
的
な
と
き
に
お
い
て
の
み
」
（
P
、
窪
器
蜜
津
2
0
一
、
暮
o
霧
8
一
3
）
担
保
さ
れ
る
と
改
め
、
ア
一
れ
ら
が
海
上
運
送
の
ア
ク
セ
ソ
ワ
ー

　
　
ル
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ぱ
、
航
海
と
い
う
要
素
が
強
い
こ
と
（
鷺
＆
o
ヨ
言
き
8
）
が
必
要
な
点
を
強
調
し
た
。
こ
れ
は
改
正
委
員
会
の
最
終
案

　
　
で
は
第
五
九
条
第
二
項
に
「
運
送
（
＜
o
誘
鴨
）
の
一
部
が
陸
路
・
水
路
又
は
空
路
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
反
対
の
特
約
な
き
限
り
、
こ
の

　
　
運
送
部
分
に
つ
い
て
も
海
上
保
険
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
た
だ
現
実
に
は
海
上
運
送
に
附
随
し
た
陸
上
運
送
に
限
ら
ず
、
た
と
え
一
部
分
に
し
か
過
ぎ
な
く
と
も
海
上
運
送
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
海
上

　
　
保
険
証
券
が
使
用
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
R
■
∪
①
8
一
声
邑
旨
｝
○
マ
o
霊
も
っ
と
も
一
九
三
〇
年
ま
で
は
陸
上
の
み
の
運
送
に
対
し
て
海
上
予
定
保

　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
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ニ
ニ
○

　
　
険
契
約
を
適
用
す
る
こ
と
が
判
例
で
認
め
ら
れ
て
い
た
。
○
掛
ζ
霞
紹
仁
9
0
一
貯
ρ
○
や
o
一
f
昌
嶺
・

三
　
海
上
保
険
は
原
則
と
し
て
「
全
て
の
危
険
」
（
↓
o
ロ
ω
注
呂
幕
ω
）
ま
た
は
「
単
独
海
損
不
担
保
」
（
牢
巷
o
兵
奨
霞
δ
の
b
弩
ぼ
。
巳
一
驚
窃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

鋸
一
一
津
男
｝
型
確
亀
）
条
件
で
契
約
さ
れ
る
が
、
「
全
て
の
危
険
」
条
件
に
よ
る
旨
の
明
示
な
き
限
り
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
で
契

　
　
　
（
2
）

約
さ
れ
る
。
し
か
し
も
と
よ
り
「
全
て
の
危
険
」
ま
た
は
「
単
独
海
損
不
担
保
」
の
条
件
と
異
な
る
内
容
の
条
件
で
契
約
す
る
こ
と
は
少

　
　
　
　
　
（
3
）

し
も
差
支
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
で
保
険
者
が
填
補
の
責
に
任
ず
る
損
害
は
次
の
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
船
舶
と
船
舶
と
の

　
（
5
）

衝
突
、
坐
礁
、
難
破
、
船
舶
以
外
の
他
物
と
の
衝
突
、
避
難
港
に
入
港
し
て
積
荷
の
少
く
と
も
四
分
の
三
を
荷
卸
す
べ
き
船
の
浸
水
、
火

災
、
爆
発
、
積
込
．
積
替
．
陸
揚
作
業
中
の
貨
物
の
墜
落
、
運
送
用
具
の
脱
線
・
衝
突
・
顛
覆
又
は
破
壊
、
建
物
・
橋
梁
・
墜
道
そ
の
他

の
構
築
物
の
崩
壊
、
樹
木
の
倒
壊
、
堤
防
の
決
壊
又
は
水
道
管
の
破
裂
、
地
辻
り
、
雪
崩
、
雷
、
洪
水
、
河
川
の
氾
濫
、
氷
解
、
海
囎
・

台
風
又
は
竜
巻
、
火
山
の
噴
火
及
び
地
震
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
故
の
中
に
は
一
見
し
て
分
る
よ
う
に
、
海
上
危
険
の
み
な
ら
ず
、
多
数

の
陸
上
危
険
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
海
上
保
険
の
保
護
が
海
上
運
送
の
み
な
ら
ず
陸
上
そ
の
他
の
運
送
に
も

及
ぶ
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
「
全
て
の
危
険
」
条
件
で
は
、
保
険
者
は
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
で
列
挙
さ
れ
た
危
険
、
所
謂
警
魯
Φ
目
Φ
暮
旨
且
Φ
匡
の
み
な

ら
ず
、
海
の
危
険
（
8
詳
琶
窪
留
ヨ
R
）
又
は
不
可
抗
力
的
事
故
（
警
曾
①
旨
Φ
暮
の
留
h
9
8
目
ε
窪
お
）
に
よ
っ
て
生
ず
る
す
ぺ
て

　
（
7
）

の
損
害
を
填
補
す
る
責
に
任
ず
る
。
し
か
し
文
字
通
り
す
べ
て
の
危
険
を
担
保
す
る
の
で
は
な
く
、
本
保
険
証
券
の
定
め
る
所
に
よ
っ
て

担
保
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
述
の
よ
う
に
一
定
危
険
は
絶
対
に
、
又
は
特
約
な
き
限
り
担
保
さ
わ
な
い
。



　
右
の
よ
う
に
保
険
者
は
附
保
形
態
が
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
で
あ
る
か
「
全
て
の
危
険
」
条
件
で
あ
る
か
に
ょ
っ
て
、
夫
々
一
定

の
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
物
質
的
（
又
は
実
体
的
）
損
害
（
3
目
ヨ
お
霧
9
需
ヰ
霧
旨
暮
ひ
ユ
巴
の
）
を
填
補
す
る
貴
に
任
ず
る
が
、
そ
の

他
に
、
附
保
形
態
の
如
何
を
問
わ
ず
、
被
保
険
物
の
損
害
を
防
止
軽
減
す
る
に
要
し
た
費
用
及
び
被
保
険
物
の
負
担
す
べ
き
共
同
海
損
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

担
額
（
但
し
共
同
海
損
が
免
貴
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
揚
合
は
こ
れ
を
除
く
）
の
所
謂
費
用
損
害
（
ぼ
巴
の
）
に
つ
い
て
も
そ
の
責
に
任
ず
る
。
な

お
・
航
路
・
航
海
も
し
く
は
船
舶
が
や
む
を
え
な
い
事
情
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
と
き
、
又
は
船
長
の
非
行
が
あ
っ
た
と
き
に
お
い
て
も
、

保
険
者
の
責
任
に
変
り
は
な
い
。

　
（
1
）
　
「
全
て
の
危
険
」
担
保
条
件
に
つ
い
て
は
航
海
保
険
と
予
定
保
険
に
つ
い
て
夫
々
二
種
の
追
加
約
款
が
制
定
さ
れ
て
い
る
9

　
　
　
0
冨
d
雷
q
－
『
ミ
肋
簿
紹
ミ
恥
（
竃
詳
8
動
§
ぎ
窒
鴇
）
”
い
、
霧
ω
ξ
善
8
①
終
ω
8
の
R
一
富
降
《
6
0
羨
空
呂
β
Φ
の
》
。
。
旨
o
擁
筥
ひ
一
一
一
①
一
一
醗
跨
信
区

　
　
℃
馨
窓
旨
①
ω
N
Φ
二
α
①
一
、
潜
旨
一
g
の
。
霧
善
昏
。
ρ
β
．
一
一
冨
ω
、
惹
の
器
婁
山
①
隔
§
一
菰
の
ま
。
図
畳
蒜
Φ
の
。
一
一
一
一
ω
卑
α
Q
ひ
。
ω
。
ざ
一
一
①

　
　
一
霧
象
①
の
薯
巳
野
昌
、
a
①
旨
霧
象
。
富
茜
ひ
Φ
ω
雲
二
。
℃
。
旨
・
β
山
婁
一
①
霧
ε
R
ω
5
。
§
①
区
二
一
毫
ぎ
・

　
　
　
O
掌
塁
国
ひ
、
8
裏
匂
鰻
＆
§
句
（
唱
9
帆
8
妬
亀
、
＆
§
慧
ミ
価
§
Y
U
、
塁
の
一
霞
警
8
0
ω
貯
の
o
霧
9
陣
9
貸
《
6
8
ω
困
呂
一
一
。
の
》
o
。
一
一
｛
。
擁
一
一
一
ひ
目
Φ
一
一
け
暫
一
一
区

　
　
旨
喧
琶
、
。
の
N
g
＆
Φ
一
、
豊
。
一
①
号
。
疹
憂
弩
Φ
ρ
犀
、
∋
6
ω
．
惹
馨
扇
己
。
h
§
ま
ω
蒜
。
図
畳
蒜
。
ω
。
一
一
一
一
・
。
曽
α
Q
ぴ
。
ω
己
。

　
　
協
§
ま
ω
量
蒐
窃
弩
一
。
一
）
・
巨
9
乙
き
ω
一
①
霧
壱
。
巨
§
葺
①
ω
身
舅
写
。
幕
隔
§
一
憂
2
、
言
、
。
ω
ε
⇒
ω
α
、
二
の
曽
の
Φ
α
、
騨
の
の
ξ
Φ
同

　
　
似
《
↓
○
ρ
ω
園
一
ω
ρ
β
O
ω
》
■

　
　
　
○
冨
d
鶴
刈
■
1
§
竃
遵
8
§
♂
薄
ミ
ω
勘
N
、
§
9
霧
帆
§
亀
跨
鳩
ミ
器
如
§
遠
＆
恥
ミ
謄
繋
象
§
緯
勢
（
隠
騨
題
g
ま
e
＆
ε
恥
）
”
い
、
器
の
貫
§
8

　
　
婁
釜
§
δ
g
《
↓
霧
因
一
馨
婁
8
誉
琶
言
。
旨
婆
．
旨
p
讐
冨
毘
g
＆
㊦
一
、
註
。
一
墨
釜
翼
ひ
・
，
。
↓
く
。
ρ
一
一
、
一
一
一
一
Φ
の
、
曇
，

　
　
馨
一
）
”
呂
象
§
季
誌
①
愚
象
。
塾
こ
薦
霧
。
ξ
三
。
医
舅
h
§
寂
・
・
昌
、
器
β
ε
器
象
畠
p
↓
喩
①
・
，
ω
一
一
ほ
一
ε
。
一
一
け
。
区
p
一
一
ψ

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
一
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二
二
二

　
一
Φ
ω
ω
仁
℃
O
同
暮
同
に
O
け
¢
畦
の
の
伍
5
昌
暫
く
貯
O
■

　
　
↓
8
鼠
星
一
。
ζ
Φ
り
諺
留
旨
房
8
号
ρ
轟
暮
ま
の
。
暮
馨
ぎ
乙
三
夷
器
注
g
一
琶
倉
寓
象
暮
。
藝
。
昌
霧
虞
＝
睾
，

”
ω
の
一
の
レ
一
一
一
。
ぼ
ω
2
①
。
①
の
b
。
吋
け
。
の
。
目
α
g
擁
ひ
。
一
卑
け
一
。
鵠
　
ω
。
鍾
§
の
ひ
。
・
－
覆
一
、
二
一
三
8
ひ
蚕
弩
睾
ω
ひ
一
・
毒
ぴ
憂
¢
、
一
鵠
諾
旨
，

　
り
冨
Q
自
①
一
、
畦
二
〇
一
①
P

　
　
O
暑
の
国
。
。
・
1
醤
晦
菱
偽
崎
§
。
吻
・
言
乙
N
、
§
馨
§
§
奪
醇
＆
§
＆
ξ
蔑
避
§
嚢
貴
箆
§
良
、
＆
§
§
藍
）
”
寓
馨
↓
§
①

①
ω
け
ω
。
β
ω
。
↓
井
①
翼
↓
。
自
の
空
・
，
。
虞
Φ
ω
》
§
胤
。
畦
幕
日
①
旨
婁
℃
§
α
q
ξ
げ
。
毘
①
貯
盆
Φ
一
、
葺
一
。
一
良
の
。
島
乗
塞
。
隻
昌
①
置
壽

扇
“
α
①
協
§
一
酵
潜
巷
盆
一
婁
。
・
毯
σ
Q
婁
己
①
｛
§
一
δ
ひ
・
・
。
冨
吋
α
Q
ひ
Φ
ω
ω
・
三
ε
。
旨
8
魯
・
邑
①
の
の
壱
。
馨
馨
葺
①
区
言
畳
－

　
↓
2
α
①
貯
o
巳
鼠
ω
』
ロ
、
一
一
一
一
、
o
の
梓
℃
拐
伍
、
一
一
鋸
の
o
α
、
即
ω
ω
β
『
雪
貸
《
↓
o
μ
の
力
訪
ρ
＝
霧
》
，

　
　
費
冒
の
苫
・
①
一
。
・
，
§
菰
。
藝
8
ω
ω
β
り
同
彗
蟄
g
馨
誤
憲
。
。
ω
旨
↑
①
ω
。
虞
§
歪
一
す
・
の
一
・
。
の
。
一
①
馨
§
の
ひ
Φ
ω
艮
一
ゴ
呂
Φ
ω

ぴ
曇
。
一
昌
Φ
一
一
け
ω
魯
琶
ひ
み
ω
憩
寒
p
磯
声
嘗
①
ご
Φ
一
、
註
。
一
匙
（
g
u
甲
ヌ
コ
一
℃
㎝
ω
ら
ミ
。
。
卑
ω
暑
）

　
　
右
の
約
款
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
全
て
の
危
険
」
担
保
条
件
は
、
再
輪
送
貨
物
又
は
中
古
品
の
貨
物
、
甲
板
積
又
は
上
部
構
造
部
積
貨
物
、
及

　
ぴ
「
全
て
の
危
険
」
で
附
保
す
る
こ
と
が
慣
習
で
な
い
貨
物
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
再
輸
送
又
は
中
古
貨
物
に
つ
い
て
は
そ
の
損
害
が
保
険
期
間
中

　
に
生
じ
た
事
故
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
い
が
生
じ
易
く
、
甲
板
又
は
上
部
構
造
部
積
の
貨
物
は
危
険
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
「
全
て

　
の
危
険
」
で
附
保
す
る
こ
と
が
慣
習
で
な
い
貨
物
と
い
う
表
現
は
曖
脈
な
よ
う
で
あ
る
が
、
貨
物
名
を
一
々
列
挙
す
る
弊
を
避
け
た
た
め
で
あ
る
。

（
2
）
b
一
さ
の
国
タ
ー
、
匡
』
G
Q
§
＼
・
い
、
毯
一
善
8
婁
の
。
§
ユ
け
Φ
窮
》
、
や
の
畳
》
。
8
h
・
§
ひ
馨
・
～
奨
℃
§
窒
旨
Φ
の
Q
。
；

　
α
。
一
、
即
円
怠
。
一
Φ
卜
o
・
が
挿
入
さ
れ
る
。
な
お
一
九
五
三
年
ま
で
は
「
全
て
の
危
険
」
に
よ
る
か
「
単
独
海
損
不
担
保
」
に
よ
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
九

　
四
四
年
証
券
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
追
加
約
款
の
o
ポ
器
窃
山
Φ
訂
器
H
－
8
＆
邑
o
屋
q
、
器
弩
β
一
一
8
（
《
↓
o
霧
空
8
諾
畢
8
《
男
・
｝
》

　
加
ρ
一
一
¢
）
（
Ω
薗
偉
の
。
ω
忌
。
凶
暫
一
。
”
β
図
娼
。
＝
。
①
切
q
、
魯
げ
o
毒
o
甘
①
暮
）
顎
と
房
－
濤
控
聾
・
8
《
↓
o
霧
空
超
ま
の
》
（
Ω
窪
器
招
警
互
Φ
窪
図
宕
ぎ
。
の



　
貰
一
＜
β
護
①
）
　
　
本
稿
序
論
五
参
照
　
　
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

（
3
）
　
左
の
追
加
約
款
が
あ
る
。

　
　
　
9
自
旨
一
■
ー
隷
き
§
ミ
“
g
謙
§
吻
恥
§
§
臨
。
ら
畦
急
3
瞬
蝕
8
警
。
一
一
け
。
区
駐
℃
o
ω
三
・
富
8
罫
β
富
区
Φ
ω
O
o
巳
三
8
の
の
ひ
泳
巨
①
即

ポ
鳴
露
旨
婆
・
β
g
。
婁
ロ
巨
げ
ひ
①
2
帥
℃
葺
①
ε
邑
Φ
α
Φ
。
。
目
§
富
注
ゆ
弱
8
霧
ひ
窪
馨
①
ヒ
蟄
b
①
幕
8
芭
①
＆
髭
舟
①
g

霊
図
8
ω
α
①
象
一
霧
器
旨
Φ
旨
屈
曾
霧
騨
簑
跨
ぎ
ひ
器
9
）
g
。
）
身
鷺
Φ
巨
霞
冨
冨
讐
ε
富
α
①
一
、
跨
§
一
。
N
命

　
　
　
9
さ
鴇
N
、
き
ミ
§
8
言
ミ
§
跨
・
評
『
象
8
鹸
蝕
8
卿
8
β
辞
①
。
。
象
愚
。
ω
三
g
ω
8
p
ぼ
帥
ぎ
ω
留
の
O
o
注
葺
o
霧
隠
昌
ひ
欝
一
。
。
。
」
卑
鷲
ひ
－

　
　
る
。
①
暮
①
霧
ω
彗
碧
。
①
。
の
江
一
巨
鼠
①
餅
ポ
8
ロ
貫
一
σ
暮
一
〇
昌
伍
①
ω
ヨ
弩
。
富
鼠
一
器
の
程
図
零
跨
陣
。
の
8
ヨ
筥
琶
霧
ω
巳
く
跨
江
①
・
8
匿
三
8
ω
嘆
－

　
　
ひ
く
一
一
①
ω
　
飽
　
一
、
P
㎏
け
一
〇
一
Φ
　
O
い
。

　
　
　
9
き
旨
9
ー
、
ミ
騎
§
§
”
§
§
跨
§
§
曝
象
§
ミ
§
。
§
翼
§
跨
’
．
評
堕
象
容
撃
け
一
8
飽
8
暮
①
ω
象
8
。
の
三
〇
塁
8
ロ
貫
巴
8
ω
常
ω

0
9
益
ぎ
臣
恩
・
曾
帥
夏
鼠
肩
露
馨
Φ
婁
畦
程
8
霧
二
一
巨
馨
と
㊤
需
箒
§
器
3
の
白
§
富
鼠
蓄
蓉
2
響
葺
く
。
2
忘
。
葦

　
　
け
o
琶
。
段
壁
≦
β
程
図
8
ω
伍
。
ま
一
巴
の
器
ヨ
。
葺
冒
ひ
毒
ω
魯
黄
巴
嘗
ひ
霧
9
）
①
ξ
）
3
冥
①
旨
一
R
麗
↓
お
β
喜
①
含
①
一
、
跨
旨
。
一
。
撃
g

　
　
似
一
。
旨
8
旨
↓
び
暮
一
目
陣
莫
帥
話
ユ
Φ
ω
8
日
ヨ
臣
Φ
の
ω
巳
奉
糞
一
①
ω
。
o
注
三
8
の
鷲
ひ
養
霧
飽
一
、
即
旨
。
一
①
。
Q
■

　
　
　
○
蜀
臣
①
一
で
は
船
舶
の
全
損
に
よ
る
貨
物
の
全
損
及
ぴ
委
付
の
揚
合
だ
け
担
保
さ
れ
、
貨
物
だ
け
の
全
損
の
揚
合
に
は
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
を

　
　
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
　
○
ず
霧
Φ
ω
は
O
ポ
霧
Φ
一
と
9
窪
器
N
を
合
せ
た
条
件
で
あ
る
。

（
4
）
　
フ
ラ
ン
ス
の
「
単
独
海
損
不
担
保
」
（
男
冨
9
山
、
即
く
胃
δ
℃
鶏
江
o
巳
一
曾
Φ
）
は
概
ね
イ
ギ
リ
ス
の
酎
の
獣
疹
8
0
ゆ
霞
o
O
ず
霧
霧
（
一
＞
溢
o
。
y

　　

ρ
9
コ
”
》
■
O
冨
ロ
器
に
よ
る
男
8
Φ
坤
O
ヨ
b
p
旨
ざ
巳
帥
擁
卑
〈
Φ
同
卑
閃
Φ
ア
メ
リ
カ
の
跨
旨
9
δ
加
昌
H
昌
警
詳
蔭
5
0
即
り
碗
O
O
壁
β
ω
①
ω
（
b
o
〉
O
お
y

　　

ρ
♪
閏
即
｝
Ω
帥
仁
o
。
o
及
ぴ
2
9
q
一
く
跨
Φ
げ
o
仁
o
o
ぎ
α
R
讐
一
自
司
9
≦
弩
象
一
茜
O
げ
跨
の
o
の
ー
㎏
8
犀
帥
四
＄
ε
け
巴
蔓
一
〇
〇
。
け
凶
一
一
一
〇
の
山
ぎ
ひ
q
”
9
ρ

　　

一
帥
O
器
に
よ
る
喝
お
o
ヰ
o
ヨ
℃
跨
江
o
巳
彗
暫
く
o
声
鮫
o
ド
イ
ツ
の
訪
一
蒔
①
旨
9
一
6
U
①
ロ
＄
o
げ
o
の
8
＜
Φ
議
8
げ
①
吋
偉
β
α
q
o
詳
ゆ
旨
斜
に
よ
る
司
咳
Φ
一

　　

　　

　　

ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
三
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二
二
四

　
＜
O
昌
国
霧
O
げ
似
α
蒔
μ
一
茜
騨
置
㊧
角
ご
β
ω
q
即
昌
α
ロ
ロ
α
q
の
頃
P
匡
イ
タ
リ
ア
の
蜀
〇
一
一
N
器
犀
巴
一
聖
影
象
》
諺
δ
β
『
ゆ
臥
9
さ
竃
国
ユ
詳
一
ヨ
卑
8
弓
励
跨
目
R
9

　
（
G
呂
y
匪
井
鴇
に
よ
る
男
旨
p
8
p
〈
跨
す
b
鴛
菖
8
ポ
お
に
相
当
す
る
。
但
し
フ
ラ
ン
ス
で
は
液
体
貨
物
を
除
き
免
責
歩
合
の
適
用
が
な
い
の

　
に
反
し
て
、
イ
タ
リ
ア
で
一
部
の
貨
物
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
で
は
す
べ
て
に
免
貴
歩
合
の
適
用
が
あ
る
。
他
方
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
液
体
貨
物

　
に
も
免
責
歩
合
の
適
用
は
な
い
。

（
5
）
　
船
舶
と
船
舶
と
の
衝
突
を
呂
o
a
お
①
と
い
い
、
船
舶
と
船
舶
以
外
の
他
物
た
と
え
ば
漂
流
物
、
氷
、
岸
壁
と
の
衝
突
を
げ
窪
旨
と
呼
ん
で

　
い
る
。

（
6
）
　
フ
ラ
ン
ス
の
「
全
て
の
危
険
」
（
目
o
霧
ユ
呂
β
霧
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
冒
ω
怠
ε
9
0
帥
茜
o
O
鼠
霧
Φ
の
（
ミ
ぐ
総
y
乞
ρ
9
》
〈
雪
夷
o
（
≦
，

　
》
）
Ω
帥
塁
O
に
よ
る
「
単
独
海
損
担
保
」
（
≦
一
浮
麗
腎
ざ
巨
畦
勢
く
霞
お
①
）
、
ア
メ
リ
カ
の
「
単
独
海
損
担
保
」
（
誰
三
①
9
ε
℃
跨
寓
o
巳
弩
卑
弔

　
9
霞
①
）
特
約
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
又
は
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
切
o
ξ
器
O
o
一
己
三
9
あ
に
よ
る
「
海
損
担
保
」
（
目
9
国
9
9
＆
一
讐
一
茜
）

　
特
約
、
イ
タ
リ
ア
の
b
o
一
一
N
鋸
犀
巴
置
蕃
象
湊
器
一
窪
毒
注
o
器
家
碧
葺
一
ヨ
”
ω
8
峯
冒
震
含
（
一
〇
8
y
》
罫
8
に
よ
る
「
単
独
海
損
担
保
」

　
（
O
o
日
冥
窃
〇
四
話
ユ
四
饗
濤
8
0
『
冨
）
条
件
に
、
淡
水
濡
、
船
胎
の
汗
濡
、
錆
及
ぴ
酸
化
、
破
損
、
漏
損
、
鈎
損
、
油
、
他
物
（
泥
・
グ
リ
ー
ス

　
等
）
、
他
の
貨
物
と
の
接
触
の
危
険
を
附
加
し
て
担
保
す
る
も
の
、
及
ぴ
ド
イ
ツ
の
》
一
蒔
o
旨
①
ぼ
①
U
①
暮
8
常
ω
8
＜
雪
巴
号
①
旨
昌
鵯
冨
巳
一
嶺
∈
一
－

　
頒
臼
（
》
U
の
）
⑰
卜
。
○
。
に
ょ
る
「
海
損
担
保
」
（
国
言
8
巳
8
聾
8
げ
ゆ
9
9
似
創
蒔
貫
茜
）
に
船
臆
の
汗
濡
、
錆
及
ぴ
酸
化
、
破
損
、
漏
損
の
危
険
を
附

　
加
し
て
担
保
す
る
も
の
に
相
当
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
H
ま
江
ε
＄
0
9
α
q
O
Ω
雲
の
霧
（
ぐ
一
達
o
o
）
（
一
畦
霧
需
9
貯
①
9
唱
曾
8
昌
け
お
①
）
乞
ρ
伊
｝
＝

　
ユ
ω
5
Ω
程
ω
①
に
よ
る
「
全
て
の
危
険
」
（
鯵
一
一
ユ
。
。
厨
）
、
ア
メ
リ
カ
の
｝
一
一
因
駐
冨
9
噴
げ
誘
一
8
一
一
〇
器
曾
q
夢
邑
轟
①
ぼ
O
ヨ
き
鴫
賃
8
善
包

　
畠
岳
P
詫
冨
啓
①
9
貯
Φ
o
h
℃
霞
8
ロ
鼠
ひ
Q
Φ
特
約
、
オ
ラ
ン
ダ
の
く
震
8
三
讐
昌
の
奉
⇒
↓
醤
ロ
捲
o
詳
霧
o
。
一
鴬
＆
窪
お
昌
ぎ
Z
a
段
鼠
β
負
の
Z
Φ
騨

　
①
す
昌
募
①
》
＝
開
厨
冨
9
窪
誓
一
一
ρ
O
』
（
認
≧
＼
鴇
）
に
よ
る
「
全
て
の
危
険
」
（
》
一
一
閑
一
。
。
ぎ
）
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
全
て
の
危
険
」
（
↓
o
霧
ユ
ω
2
霧
）

　
に
盗
雑
不
着
危
険
を
附
加
し
て
担
保
す
る
も
の
に
相
当
す
る
。



（
7
）
　
保
険
証
券
で
は
、
た
と
え
ぱ
保
険
者
は
一
定
の
裏
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
及
ぴ
滅
失
（
3
目
目
茜
霧
9
需
旨
窃
）
を
填
補
す
る
と
い
う
具

　
合
に
、
山
o
目
目
轟
①
ω
卑
需
博
霧
と
い
う
全
損
・
分
損
を
包
含
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
附
録
訳
文
参
照
）
。
し
か
し
本
文
で
は
わ
が
国
の

　
慣
例
に
従
っ
て
単
に
損
害
と
い
う
表
現
に
よ
っ
た
。

（
8
）
　
新
海
上
保
険
法
案
も
こ
の
こ
と
を
そ
の
第
九
条
に
明
記
し
て
い
る
。

四
　
甲
板
又
は
上
部
構
造
部
に
積
載
さ
れ
た
貨
物
は
船
胎
に
入
れ
ら
れ
た
貨
物
に
比
較
す
れ
ば
危
険
が
大
き
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
た
が
っ
て
甲
板
積
の
貨
物
は
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
に
ょ
っ
て
の
み
担
保
さ
れ
る
。
し
か
し
甲
板
積
貨
物
に
は
投
荷
及
び
浪
竣

（
Φ
巳
卑
Φ
ヨ
o
旨
b
鴛
ポ
日
Φ
H
）
と
い
う
特
別
の
危
険
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
に
対
し
て
は
割
増
保
険
料
を
も
っ
て
引
受
け
ら
れ
る
。
但

し
被
保
険
者
は
甲
板
積
の
事
実
を
知
っ
た
ら
遅
滞
な
く
保
険
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
矩
）
。

　
（
1
）
　
本
章
三
注
（
1
）
参
照
。

五
　
貨
物
保
険
証
券
で
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
貨
物
が
担
保
さ
れ
る
。
し
か
し
、
例
外
と
し
て
有
価
証
券
、
貨
幣
、
貴
金
属
、
宝
石
、

美
術
品
な
ど
の
所
謂
高
価
品
は
特
約
な
け
れ
ば
、
ま
た
盗
難
危
険
の
大
き
い
郵
便
小
包
は
特
約
及
ぴ
割
増
保
険
料
が
な
け
れ
ば
、
担
保
さ

（
1
）
（
2
）

れ
な
い
（
細
）
。

　
（
1
）
　
郵
便
物
に
つ
い
て
は
次
の
追
加
約
款
が
あ
る
。
そ
の
保
険
期
間
が
普
通
約
款
と
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
。

　
　
　
9
き
雷
N
一
■
ー
9
§
隠
象
§
融
g
醤
崎
§
妹
恥
遠
器
、
田
8
℃
一
一
8
け
一
8
α
①
一
即
§
巳
菰
巨
豫
Φ
”
奏
冨
益
①
切
冨
二
、
貰
け
一
。
一
。
♪
一
。
ω

　
　
8
冨
℃
。
誇
舞
Φ
二
8
饗
ρ
更
ω
－
b
。
の
3
。
一
。
の
Φ
π
①
。
§
暴
巳
ひ
ω
ω
。
三
8
薯
舞
。
な
』
。
5
。
h
。
黄
①
け
℃
跨
＆
8
鳴
け
一
。
ロ
即
寅
伍
善
。
の
劉

　
　
ぎ
霧
8
暮
目
巴
弱
自
Φ
一
．
畳
一
。
一
。
。
」
①
。
。
り
一
。
っ
2
①
。
。
8
ヨ
馨
8
窪
二
。
諺
α
①
一
帥
豆
器
。
g
富
茜
。
幕
ω
日
”
8
募
＆
幕
の
麗
二
、
ヒ
巨
巳
－

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
五
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二
二
六

鋒
豊
g
q
。
θ
§
窃
b
。
誹
。
一
8
馨
暮
き
彗
○
ヨ
①
幕
呂
山
ひ
。
富
茜
。
三
①
答
α
o
暮
ひ
①
冨
二
Φ
自
婁
ぎ
暮
a
お
o
・
・
ω
g
塁
磐
け
昏
。
陣
け
・

（
2
）
．
一
九
二
八
年
証
券
で
は
こ
の
他
に
、
生
動
物
、
煉
瓦
、
煉
炭
、
石
炭
、
石
灰
、
セ
メ
ン
ト
、
天
然
及
ぴ
人
工
肥
料
、
爆
発
物
、
殼
物
、
鉱
石
、

　
石
膏
、
塩
、
瓦
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
特
約
の
必
要
が
薄
ら
い
だ
の
で
一
九
四
四
年
証
券
で
は
削
除
さ
れ
た
。
一
九
二
八
年
証
券
第
二
六
条
、

　
第
三
〇
条
参
照
。

六
　
被
保
険
者
が
保
険
金
を
請
求
す
る
に
は
、
貨
物
が
被
保
険
航
海
又
は
そ
れ
に
附
随
し
た
陸
上
運
送
に
お
い
て
、
損
害
を
蒙
っ
た
こ
と

を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
の
揚
合
、
貨
物
を
受
取
っ
た
海
上
運
送
人
は
船
荷
証
券
を
発
行
す
る
と
共
に
、
出
港
前
に
積
荷
目

録
に
記
載
し
、
陸
上
運
送
人
も
貨
物
引
換
証
を
発
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
保
険
に
附
せ
ら
れ
た
貨
物
に
つ
い
て
の
船
荷
証
券
又
は
貨
物
引

換
証
が
な
く
、
あ
る
い
は
そ
の
貨
物
が
積
荷
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
そ
の
貨
物
が
損
害
を
蒙
っ
た
こ
と
の
証
明
が
な
い
も
の

と
し
て
保
険
者
は
保
険
金
の
支
払
を
一
応
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
何
ら
か
の
都
合
で
船
荷
証
券
又
は
貨
物
引
換
証
な

し
で
積
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
積
荷
目
録
か
ら
洩
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
一
九
四
四
年
証
券
は
保
険
者

は
船
荷
証
券
が
な
く
、
又
は
積
荷
目
録
か
ら
洩
れ
て
い
た
か
ら
と
て
そ
の
責
を
免
か
れ
な
い
が
、
被
保
険
者
は
運
送
人
と
被
保
険
者
の
帳

簿
及
ぴ
通
信
文
を
提
示
し
、
あ
る
い
は
運
送
人
に
証
言
を
求
め
る
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
運
送
の
事
実
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）

ら
な
い
と
定
め
て
い
る
（
紀
）
。

　
（
1
）
　
一
九
二
八
年
証
券
で
は
予
定
保
険
に
関
し
て
本
条
と
同
一
の
規
定
が
第
二
九
条
に
お
か
れ
て
い
た
。

　
（
2
）
　
本
条
は
荷
主
側
の
要
求
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
荷
主
の
利
益
が
擁
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

　
　
実
際
上
船
荷
証
券
又
は
貨
物
引
換
証
な
し
で
貨
物
が
運
送
さ
れ
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
る
か
ら
実
益
は
少
な
い
。
O
n
O
o
〈
畦
や
o
や
9
f
一
一
・
旨
命



七
　
被
保
険
者
と
運
送
人
と
の
間
の
運
送
契
約
の
内
容
如
何
は
保
険
者
の
責
任
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
者
た
る
保
険

者
は
運
送
契
約
の
内
容
に
介
入
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
運
送
人
が
船
荷
証
券
又
は
貨
物
引
換
証
に
免
責
約
款
を
挿
入
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
責
任
を
免
か
れ
て
も
こ
れ
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
立
揚
に
あ
る
。
そ
こ
で
新
証
券
は
こ
れ
ら
免
責
約
款
が
法
律
で
認
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
限
り
ア
｝
れ
を
承
認
す
る
ア
）
と
を
明
ら
か
に
し
、
た
だ
例
外
と
し
て
そ
の
責
を
免
か
れ
る
揚
合
を
二
つ
定
め
て
い
る
（
鮎
）
。
　
一
つ
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
運
送
人
が
免
責
約
款
に
よ
っ
て
責
を
免
か
れ
た
危
険
が
保
険
者
も
担
保
し
な
か
っ
た
危
険
で
あ
っ
た
揚
合
で
あ
り
、

他
の
一
つ
は
、
被
保
険
者
、
荷
送
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
貨
物
の
性
質
又
は
価
額
に
つ
い
て
故
意
に
不
正
確
な
告
知
を
し
た
場
合
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ブ
ラ
ッ
セ
ル
の
船
荷
証
券
統
一
条
約
を
国
内
法
に
採
入
れ
た
一
九
三
六
年
四
月
二
日
の
海
上
物
品
運
送
に
関
す
る
法
律
■
9
お
蜀
鉱
く
①
碧
貰

　
　
け
壁
口
ε
8
＄
α
霧
巨
霞
9
き
山
δ
霧
b
彗
日
曾
に
つ
い
て
は
山
戸
嘉
一
・
仏
蘭
西
商
法
（
現
代
外
国
法
典
叢
書
）
H
海
商
補
遺
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
（
2
）
　
こ
れ
は
一
九
三
六
年
四
月
二
日
の
海
上
物
品
運
送
に
関
す
る
法
律
第
木
条
「
荷
送
人
が
物
品
の
性
質
又
は
価
額
に
つ
き
故
意
に
不
正
確
な
告
知

　
　
（
象
o
ポ
審
江
o
β
8
す
ヨ
ヨ
o
耳
ぎ
霞
器
5
）
を
な
し
た
と
き
は
、
運
送
人
は
こ
の
物
品
に
生
じ
た
滅
失
又
は
損
害
に
対
し
て
は
い
か
な
る
責
任
も
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
わ
な
い
」
と
い
う
規
定
に
対
応
す
る
も
の
で
、
一
九
一
九
年
及
ぴ
一
九
二
八
年
証
券
で
は
単
に
貨
物
の
性
質
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
が
偽
っ
た
告
知

　
　
（
3
偉
器
Φ
象
9
彗
暮
δ
ロ
）
を
し
た
た
め
に
運
送
人
が
貴
任
を
免
か
れ
る
場
合
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
貨
物
の
性
質
（
轟
ざ
8
）
又
は
価
額
に
つ
き

　
　
故
意
に
不
正
確
な
告
知
を
し
た
揚
合
の
外
、
貨
物
の
記
号
・
箇
数
・
数
量
・
種
類
（
2
毘
一
泳
）
又
は
重
量
な
ど
に
関
し
て
不
正
確
な
告
知
を
し
た
揚

　
　
合
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
て
こ
の
揚
合
に
関
し
て
前
述
海
上
物
品
運
送
法
は
そ
の
第
三
条
で
「
荷
送
人
が
な
し
た
る
物
品
の
記
号
・
箇
数
・
数
量
・

　
　
種
類
又
は
重
量
に
関
す
る
告
知
に
お
け
る
不
正
確
は
こ
れ
よ
り
生
ず
る
す
ぺ
て
の
損
害
・
滅
失
及
ぴ
費
用
に
つ
い
て
運
送
人
に
対
す
る
荷
送
人
の
責

　
　
任
を
生
ぜ
し
め
る
」
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
保
険
証
券
で
は
本
文
の
通
り
、
保
険
者
が
免
責
さ
れ
る
の
は
、
貨
物
の
性
質
又
は
価
額
に
つ
き
故
意

　
　
に
不
正
確
な
告
知
を
し
た
揚
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七



一
橋
大
学
研
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商
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ニ
ニ
八

　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
免
責
危
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

一
　
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
第
三
五
〇
条
に
よ
れ
ば
、
保
険
者
は
す
べ
て
の
海
上
危
険
（
8
暮
Φ
の
一
㊦
ω
8
詳
巷
窃
留
ヨ
R
）
に
よ
っ
て
生
じ

た
す
べ
て
の
損
害
を
填
補
す
る
責
に
任
ず
る
。
し
か
し
保
険
者
は
保
険
証
券
で
、
一
定
の
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
そ
の

責
を
免
か
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
一
九
四
四
年
保
険
証
券
に
お
い
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
保
険
契
約
の
主
要
形
態
で
あ
る
「
単
独
海
損
不

担
保
」
条
件
で
は
、
保
険
者
は
は
じ
め
か
ら
一
定
の
危
険
に
ょ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
み
を
担
保
し
て
い
る
。
「
全
て
の
危
険
」
条
件
で
は
こ

れ
に
限
ら
ず
、
「
海
の
危
険
」
又
は
「
不
可
抗
力
的
事
故
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
す
べ
て
こ
れ
を
担
保
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

文
字
通
り
全
て
の
危
険
を
負
担
す
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
述
べ
る
よ
う
に
第
七
条
、
第
八
条
の
定
め
る
所
に
よ
り
保
険
者
は
一
定
の
危

険
に
つ
い
て
は
常
に
そ
の
責
を
免
か
れ
、
あ
る
い
は
特
約
あ
っ
た
と
き
に
限
り
こ
れ
を
負
担
す
る
。

　
（
1
）
　
第
三
五
〇
条
「
暴
風
雨
、
難
破
・
坐
礁
、
偶
然
の
衝
突
、
航
路
・
航
海
若
し
く
は
船
舶
の
や
む
を
え
な
い
変
更
に
よ
り
・
ま
た
投
荷
、
火
災
、

　
　
捕
獲
、
掠
奪
、
国
権
に
よ
る
抑
留
、
開
戦
の
宜
言
、
報
復
及
ぴ
一
般
に
そ
の
他
す
ぺ
て
の
海
上
事
故
に
よ
り
、
被
保
険
物
上
に
生
じ
た
す
ぺ
て
の
滅

　
　
失
及
ぴ
損
害
は
保
険
者
の
危
険
に
あ
る
も
の
と
す
る
」
。
一
九
二
八
年
証
券
第
一
条
（
前
述
）
も
ま
た
包
括
責
任
主
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

二
　
保
険
者
が
常
に
免
責
さ
れ
、
特
約
を
以
て
し
て
も
担
保
さ
れ
な
い
危
険
、
所
謂
絶
対
的
免
責
危
険
（
ユ
呂
昂
ω
貨
9
島
善
8
ξ
ヨ
甲

旨
）
と
し
て
、
第
七
条
は
次
の
危
険
を
挙
げ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
単
に
列
挙
危
険
に
ょ
っ
て
生

じ
た
損
害
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
も
そ
の
責
を
免
か
れ
る
点
で
あ
る
。
肉
　
罰
金
、
没
収
、
押
収
、
徴

（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

発
、
封
鎖
侵
破
、
密
輸
、
禁
止
商
業
又
は
秘
密
商
業
、
損
害
賠
償
、
差
押
、
差
押
を
解
除
す
る
た
め
に
提
供
さ
れ
る
担
保
に
要
す
る
費
用
。



蕊
ら
は
航
奮
関
す
る
鶴
と
茎
く
関
繁
な
く
、
被
保
険
者
と
第
三
喬
の
特
別
の
関
係
に
き
、
あ
る
い
は
違
法
行
為
窟
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

て
生
ず
る
危
険
だ
か
ら
で
あ
る
渦
貨
物
の
固
有
の
羅
、
虫
喰
、
衛
生
消
毒
、
気
温
の
影
響
、
籍
液
体
の
酸
化
（
担
保
危
険
に
よ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

て
生
じ
た
揚
合
は
程
裏
る
）
・
こ
逡
は
貨
物
自
体
の
性
篁
ぞ
生
ず
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
．
⑥
被
保
険
者
．
荷
送
人
．
荷
受
人

又
砦
の
使
用
人
■
代
理
人
の
故
意
・
過
蓑
ぴ
荷
造
の
不
完
全
・
簾
．
⑥
発
送
又
は
到
達
の
遅
延
、
相
揚
の
下
落
、
検
疫
．
寵
港

奮
の
蓉
用
・
義
鼠
貨
物
に
物
的
塑
・
星
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
海
の
危
険
と
は
関
係
の
な
い
所
蕩
業
危
険
だ
か
ら
で

あ
る
』
の
他
・
保
馨
は
料
率
蓄
会
制
定
の
特
別
約
款
に
よ
り
、
所
謂
學
危
険
（
域
一
．
ρ
β
①
、
山
ゆ
け
．
、
、
》
曙
一
ρ
信
．
．
．
、
）
、
す
な
わ
ち

原
子
讐
の
変
隻
は
贅
態
き
墓
又
は
間
接
に
生
じ
た
婆
又
繕
害
に
つ
い
て
も
免
喜
れ
て
い
る
．

（
、
）
こ
の
中
薇
発
（
尋
豊
・
昌
）
と
い
う
危
険
が
あ
る
が
、
徴
発
が
行
わ
れ
る
の
は
戦
時
又
は
．
一
れ
に
準
ず
る
時
に
限
ら
窄
い
る
た
め
に
、

　　

来
は
戦
争
危
険
で
あ
る
と
蟹
れ
て
い
た
し
・
判
響
そ
の
毒
笠
・
て
い
た
が
、
・
、
れ
を
特
約
あ
れ
ば
担
保
さ
れ
る
戦
争
危
険
（
第
八
条
）

　
　
の
一
つ
と
み
る
こ
と
は
困
る
と
し
て
絶
対
的
免
責
危
険
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
え
は
旧
霧
た
と
え
些
九
二
八
年
証
券
第
素
の
「
抑
止
、
捕
獲
、
差
押
、
没
収
、
密
輸
又
は
禁
止
商
業
若
し
く
は
秘
密
商
業
の
何
ら

　　

の
結
果
」
と
い
う
短
い
規
定
髭
撃
る
と
・
薯
叢
が
多
く
、
被
保
険
者
に
酷
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、

　
　
新
証
券
は
ヨ
リ
精
警
裂
し
を
喜
ず
、
徴
発
を
除
け
ぱ
内
容
は
全
く
同
ぞ
あ
る
と
蟹
れ
て
い
る
．

　
　
（
3
）
た
と
え
ば
冬
塑
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ァ
向
け
の
ブ
ド
ウ
酒
業
破
裂
し
、
夏
期
ア
フ
ー
カ
向
け
の
牡
蠣
が
腐
敗
す
る
如
き
揚
合
で
あ
る
．

　
　
（
4
）
旧
証
券
で
笹
の
僅
塁
甕
・
船
醤
饗
（
審
α
き
一
Φ
）
が
除
外
え
て
い
た
が
、
新
証
券
で
は
削
除
さ
れ
、
担
保
さ
れ
る

　
　
　
こ
と
に
な
っ
た
・
イ
ギ
リ
ス
で
は
特
約
な
き
限
り
ω
≦
①
暮
危
険
は
担
保
さ
れ
な
い
点
に
注
意
。

　
　
（
5
）
建
の
不
完
全
。
盃
箇
の
「
被
倭
者
…
の
行
為
」
に
為
の
「
被
保
険
物
の
固
有
の
罷
」
に
も
該
当
す
る
．
し
た
が
っ
て
明
文
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
九

　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券



　
　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
〇

　
　
　
く
と
も
除
外
さ
れ
る
危
険
で
あ
る
が
、
今
ま
で
の
証
券
に
明
記
し
て
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
削
除
丁
れ
ば
担
保
危
険
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
惧
れ
が

　
　
　
あ
っ
て
、
⑥
の
後
段
に
列
挙
さ
れ
た
。

　
　
（
6
）
學
危
険
免
責
条
項
は
、
死
四
九
年
四
星
吾
奮
第
七
条
の
竃
に
挿
入
え
て
い
た
が
、
死
五
三
年
か
ら
は
料
肇
員
会
禦
追

　
　
加
約
款
の
中
、
保
険
証
券
修
正
約
款
の
最
後
の
項
に
同
文
の
条
項
が
お
か
れ
て
い
る
。
附
録
訳
文
参
照
。

三
　
原
則
と
し
て
保
険
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
が
、
特
約
が
あ
れ
ぱ
割
増
保
険
料
を
以
て
引
受
け
る
危
険
は
保
険
証
券
の
第
八
条
に
列
挙

し
て
あ
る
。
ω
所
謂
戦
争
危
険
（
二
呂
富
ω
号
讐
雪
お
）
ー
内
戦
又
は
外
戦
、
敵
対
行
為
、
報
復
、
捕
獲
、
掌
捕
・
抑
留
・
抑
止
、

魚
雷
．
水
雷
．
爆
弾
そ
の
他
の
戦
争
用
具
の
爆
発
な
ど
す
べ
て
の
戦
争
危
険
及
び
海
賊
、
並
ぴ
に
政
治
的
性
格
を
有
す
る
、
又
は
戦
争
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ
　
　
　
レ

関
連
し
た
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
又
は
テ
ロ
行
為
。
＠
　
所
謂
ス
ト
ラ
イ
キ
危
険
（
鼠
超
審
ω
号
讐
警
霧
）
ー
一
揆
・
人
民
運
動
・
ス
ト
ラ

イ
キ
、
・
ッ
ク
ア
ウ
ー
及
ぴ
こ
れ
に
額
し
た
轟
．
の
所
謂
盗
難
農
（
誉
§
婁
。
一
）
蓋
難
・
（
鳶
・
周
の
戦
争
ス

ト
ラ
イ
キ
危
険
は
常
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
且
つ
そ
れ
が
存
在
す
る
揚
合
の
危
険
は
著
し
く
大
き
い
た
め
に
、
ま
た
の
の
盗
難
・

不
着
危
険
は
発
航
港
又
は
到
達
港
の
如
何
に
ょ
り
、
あ
る
い
は
貨
物
の
種
類
如
何
に
ょ
っ
て
危
険
の
大
き
さ
を
異
に
す
る
た
め
に
こ
れ
を

特
約
に
よ
ら
し
め
て
い
る
。

　
（
1
）
　
一
九
四
四
年
の
証
券
で
は
㈲
に
「
テ
・
又
は
サ
ポ
タ
ー
ジ
ュ
行
為
」
が
掲
げ
ら
れ
、
全
体
で
四
号
よ
り
成
っ
て
い
た
が
、
｝
九
四
七
年
一
月
一

　
　
日
の
改
正
で
「
政
治
的
性
格
を
有
す
る
、
又
は
戦
争
に
関
連
し
た
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
又
は
テ
・
行
為
」
と
し
て
㈲
の
戦
争
危
険
に
包
含
せ
し
め
ら
れ
た
。

　
　
一
九
四
四
年
証
券
制
定
当
時
は
、
連
合
軍
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
上
陸
を
控
え
て
交
通
機
関
を
破
壊
す
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た

　
　
た
め
に
、
特
別
に
こ
の
危
険
が
掲
げ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
は
最
初
は
戦
争
に
直
結
し
て
い
た
が
、
後
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

　
　
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
内
乱
の
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
戦
争
行
為
に
準
ず
る
も
の
と
し
、
㈲
に
包
含
せ
ら
れ
た
。
但
し
、
所
謂
テ
・
又



　　

は
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
が
全
て
戦
争
危
険
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
「
政
治
的
性
格
を
有
す
る
、
又
は
戦
争
に
関
連
し
た
」
も
の
の
み
が
戦

　　

争
危
険
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
ぺ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　　

　　

お
新
海
上
保
険
法
案
は
第
一
三
条
に
、
特
約
な
き
限
り
免
責
さ
れ
る
危
険
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
の
㈲
は
戦
争
、
㈲
は
一
搬
、
人
民
運
動
、
ス

　
　
　
ト
ラ
イ
キ
、
・
ッ
ク
ア
ウ
ト
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
又
は
テ
・
行
為
と
な
っ
て
お
り
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
及
ぴ
テ
ロ
は
戦
争
危
険
か
ら
除
外
さ
れ
、
㈲
の
み

　
　
　
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
戦
争
危
険
担
保
特
別
約
款
と
し
て
は
一
九
四
七
年
一
月
一
日
制
定
、
戦
争
保
険
局
（
O
っ
o
一
≦
8
山
霧
霧
誰
冨
9
窃
号
の
ま
畦
o
）
承
認
の
左

　
　
　
の
約
款
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
困
ω
聲
①
の
q
Φ
α
蔓
琴
畦
o

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

O
o
且
三
〇
塁
冨
註
。
呂
0
諺

　　

　
雰
舅
匿
雰
国
巳
男
，
1
園
胃
ひ
。
・
①
暮
①
婁
二
β
g
①
帥
b
。
・
3
び
一
g
。
琶
琶
h
α
①
鳴
声
注
二
霧
塁
械
g
讐
・
爵
霧
2
§
巳
憂
霧
－

　　

旨
ひ
。
の
』
o
塁
詠
器
署
①
自
g
①
図
。
①
暮
・
冨
g
質
ひ
。
邑
o
塁
。
一
－
帥
鷺
貫
8
算
お
一
①
ω
山
○
ヨ
目
夷
。
ω
①
け
℃
貫
。
の
鷲
。
く
①
壁
暮
”

　　

　
麟
）
一
）
Φ
撃
窪
。
身
二
。
。
β
ひ
け
3
茜
働
ρ
α
、
げ
・
。
・
豊
酵
㍉
g
善
巴
一
一
＄
8
℃
g
弱
も
巴
器
ω
｝
跨
聾
ω
｝
8
葺
巴
霧
の
”
暮
一
。
の
翼
す
・
。
。

　
　
　
。
ロ
ま
蚕
丘
8
ω
b
畦
8
霧
ひ
q
・
薯
。
旨
。
日
窪
宏
Φ
貫
暮
・
暮
傍
2
①
一
8
岩
審
ω
ム
、
。
昌
一
。
の
一
8
q
Φ
§
ロ
一
一
①
の
五
①
巨
ロ
。
。
。
の
。
β
ω
白
帥
↓
一
昌
8

　　

ロ
自
、
卑
暮
委
①
夷
幕
伍
Φ
讐
忠
↓
ρ
g
隠
菰
吋
の
一
弩
窪
呂
。
ε
臣
帥
。
＆
Φ
霧
①
窪
。
門
g
器
。
。
号
讐
。
馨
｝
践
邑
ρ
ロ
。
山
①
駄
β
§
一
。
g

　　

、
麩
誘
留
の
＆
。
獲
鳴
。
ロ
q
①
け
。
畦
o
蕊
目
Φ
帥
旨
暮
琶
臼
声
g
曾
①
℃
。
一
旨
程
①
o
μ
ω
Φ
旨
g
8
富
旨
似
寅
讐
。
旨
9

　　

　
ぴ
）
u
、
雪
窪
曇
h
①
ヨ
・
薯
Φ
馨
暮
ω
b
8
巳
巴
虜
｝
幽
①
鴨
薯
①
ω
①
け
号
一
。
。
犀
－
。
鼻

　　

　
＞
胃
一
。
島
N
l
u
窪
婁
畦
Φ
薮
。
q
①
馨
珪
Φ
馨
誓
。
ロ
鼠
。
ゆ
ω
』
申
茸
。
匡
。
陰
山
。
8
霧
粋
畦
雰
1
8
馨
邑
暮
①
9
馨
一
⑦
の
藝
一
。
昼
象
§
旨
。
量

0　　

℃
g
誘
も
巴
ω
塁
。
三
①
墓
。
。
幕
2
魯
8
即
。
＆
。
目
診
窟
二
①
。
。
p
§
円
ま
窪
↓
き
琶
器
ω
窪
忠
二
、
巷
留
一
①
馨
釜
一
ま
ω
ふ
琶
σ

　　

　　

　　

ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬
一
二
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　　en・uしrccntenduquelesmarchandises・ufacult6sassur6es・・esontpas，・uneserQntpasaunn・omentquelco－
0

　　11que　du　voyage，1a　propri6t6♂un　gouverllement，d’une　Soci6t60u♂ull　hldividu　emlemis（1e　la　France　ou　de

　　ses　alli6s，alors　m6mc　qlle　cette　Soci6t60u　cet　indivldu　aurait　sa1・6sldence　ou　son　domicile　en　terl・itoire　neutre。

　　Les　assureurs　demeurent，de　plus，affranchis（1e　toutes　r6quisitions，quel　que　sQit　le　gouvemement　ou12autorit6

　　qui　les　ait　ordonn6es．

　　　　ARTlcLE3，一Les　assureurs（1emeurent　a鉦rallchis　de　toutes　cons6quences　quelconques　de　vlolation　dc　blocus

　　d6clar6par　Ies　autorit6s　frallgaises　ou　par（1es　autorit6s　alli6es　a　la　Frallce，ainsi　que　de　coutrcballde　et（ie　co・

　　mmerce　prohib60u　clandestin．

　　　　ARTlcLE4．一Par　d6rogatioll　en　tant　que（ie　besoin　aux　con（1itions　g6n6rales　et　particuli色res　qui　pr6cさdellt，il

　　est　convenu　ce　qui　suit　en　ce　qui　concerlle　la　dur6e　des　risques：

　　　　α）La　garantie（1es　assureurs　ne　cQmmence　qu’apr色s　la　mise　des　marchandises　o“facult6s　assur6esムbord　du

　　navire　de　mer・
　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　ゐ）Elle　cesseム1eur　d6barquement　dll　navire　de　mer．Elle　ne　peut，en　aucun　cas，se　prolonger，m色me　a　bord

　　de　ce　navire，au　dela　d’un　d61＆i　de　quinze　jours　a　compter（1e　minuit　du　jour　o亡1e　navire（1e　mer　aura　mQui－

　　1160u　se　sera　am乱rr6（1ans　le　port　fina1（1e　d6chargement　l

　　　　o）En　cas　de　transbor（1ement　sllr　un　autre　navire　de　mer，1a　garantie　des　assureurs　cessera　a1’expiration（12un

　　d61ai　de　quinze　joursムcompter　de　minuit　du　jour　oa　le　premier　navire6tant　arriv6au　port　de　transl）ordem－

　　ent，y　aura　moui1160u　sンy　ser乱amarr6，1adite　garantie　lle　reprenant　effet　que　lorsque1，int6ret　assur6＆um6t6



mis　a　bQrd　du　navire　de　mcr　sur　lequel　s2e任ectue　lc　transbordemellt，Pendallt　le　d61ai　pr6cit6de　quinze30urs，

rhlt6r6t　assur6demeure　couvert，tantム　bord　du　premier　navire　que　sur乱1王さges，1e　s6jourゑterre　colltinualltゑ

6trじexclu（1ans　tous　les　cas．

4）Dans　le　cas　o血1’armateur　otl　ra鉦r6teur　terminerait　le　voy乱ge　dalls　un　port　ou1至eu　autre　que　celui　pr6vu，

ce　port　ou　lieu　sera　r6ptlt6pQrt　final　de（16chargement　et　les　risques　des　assureurs　prendront　fin　comme　il　est

sp6cifi6ci－dessus；

　　8）Lンexpression《navire（1e　mer》，employ6e〔1ans　les　alin6as　pr6c6dents　du　pr6sent　article，s’entend　du　navire

qui　transporte1’illt6r6t　assur6（12un　port　ou　lieuムun　autre　port　ou　lieu　lorsque　le　voyage　comporte　tm　trajet

maritime　effectu6par　ce　navire，

　　ARTlcRE5．一11est　pr6cis6qu，en　dehors（1e　la　capt廿re　et（1e　la　saisie，1es　assureurs　gar乱ntissent　seulement　les

dommages　et　pertes　mat6riels　et　les　avaries　communes　r6sultant　des6v6nements　couverts．

　　1董s　sont，dans　tous　les　c＆s，a仔ranchis　de　toute　responsabilit6　pour　retards　（1ans　1’exp6ditioll　ou　17arriv6e　des

lnarchandises　ou　facult6s，pour　di脱rences　de　cours，pour　frais　de　magasinage，frais　de　s6jouでou　autres，pour

pr6judices　r6sultallt　de　prohibitions（ユ’export乱tioll　ou　d’importation　ainsl　queアg6n6mlement，de　tQus　obstacles

apPort6s　a1’exploitation　ouム　roP6ratioll　conlnlerciale　des　assur6s　ou　de　leurs　ayallts　droit・

　　ARTlcLE6。一En　cas　de　capture　ou（1e　saisie　dollt　ils　r6pondent，1es　assuretlrs　sont　responsables　du　fait　m6me

de　la　d6possession　r6sult乱nt　de　cette　capture　ou　saisie。Le　d61aissemellt　pgut　alors　leur6trc　fait　si　les　marcha』

11dises　ou　facult6s　nアo－1t　pas6t6misesムla（1ispositioll（1es　assur6s　ou　de　leurs　repr6selltallts　ou　ayants　drolt（Lし11s
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1es　trois　mois　qui　suivent　le　jour　o亡1a　nouvelle　de　la　capture　Qu　de　la　saisie　a6t6110ti行6e　par　eux　aux　assu－

reurs，a　la　con（1itiQn　que　cette　notification　ait6t6accompagn6e　de　toutes　les　p1邑ces　justificatives　de　la　r6clama－

tion．

　　Ap＆rtirdujQuro亡1afacult6de（161aissemelltseraainsiouverteauxassur6senvertudupr6sentarticle，

ceux－ci　aurollt　un　d61ai（1e　six　mois　pour　signifier　aux　assureurs　le　d61aissament，1equel　ne　sera　cepen（iant　plus

recevable　si，au　moment　de　cette　signi盒catio11，1es　marchandises　ou　facult6s　ont　d6jム6t6rcmises　a　leur　dispositIQn

ouゑcelle　de　leurs　repr6selltants　ou　ayants（1roit．Ce　d61ai　pass6，toute　r6clamatioll　pour　d6possession　sera　prc

scrite．

　　ARTIcLE7．一Dalls　tous　les　cas　garantis　par　la　pr6sellte　police，1e　remboursement　aura　licu　salls　franchise．

　　ARTlcLE8．一Sous　les　r6serves　ci．dessus　sp6cin6es，toutes　escales　sur　route　sont　cQuvertes　sans　surprime，et

tous　tτansboτ（1ements　et　d6viations　moyemant　surprimes　a血xer．

　　ARTIcLE9、一La　prime　ressortle　pour1，assurallce　des　risques　couverts　par　la　pr6sellte　police，ainsi　que　tous

droits，imp6ts　et　taxes，sont　payab！es　comptant　lors　de　la　souscription　de　ces　risquesンet　le　contrat　ne　pourra，

ell　aucull　cas量pro（1uire　ses　e∬ets　avant　ce　paiemellt，sauf　en　ce　qui　concerne　les　risqucs　cQuverts　par　une　pQlice

（17abonnement．

　　La　prime　sera，dans　tous　les　cas，acqu五se　aux＆ssureurs　et　aucunc　ristourne　ne　pQurra　6tre　faite　sur　cette

prlmepourquelquecausequecesoit．
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ア
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さ
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あ
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さ
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述
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れ
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一
も
口
一
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鴨
も
盗
難
で
あ
る
が
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前
者
が
普
通
は
荷
造
の
破
壊
に
よ
る
内
容
の
一
部
の
盗
難
を
指
す
の
に
反
し
て
、
後
者
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多
く
の
揚
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る
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物
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強
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使
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れ
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同
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に
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変
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な
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の
理
由
で
到
達
地
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る
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す

　
る
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よ
る
場
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が
多
か
ろ
う
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し
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本
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を
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す
れ
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、
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の
あ
り
た
る
こ
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要
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す
る
現
行
追
加
約
款
は
次
の
二
種
で
あ
る
。

　
9
き
旨
一
い
・
I
Q
辱
§
§
爲
題
『
賊
硫
ゆ
器
硫
爵
e
鼻
警
冨
§
饗
象
昏
野
竜
ミ
§
§
、
b
弩
Φ
4
Φ
一
邑
8
国
賃
O
§
α
三
〇
鵠
ひ
q
曾
警
巴
Φ
の
」
。

＜
。
＝
。
巨
窪
℃
陣
目
江
。
江
。
旨
凝
自
二
包
菖
畳
ぎ
β
8
琶
。
自
・
昌
8
冴
1
8
幕
壁
巨
9
。
。
幕
9
1
彗
欝
夷
霧
馨
昌
霧

婁
貰
①
塞
レ
馨
酵
β
、
一
一
竃
。
鷲
。
岳
一
・
器
巨
q
、
菖
α
Φ
ω
冴
ρ
塞
Φ
因
。
一
霧
℃
帥
二
霧
巴
募
霧
9
）
。
乙
）
山
。
一
、
葺
一
。
一
。
。
。
，

↓
。
暮
①
h
塁
一
・
暴
呂
轟
暮
α
Φ
ε
g
。
・
穫
叶
一
。
自
、
∈
・
8
一
一
雪
、
①
ω
轟
討
。
蜀
吸
＆
。
鴛
馨
↓
。
麩
の
2
霧
、
一
一
。
。
－
；
菖
ま
∈
Φ
8

8
一
凶
の
唱
o
旨
o
山
①
ω
一
冨
8
の
一
一
〇
コ
8
巳
＜
8
諾
の
山
、
o
議
冨
o
匡
o
昌
0
8
ω
鼠
叡
①
の
鼠
霧
一
窃
8
＆
三
〇
一
一
ω
鷺
ひ
≦
お
の
帥
q
9
⇔
屈
貸
o
＜
h

　
評
『
象
8
凶
暮
一
g
と
．
跨
ぎ
一
。
N
N
し
霧
℃
Φ
幕
巷
鴛
δ
一
①
一
一
。
の
8
薯
①
箒
ω
程
図
8
㎏
籍
区
。
一
鱒
℃
勢
Φ
馨
①
。
ぎ
の
霧
Φ
§
】
π
。
喜
。
壽
閣

ひ
Φ
ω
魯
霧
ぼ
き
＆
の
ρ
。
。
雲
剛
ω
・
二
①
の
協
8
離
ま
霧
ε
葺
①
ω
程
8
巳
お
ρ
と
陣
。
霧
Φ
①
～
一
帥
団
。
旨
。
9
ω
偉
二
8
塗
。
巳
憂
①
昌
弩
陀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

ω
ξ
8
葺
Φ
ω
8
。
。
一
8
巳
a
の
”
一
餌
ぼ
讐
o
巨
器
器
欝
8
一
一
〇
ρ
三
〇
ω
け
賞
警
琴
℃
o
弩
一
。
。
。
四
奉
ユ
①
ω
腿
旨
一
〇
巳
一
魯
①
。
。
包
暮
酔
一
①
一
一
〇
幹

　
冒
自
善
畳
一
一
。
一
二
。
芭
Φ
α
、
盲
8
房
よ
。
旨
Φ
壁
耳
g
。
g
け
。
毒
ー
ω
R
2
。
ε
。
塞
菰
慧
。
の
彗
ω
鼠
8
げ
一
ω
ρ

　
O
冨
q
の
国
軍
－
q
ミ
9
§
紺
魯
恥
蕊
8
器
賄
謄
§
竜
麟
醤
識
§
・
勺
胃
o
幹
臼
巴
o
ロ
憩
因
O
o
呂
三
〇
嵩
吸
曾
曾
巴
Φ
ω
”
一
帥
良
ω
冒
ユ
鉱
9
ε
⇔
巴
①

α
、
毒
。
。
一
お
1
8
暮
馨
筥
g
。
。
暮
窪
〒
①
曾
8
薯
舞
。
。
け
の
Φ
β
藷
一
ひ
①
弩
笥
§
9
一
の
Φ
レ
馨
ぎ
の
ρ
・
、
①
一
一
睾
①
℃
§
一
。
§
a
、
琶



α
①
の
旨
2
g
o
蓉
一
塞
b
弩
一
①
の
良
泳
霧
9
）
g
轡
）
α
〇
一
、
即
註
。
一
〇
Q
。
’

　
　
右
の
中
盗
難
不
着
両
危
険
を
担
保
す
る
9
雲
器
鴇
は
一
九
四
四
年
証
券
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
追
加
約
款
，
目
－
空
呂
仁
9
3
〈
鼻
号
讐
－

　
一
ず
鴨
魯
留
＆
老
弩
三
8
及
ぴ
料
率
委
員
会
制
定
の
旧
追
加
約
款
　
N
。
）
O
す
臣
窃
3
絃
冒
β
江
9
留
口
竪
寅
旨
冨
α
霧
ユ
の
ρ
琴
の
号

　
く
〇
一
雲
α
q
魯
騨
巴
自
㊦
ω
器
巳
ω
ユ
呂
ρ
8
留
象
ω
廊
腕
三
〇
P
U
窪
図
ゆ
目
①
9
塁
器
を
、
不
着
危
険
の
み
を
担
保
す
る
○
一
陣
ロ
器
累
は
そ
の

　
娼
お
目
ゆ
お
○
す
島
o
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
旧
約
款
に
つ
い
て
は
亀
井
・
海
上
保
険
に
お
け
る
盗
難
不
着
の
危
険
に
つ
い
て
（
保
険
学
雑
誌

　
第
四
〇
三
号
）
参
照
。

（
5
）
　
「
全
て
の
危
険
」
条
件
に
よ
れ
ぱ
、
保
険
者
は
第
七
、
八
条
に
定
め
ら
れ
た
揚
合
を
除
く
一
切
の
危
険
を
担
保
す
る
。
し
た
が
っ
て
貨
物
が
漏

　
洩
し
易
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
溶
解
し
易
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
免
責
危
険
に
よ
ら
な
い
限
り
、
そ
の
重
量
又
は
数
量
の
減
少
は
保
険
者
こ
れ
を
担

　
保
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
貨
物
の
重
量
又
は
数
量
の
減
少
が
担
保
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
、
免
責
危
険
た
る
盗
難
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
、
の
判
定

　
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
料
率
委
員
会
制
定
一
九
五
三
年
追
加
約
款
は
、
保
険
証
券
の
規
定
を
修
正
す
る
条
項
の
第
二
と
し
て
、
男
跨
信
，

　
一
a
の
ω
ε
Φ
9
9
》
8
三
⇔
鵯
猟
9
井
①
弘
8
三
叶
診
霞
舞
8
0
以
賃
℃
＆
蒜
霧
q
騨
霧
α
霧
誌
9
営
①
一
一
岳
。
。
臣
8
営
浮
一
窃
留
器
o
曽
鴇
段
と
題
す

　
る
条
項
を
定
め
、
漏
洩
又
は
溶
解
し
易
い
貨
物
、
袋
入
り
貨
物
又
は
般
損
し
易
い
容
器
で
発
送
さ
れ
る
貨
物
は
、
盗
難
危
険
が
担
保
さ
れ
る
と
き
に

　
限
り
、
「
全
て
の
危
険
」
条
件
で
引
受
け
ら
れ
る
と
し
、
同
じ
く
反
対
に
「
全
て
の
危
険
」
条
件
で
引
受
け
ら
れ
て
い
る
と
き
に
限
り
盗
難
危
険
も

　
担
保
さ
れ
る
と
し
て
、
実
際
上
問
題
が
生
ず
る
こ
と
を
未
然
に
防
い
で
い
る
。

（
6
）
　
保
険
者
は
、
第
二
条
の
定
め
る
通
り
「
全
て
の
危
険
」
又
は
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
に
お
い
て
、
夫
々
一
定
の
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
損

　
害
（
3
ヨ
ヨ
轟
霧
露
需
詳
窃
・
・
β
島
傍
き
図
0
9
0
宏
器
の
霞
ひ
ω
冨
マ
：
・
）
を
填
補
す
る
責
に
任
ず
る
。
一
方
保
険
者
は
第
七
条
第
八
条
の

　
定
め
る
通
り
一
定
の
危
険
を
原
因
と
す
る
請
求
（
菰
o
ポ
ヨ
葺
一
〇
霧
宕
旨
一
霧
β
臣
窃
の
∈
奉
暮
霧
自
B
弩
一
窪
お
0
9
一
除
9
δ
ま
霧
）
に
対
し

　
て
は
そ
の
貴
に
任
じ
な
い
。
し
か
ら
ぱ
一
定
の
危
険
が
損
害
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
と
き
に
保
険
者
は
そ
の
責
に
任
じ
、
あ
る
い
は
そ
の
責
に
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九



　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇

じ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
損
害
が
一
定
の
担
保
危
険
と
免
責
危
険
と
の
競
合
協
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
き
保
険
者
の
責
任
は
ど
う
な
る
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
所
謂
因
果
関
係
の
間
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
で
は
右
の
よ
う
な
形
で
一
般
的
に
因
果
関
係
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
た
こ

と
は
少
な
く
、
免
責
危
険
の
一
つ
で
あ
る
戦
争
危
険
と
普
通
の
海
上
危
険
の
協
力
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
と
き
、
あ
る
い
は
貨
物
の
固
有
の
職
疵

と
海
の
危
険
の
協
力
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
と
き
の
保
険
者
の
貴
任
如
何
と
い
う
形
で
の
み
問
題
に
さ
れ
て
き
た
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
損
害
の
原
因
は
戦
争
危
険
か
普
通
の
海
上
危
険
で
あ
る
か
の
問
題
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
第
一
次
大
戦
前
ま
で
は
所
謂
近
因
説
（
↓
ゴ
ひ
－

R
δ
留
ポ
o
程
器
冥
o
惹
ヨ
粋
）
に
立
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
直
接
原
因
（
o
匿
器
一
目
ヨ
8
置
お
）
換
言
す
れ
ぱ
時
間
的
に
損
害
に
最
も
近
い

事
故
（
一
、
仙
菰
臣
目
①
巨
o
ぼ
8
0
δ
触
ρ
β
o
ヨ
①
再
ざ
豆
霧
缶
℃
冥
8
げ
ぴ
自
ロ
3
目
目
暫
鴨
）
を
も
っ
て
原
因
と
み
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ク
リ
ミ

ア
戦
争
の
当
時
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ク
リ
ミ
ア
ヘ
軍
需
品
を
輸
送
す
ぺ
く
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
っ
て
徴
用
さ
れ
た
商
船
が
、
黒
海
で
嵐
の
た
め
に
海
岸
に

流
さ
れ
た
の
で
、
捕
虜
と
な
る
こ
と
を
惧
れ
て
遺
棄
し
た
と
こ
ろ
、
セ
バ
ス
ト
ポ
ー
ル
の
要
塞
の
前
で
坐
礁
し
、
ロ
シ
ア
軍
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
有

名
な
ぼ
δ
号
事
件
や
、
船
舶
が
港
で
攻
撃
を
受
け
る
の
を
避
く
べ
く
、
修
理
の
た
め
に
荷
卸
し
て
い
た
積
荷
の
一
部
を
放
棄
し
た
ま
ま
早
期
出
港

し
た
事
件
で
は
戦
争
危
険
が
原
因
と
さ
れ
、
ま
た
戦
争
の
た
め
に
航
海
を
継
続
で
き
な
く
な
っ
た
船
舶
が
流
氷
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
っ
た
事
件
や
、

軍
艦
に
遭
遇
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
航
路
を
変
更
し
た
船
舶
が
荒
天
に
よ
り
、
あ
る
い
は
衝
突
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
っ
た
事
件
で
は
、
普
通
の
海

上
危
険
が
原
因
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
た
。

　
し
か
し
第
一
次
大
戦
中
に
起
っ
た
多
く
の
事
件
で
は
、
事
故
発
生
の
時
間
的
系
列
は
全
く
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
従
っ
て
因
果
関

係
を
律
す
る
こ
と
は
問
題
の
正
し
い
解
決
法
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
か
く
て
、
た
と
え
ぱ
H
ヨ
町
警
匿
o
号
と
巡
洋
船
O
器
鋸
乱
∪
甘
ー

ユ
葺
卑
号
と
国
曇
筒
霧
？
9
出
二
5
ぎ
号
、
竃
o
暮
自
号
と
N
一
三
）
鶏
葺
一
号
の
衝
突
事
件
で
は
、
戦
争
危
険
が
原
因
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が

損
害
の
o
き
器
象
8
魯
＆
旨
言
”
一
旨
ρ
自
愛
騨
日
ぎ
帥
暮
ρ
屈
ε
9
る
ゆ
費
皆
P
ゴ
魯
Φ
。
。
の
巴
β
協
暮
巴
ヤ
①
由
巳
Φ
旨
と
い
う
関
係
に
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
こ
と
、
二
爵
で
い
え
ぱ
損
害
の
o
き
器
鷺
9
9
象
醤
暮
①
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
簡
明
で
は
あ
る
が
、



余
り
に
単
純
す
ぎ
る
近
因
説
に
か
わ
っ
て
最
有
力
条
件
（
B
器
①
念
3
ヨ
一
ぎ
践
一
3
）
説
が
現
わ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
ダ
ン
ジ
ョ
ン
は
根
本
原
因
（
8
匡
ω
o

臼
ロ
紹
霧
）
説
を
唱
え
、
リ
ペ
ー
ル
は
戦
争
危
険
原
因
説
を
主
張
し
て
い
る
が
、
一
般
的
な
承
認
を
受
け
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
保
険
者
の
免
責
危
険
の
一
つ
た
る
貨
物
の
固
有
の
暇
疵
に
つ
い
て
は
、
貨
物
の
固
有
の
暇
疵
を
理
由
と
し
て
保
険
者
が
全
く
そ
の

責
を
免
か
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
損
害
又
は
滅
失
の
唯
一
の
原
因
（
8
β
器
μ
巳
ρ
信
①
）
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
Z
即
暮
霧
・
8
ヨ
曾
ω
6
呂
）

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
上
は
、
固
有
の
蝦
疵
と
海
の
危
険
と
が
協
力
し
て
損
害
を
生
じ
、
そ
の
何
れ
か
一
方
だ
け
で
は
そ
の
よ
う
な

損
害
を
生
じ
な
か
っ
た
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
揚
合
に
は
二
つ
の
原
因
が
損
害
発
生
に
寄
与
し
た
割
合
に
よ
っ
て
責
任
が
決
定

さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
度
々
の
寄
港
で
航
海
期
間
が
延
ぴ
た
航
海
で
換
気
が
悪
か
っ
た
の
と
、
天
気
が
悪
か
っ
た
た
め
に
貨
物
が
醗
酵
し
た
た
め

に
損
害
が
生
じ
た
例
で
、
そ
の
よ
う
な
季
節
に
十
分
乾
燥
し
て
な
い
貨
物
を
積
込
ん
だ
の
も
よ
く
な
い
と
し
て
、
荷
主
が
損
害
の
三
分
の
一
を
負
担

し
た
判
例
が
あ
る
（
冒
弩
器
三
ρ
8
す
ロ
〈
，
這
巽
）
。

　
こ
の
よ
う
に
因
果
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
判
例
も
学
説
も
区
々
で
あ
る
が
、
保
険
証
券
の
解
釈
に
関
し
て
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
全
然
問
題

と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
こ
の
問
題
は
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
と
し
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
深
く
立
入
ら
な
い
。
閃
一
需
茎
蜀
謡
o
。
一
9
ω
巳
く
∴

o
富
衰
臼
F
β
。
陣
8
》
＆
。
仁
F
u
、
婁
弩
鴛
。
①
。
g
器
一
①
・
ユ
。
。
2
Φ
ω
α
。
讐
①
旨
Φ
①
二
簿
壁
≦
凶
皿
一
喜
軽
・
ω
出
窪
・
ロ
窪
。
g
＜
9

需
・
g
馨
置
讐
震
お
号
§
轟
～
§
堕
容
＜
」
昇
爵
畠
旨
毘
二
墓
ト
図
萸
目
も
」
①
け
㎝
巳
≦
竃
貰
8
ぎ
p
田
罠
留
象
。
。
言
、

呂
8
。
算
お
一
①
ω
旨
2
8
。
益
昌
巴
↓
①
ω
α
①
一
β
≦
α
Q
豊
g
。
江
①
㏄
旨
2
。
ω
α
。
讐
Φ
畦
①
窪
§
け
一
酵
Φ
自
、
婁
弩
農
8
ω
■
評
岳
一
8
N
一

u
き
一
β
↓
巨
麻
α
①
身
。
旨
一
・
・
琶
一
ぎ
ρ
げ
H
く
も
』
8
g
ω
三
く
■
　
国
密
頓
g
u
一
①
9
・
藍
一
）
8
首
冨
－
寄
鵯
一
首
の
。
。
〈
R
ω
ざ
げ
①
学

ロ
昌
鵯
話
o
窪
・
這
毅
・
一
峯
の
・
｝
O
呂
嘘
①
J
U
①
一
p
お
ド
江
g
留
β
臣
巴
一
器
窪
目
暮
譲
3
山
、
器
誓
旨
8
9
一
3
9
に
O
ゆ
拙
稿
・
海
上
保
険

に
お
け
る
因
果
関
係
（
ピ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
高
－
第
六
巻
第
二
号
）
、
保
険
法
に
お
け
る
因
果
関
係
（
一
橋
論
双
第
四
一
巻
第
二
号
）
な
ど
参
照
。

フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券

二
四
∠



一
橋
大
学
研
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年
報
　
商
学
研
究
3

二
四
二

第
三
章
保
険
期
間

一
　
第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
保
険
者
は
一
定
の
危
険
に
よ
り
て
生
じ
た
損
害
を
填
補
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
定
の
危
険
は
更

に
一
定
の
時
及
び
所
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
保
険
者
が
そ
の
責
に
任
ず
る
時
及
ぴ
所
は
、
一
般
に
保
険
期
間

又
は
危
険
期
間
（
山
弩
診
留
ω
ユ
呂
5
ω
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
保
険
期
間
に
つ
い
て
は
商
法
典
に
も
第
三
四
一
、
三
五
〇
、
三
五
一
、

三
六
二
、
三
六
三
、
三
六
四
条
に
そ
の
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
保
険
証
券
で
は
こ
れ
と
異
な
る
定
め
が
あ
る
こ
と
は
他
の
揚
合
と

同
様
で
あ
る
。
保
険
者
が
負
担
す
る
危
険
の
時
及
ぴ
所
の
限
定
は
、
あ
る
い
は
一
定
の
期
間
を
定
め
、
あ
る
い
は
一
定
の
航
海
を
定
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
前
者
の
揚
合
の
保
険
証
券
を
℃
〇
一
一
8
似
3
ま
Φ
山
9
醇
昆
激
。
又
は
づ
〇
一
一
8
卸
富
B
甥
も
し
く
は
宕
一
－

一
8
似
8
『
ヨ
①
と
い
い
、
後
者
の
揚
合
の
保
険
を
器
ω
霞
塁
8
雲
ぎ
饗
鳴
と
呼
ん
で
い
る
。
船
舶
保
険
は
概
ね
前
者
に
属
し
、
貨
物

保
険
は
殆
ど
の
揚
合
後
者
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
貨
物
保
険
に
お
け
る
危
険
の
時
と
所
は
一
定
の
航
海
を
以
て
定
め
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
原
則
と
し
て
危
険
は
一
定
航
海
の
開
始
の
と
き
に
は
じ
ま
り
、
航
海
が
終
了
し
た
と
き
に
終
る
。
ま
た
危
険
発
生
の
揚
所
は

発
航
港
か
ら
仕
向
港
に
至
る
通
常
の
航
路
に
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
航
海
の
開
始
時
及
ぴ
終
了
時
を
い
つ
と
み
る
か
は
間
題
で
あ

る
し
、
通
常
の
航
路
と
異
な
る
航
海
を
行
う
こ
と
も
予
想
し
う
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
一
九
四
四
年
保
険
証
券
は
そ
の
第
三
章
を

「
被
保
険
危
険
の
時
及
ぴ
所
」
（
↓
①
ヨ
窟
。
二
一
窪
留
ω
旨
2
。
ω
霧
害
蒜
ω
）
に
あ
て
、
第
九
条
（
危
険
期
間
）
、
第
一
〇
条
（
早
期
の
引
渡
）
、

第
一
一
条
（
被
保
険
航
海
の
延
長
）
の
三
ヶ
条
を
お
い
て
い
る
。

二
　
貨
物
保
険
の
保
険
期
間
に
つ
い
て
商
法
典
（
』
籍
）
は
冒
険
貸
借
に
お
け
る
貸
主
の
負
担
す
べ
き
危
険
期
間
に
関
す
る
規
定
（
尼
紅
）
を
適
用



し
「
危
険
の
期
間
は
語
舶
績
込
義
各
も
し
く
繕
舶
耗
込
ま
ん
が
た
め
縁
矯
込
義
背
嬬
蓄
、
陸
上
に
お
い
て

引
渡
さ
れ
た
日
に
終
る
」
（
霧
と
規
定
し
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
積
込
の
際
の
ス
ー
ン
グ
．
・
ス
は
担
保
さ
れ
て
い
な
い
．
そ
．
！
九

二
八
釜
券
は
「
危
険
は
・
貨
物
奮
込
義
る
た
詮
陸
地
を
聾
た
と
詮
始
言
、
仕
向
地
で
陸
地
に
お
か
れ
た
と
き
に
終
る
．

陸
地
か
ら
本
船
へ
笈
び
本
船
か
ら
陸
地
へ
直
接
羅
す
る
た
め
の
艀
の
す
べ
て
の
危
険
は
、
．
）
れ
を
保
険
者
の
負
担
と
す
る
」
（
紅
）
と

し
・
こ
σ
ス
リ
ン
グ
●
ロ
ス
を
も
担
保
す
る
こ
と
と
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
で
も
積
込
前
お
よ
び
陸
揚
後
の
危
険
は
全
然
担
保
さ
れ
て
い
な

い
・
故
に
実
際
上
は
特
約
に
よ
っ
て
保
険
期
間
姦
長
し
、
蕊
ら
の
陸
上
危
険
を
担
保
す
る
．
〕
と
と
し
て
い
た
．
こ
の
点
に
鑑
み
、
新

証
券
は
前
述
の
よ
え
、
海
上
運
送
に
関
す
る
危
険
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
附
随
す
る
前
後
の
陸
上
．
調
）
唾
運
送
に
関
す
る
危
険

も
担
保
す
る
と
し
を
と
と
相
喀
て
、
保
険
期
間
も
「
倉
庫
か
ら
倉
庫
ま
で
」
（
α
§
曼
・
一
昌
ぎ
。
磯
帥
、
一
口
）
に
延
長
し
た
．
す
な
わ

ち
新
証
券
に
よ
れ
ば
保
険
者
の
危
険
は
、
被
保
険
物
が
、
運
送
の
た
め
に
、
被
保
険
航
海
の
最
初
の
積
出
地
に
お
け
る
倉
庫
を
出
た
と
き

に
始
ま
り
・
そ
の
航
海
の
仕
向
地
髪
い
て
墓
全
は
そ
の
代
理
人
の
倉
毘
入
っ
た
と
建
終
る
．
但
し
、
仕
向
地
の
保
税
倉
庫
、

公
設
又
は
私
設
の
陸
揚
倉
庫
に
入
れ
ら
れ
た
貨
物
の
保
護
は
、
特
約
お
よ
び
割
増
保
険
料
が
な
い
限
り
、
船
舶
そ
の
他
の
輸
送
用
具
か
ら

荷
卸
後
三
〇
日
－
内
陸
霧
合
は
一
吾
ー
慧
す
態
終
了
す
る
．
な
お
、
ラ
・
プ
ラ
タ
河
の
諸
港
向
け
の
貨
物
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
特
則
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
新
証
券
で
も
引
継
が
れ
、
貨
物
が
倉
庫
、
保
税
倉
庫
、
公
設
又
は
私
設
陸
揚
倉
庫
、
税
関
な
ど

に
到
達
し
た
と
き
f
た
陸
揚
蕊
て
奮
一
〇
且
糎
え
ら
の
倉
窪
入
琶
紮
い
と
き
は
δ
違
過
し
た
と
き
に
、
火
災

危
険
は
消
滅
す
る
と
し
た
・
換
言
す
態
、
最
高
δ
晶
、
火
災
危
険
に
対
し
て
だ
け
保
険
者
の
責
任
纏
続
す
る
．

　
（
、
）
死
四
四
年
貨
物
倭
証
券
の
第
九
条
、
第
二
条
髪
め
ら
紮
保
険
期
問
の
u
①
誉
跨
σ
Q
ゆ
・
，
陣
昌
餅
誉
卑
凶
帥
．
山
β
は
概
ね
ア
メ
リ
カ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
三
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二
四
四

旨
。
磯
一
。
山
ロ
H
一
一
塁
β
け
①
。
即
↓
α
q
。
9
即
q
ω
①
ω
（
N
衰
。
）
レ
。
・
一
に
よ
る
壽
↓
。
巨
蚤
雪
の
謹
。
露
ギ
ツ
の
N
轟
N
藝
ぎ
§
－

⑫
。
ロ
N
一
一
α
Φ
ロ
》
・
P
ω
巨
賊
良
①
。
¢
酢
Φ
吋
く
塁
量
…
君
§
』
。
』
に
よ
る
ぎ
臣
§
窪
閏
舞
イ
タ
リ
ア
の
ぎ
邑
。

＞
・
，
の
一
。
一
一
弓
N
坤
。
ロ
篇
円
帥
の
b
。
↓
け
一
塗
レ
。
ヒ
（
一
ミ
P
一
蓄
N
）
の
U
§
奮
§
。
簿
き
窯
ぎ
約
警
碧
す
る
・
イ
ギ
リ
ス
に
は
こ

れ
に
相
当
す
る
約
款
は
な
い
が
、
H
一
一
昌
け
信
什
①
。
国
目
領
。
Ω
§
魯
養
）
の
諄
ぎ
　
§
評
・
身
①
Ω
四
き
（
蜜
一
這
旨
§

。
。
〈
①
時
Ω
即
信
切
①
（
2
。
・
N
）
鳶
Φ
↓
ヨ
一
昌
即
一
一
。
ロ
。
P
昇
昌
け
§
・
ぎ
Φ
（
2
。
β
窓
ω
・
豊
昌
馨
浮
。
疹
。
（
2
。
唇
に
よ
る

　
≦
蟄
↓
。
ぽ
。
＝
の
Φ
8
≦
ゆ
↓
①
ゴ
。
ξ
①
（
≦
一
跨
露
8
且
a
8
語
擁
）
を
選
ぺ
ぱ
あ
る
程
度
一
致
す
る
。

（
2
）
　
保
険
期
間
に
関
す
る
特
約
と
し
て
左
の
四
種
の
追
加
約
款
が
あ
る
。

　　

。
一
＞
q
の
国
。
．
占
馬
防
防
9
臥
賊
§
儀
恥
砺
噛
啓
．
芯
曽
馬
恥
ミ
9
誉
醤
辱
評
§
蓄
け
一
・
一
§
塾
の
琶
ぎ
ω
8
β
梓
諄
。
ω
量
豊
。
一
Φ
担

一
①
の
↓
一
・
，
ρ
・
①
ω
。
。
ω
ω
ω
Φ
旨
程
馨
旨
婁
呂
一
の
象
8
β
壽
の
・
旨
巨
ω
8
蓼
邑
g
一
尋
ぎ
山
。
ヨ
Φ
p

　　

。
一
き
の
国
一
。
．
も
壕
賊
防
⑳
』
①
句
『
軋
防
崎
§
価
硫
き
．
『
匙
、
憎
陶
目
雪
α
－
暮
一
§
旨
最
・
巴
叶
一
8
ω
8
暴
疑
自
・
奪
け
一
。
一
①
℃
｝
一
①
ω
言
き
一
、
Φ

8
誉
墓
g
。
葺
2
、
窪
§
馨
馨
。
三
窃
㌦
8
巳
a
ω
の
。
b
g
α
。
a
魯
壁
＜
一
3
α
Φ
馨
け

　　

。
一
＞
q
ω
国
一
一
、
占
⑲
物
崎
§
馬
防
隻
隣
鯨
“
曾
制
．
博
謡
恥
》
、
b
畳
爵
き
§
益
ω
℃
塁
8
の
豊
酵
畳
Φ
鍾
凶
。
一
。
。
」
§
置
①
の
§
、
－

讐
①
昌
。
。
馨
”
仁
旨
。
日
。
5
け
。
三
①
ω
h
。
。
ほ
一
敏
－
，
馨
鼠
8
ω
。
馨
ヨ
一
・
・
8
＝
。
a
α
・
舅
ぎ
α
Φ
馨
；
け
。
①
ω
ω
。
暮
。
、
二
g
量
濤
呂

。
一
一
。
ω
ρ
一
一
葺
。
β
二
Φ
げ
。
擁
3
言
酵
m
爵
＆
Φ
き
b
。
弩
3
①
α
似
。
耳
σ
q
婁
雲
旨
孟
＆
。
ω
ぎ
試
8
◆

。
一
争
q
の
国
一
N
．
島
＠
向
ゆ
虞
恥
句
亀
悶
§
ご
曽
9
．
》
、
b
騨
賠
山
ひ
藁
一
一
8
器
益
の
冨
酔
δ
§
・
・
什
尋
竃
・
藝
。
一
①
担
一
§
一
ω
霧

。
。
§
①
ロ
．
①
旨
や
β
巨
。
昌
一
Φ
暮
。
三
。
・
，
囑
山
。
ロ
塚
の
ρ
q
一
琶
二
幕
旨
①
℃
§
3
①
①
喜
馨
急
き
§
誹
　
珪
き
α
①
。
げ
講
　
塁

一
ロ
山
一
ρ
一
昌
g
p
。
の
一
、
。
『
α
目
①
α
、
¢
㎝
の
皿
吋
p
ロ
．
．
。
叶
．
Φ
ω
の
魯
け
…
・
・
旨
邑
①
一
一
①
ω
8
・
一
・
曇
雪
§
景
　
房
一
ぎ
。
山
条
。
度
凶
？

筥
窪
二
且
5
泳
蟄
霧
一
．
o
益
冨
（
一
、
器
ω
弩
き
。
9



目
L
畳
婁
自
①
8
一
垂
卑
爵
忌
琶
一
、
旨
i
。
き
け
賞
一
昌
．
濠
の
貫
β
p
吋
四
昌
梓
①
－
げ
信
陣
け
げ
①
一
一
同
。
幹

霧
亀
で
危
険
が
箆
籍
込
義
た
と
き
に
學
す
る
の
は
、
工
了
オ
・
ピ
ー
の
売
手
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
。
一
即
β
¢
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
・
ビ
ー
の
買
手
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
Ω
斡
＝
。
。
①
一
一
で
は

一
〇
で
危
険
が
船
舶
に
積
込
ま
れ
た
と
き
に
開
始
す
る
の
は
エ
フ
・
オ
ー

貨
物
が
船
舶
上
に
あ
る
間
・
換
言
す
れ
ば
「
甲
肇
甲
板
ま
で
」
（
げ
9
α
餅
げ
．
・
自
）
担
保
さ
れ
る
．
。
一
塑
β
．
．
一
b
．
で
は
更
に
積
込
積
卸
の
危
険

も
、
す
な
わ
ち
「
葎
か
ら
難
ま
で
」
（
ρ
き
ゅ
餅
量
担
保
さ
れ
る
．
な
お
こ
の
場
合
に
損
害
証
明
期
間
が
海
岸
に
荷
卸
後
四
八
時
間
に
短
縮

　
さ
れ
る
乙
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3
）
海
上
保
険
の
担
保
墜
毯
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
繁
、
損
害
が
発
生
し
た
と
き
に
、
そ
れ
が
海
上
保
険
と
陸
上
保
険
、
就
中
火
災
保

険
の
両
者
旨
て
理
装
…
が
　
－
る
．
義
合
、
海
上
保
険
に
関
す
る
商
法
典
第
一
一
一
一
二
四
条
に
よ
れ
ぱ
最
初
の
保
険
者
の
誘

が
責
任
を
有
す
る
の
授
し
て
・
陸
上
保
険
に
関
三
九
三
・
年
七
月
三
日
の
葎
第
一
一
稟
に
よ
れ
ば
両
保
険
者
共
責
任
を
有
す
る
．
）
と
‘

　
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
料
率
委
員
会
は
次
の
追
加
約
款
を
制
定
し
た
。

　　

き
監
当
§
§
鮮
c
b
憶
亀
琶
暑
け
言
斜
§
α
巻
霧
§
け
賞
一
吋
．
・
，
幽
Φ
ω
。
．
β
q
一
け
一
．
β
ω
象
β
ひ
円
帥
一
①
の
、
一
費
槻
帥
特
箇
目
一
一
．

馨
ω
切
き
旨
。
彗
一
、
民
一
①
喜
憂
ω
一
・
の
巳
萱
蓉
一
、
巷
§
・
、
ξ
．
吋
け
α
、
ざ
げ
即
吋
ρ
偉
①
目
．
昌
け
・
α
．
一
↓
倉
昌
ω
σ
．
↓
α
．
，

曇
。
寡
警
髭
き
旨
言
①
旨
§
喜
暑
℃
目
警
巳
の
①
曇
山
Φ
一
§
の
℃
．
け
の
の
げ
一
一
一
6
ひ
山
Φ
の
卑
の
ω
ロ
磯
Φ
ロ
賊
ω
㎎
跨
↓
魯
け
酔
ゆ
ω
の
即
昌
け

§
琶
｝
憲
監
§
ゆ
般
豊
2
一
。
ω
き
・
琶
…
ω
①
§
霧
傷
崔
8
吋
一
伶
一
四
一
賊
Φ
ω
・
一
．
．
卑
一
暫
一
巳
．
ω
。
ロ
．
図
℃
一
．
一
殴
騨
p
け
ω
α
．
。
，

　
け
ゆ
に
ぎ

　　

な
わ
ち
甚
よ
葵
災
保
険
重
ず
そ
の
責
を
負
い
、
し
か
る
後
そ
の
不
足
分
に
つ
い
て
海
上
保
険
妻
を
負
う
．
一
と
と
し
て
い
る
．
恐

ら
く
義
英
米
の
他
保
険
撃
（
量
㎏
喜
§
・
一
量
巌
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
－
が
、
．
】
れ
に
よ
っ
て
は
問
題
は
少
し
も

解
決
芋
・
異
論
も
多
い
・
§
き
る
の
蓼
・
旨
一
§
①
一
一
…
α
①
一
即
℃
．
一
一
．
．
ω
ロ
吋
隔
鈴
．
β
一
け
ゆ
9
書
団
．
、
一
℃
ω
令
、
サ
団
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
五

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
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ぬ
ハ

一二

海
は
種
々
の
事
情
に
よ
．
て
予
定
よ
り
延
長
さ
れ
、
あ
る
い
は
短
縮
さ
れ
る
．
商
法
典
第
三
六
四
香
誓
の
揚
合
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
看
は
航
海
が
短
縮
さ
れ
た
と
き
も
、
保
険
契
約
は
そ
の
全
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
奮
て
い
る
』
護

関
し
て
保
険
証
券
第
δ
条
は
航
海
が
短
縮
さ
れ
て
荷
主
が
予
定
よ
阜
－
貨
物
を
叢
・
褻
・
を
予
琶
航
海
の
通
常
の
終
了
前

に
、
貨
物
が
被
保
険
者
、
荷
送
人
、
荷
受
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
に
引
渡
さ
れ
た
と
き
は
・
保
険
者
の
責
任
は
終
了
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
蓋
し
、
引
渡
し
に
よ
っ
て
被
保
険
危
険
は
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
－
）
た
と
え
ぱ
積
籍
舶
が
航
海
の
途
中
で
海
損
を
蒙
り
避
難
港
で
修
理
中
に
、
荷
妻
船
書
貨
黎
警
・
そ
こ
で
売
却
又
播
船
籍

　
　
替
し
た
よ
う
な
揚
合
で
あ
る
．
運
送
2
部
を
墓
人
昇
が
行
う
よ
う
窮
合
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
・

四
こ
れ
に
反
し
て
被
保
険
航
海
が
、
寄
港
（
Φ
。
．
帥
一
Φ
．
）
露
（
山
ひ
＜
一
誉
）
又
は
暮
（
き
鼠
①
量
奮
に
よ
っ
て
延
長

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
．
寄
航
、
離
路
又
は
積
替
は
危
険
を
増
加
喜
る
．
し
か
し
保
険
契
約
締
結
時
に
寄
航
・
難
又
は
積
禁
予
暑

れ
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
危
険
は
当
然
約
定
保
険
料
に
算
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
問
題
は
な
い
・
し
か
し
航
海
の
途
中
に
お
い
て
契
約
時
に

予
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
寄
航
、
離
路
又
は
馨
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
航
海
は
被
保
険
航
海
と
同
一
の
航
海
で
は
な
い
と
い
う
理

由
で
保
険
者
は
そ
の
責
を
免
か
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
．
そ
れ
が
被
保
険
者
の
意
思
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
き
に
は
こ
殺

当
然
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
そ
れ
が
被
保
険
者
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
理
由
に
ょ
・
て
行
髭
る
こ
ξ
あ
り
う
る
し
・
何
れ
の
揚
合
に
お
い

て
も
被
保
険
者
蝶
険
経
を
受
け
た
い
希
望
を
有
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
．
そ
こ
で
第
二
条
は
こ
れ
ら
の
揚
合
に
つ
い
て
規
婁

設
け
、
直
行
的
寄
港
の
揚
合
に
は
割
増
保
険
料
な
し
に
、
逆
行
的
寄
港
、
離
路
又
は
積
替
の
揚
合
霧
被
保
険
航
海
の
通
常
の
航
海
期
間

の
延
長
の
揚
合
は
す
べ
て
割
増
保
険
料
を
以
て
引
続
き
環
義
る
詫
、
セ
よ
り
そ
れ
ら
が
保
険
者
の
負
担
し
た
危
険
康
因
と
し



て
行
わ
れ
た
と
き
は
割
増
保
険
料
は
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
（
1
）
　
一
九
二
八
年
証
券
で
は
直
航
的
寄
港
た
る
と
逆
航
的
寄
港
た
る
と
を
間
わ
ず
、
任
意
に
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
寄
航
、
離
路
又
は
積
替
は
割
増
保

　
　
険
料
を
以
て
担
保
さ
れ
て
い
た
。

　
（
2
）
　
冒
ω
訪
葺
8
0
貰
α
q
o
O
置
島
霧
｝
N
ゆ
国
曇
窪
山
＆
O
o
く
9
Ω
程
器
参
照
。

第
四
章
保
険
価
額

『
　
被
保
険
物
の
価
額
を
保
険
価
額
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
被
保
険
物
の
減
失
に
よ
っ
て
被
保
険
者
が
蒙
る
こ
と
あ
る
ぺ
き
損
害
額
の

最
育
同
限
度
を
保
険
価
額
と
い
う
。
海
上
保
険
が
損
害
填
補
の
契
約
で
あ
る
以
上
、
被
保
険
者
は
保
険
価
額
以
上
の
保
険
金
支
払
を
受
け
て

は
な
ら
な
い
し
、
保
険
者
は
保
険
価
額
以
上
に
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
保
険
価
額
の
決
定
、
す
な
わ
ち
評
価
（
o
〈
巴
阜

葺
一
。
昌
）
は
海
上
保
険
契
約
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
就
中
貨
物
保
険
に
お
い
て
は
船
舶
保
険
と
異
な
り
、
被
保
険
者

の
告
知
を
信
頼
す
る
他
は
な
い
の
で
保
険
価
額
を
め
ぐ
っ
て
の
間
題
は
ヨ
リ
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
九
四
四
年
保
険
証
券
も
第
四
章
を

保
険
価
額
に
あ
て
、
条
文
は
第
一
二
条
一
ケ
条
で
あ
る
が
、
保
険
評
価
額
が
実
際
価
額
を
著
し
く
超
え
た
場
合
（
↑
一
じ
、
仕
向
地
価
額
が
実

際
価
額
を
超
え
る
揚
合
（
全
｝
）
、
貨
物
が
売
却
さ
れ
た
揚
合
（
聖
一
）
、
価
額
の
確
定
通
知
が
事
故
発
生
後
に
な
さ
れ
る
揚
合
（
能
鷹
）
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
規
定
を
お
い
て
い
る
。

二
　
商
法
典
第
三
三
二
条
は
保
険
証
券
中
に
被
保
険
物
の
種
類
と
並
ん
で
そ
の
価
額
又
は
評
価
額
（
ポ
奉
ざ
畦
窪
一
・
霧
菖
目
緯
一
自
）
を
記

載
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
保
険
価
額
は
必
ず
し
も
契
約
締
結
の
当
時
決
定
す
る
必
要
は
な
く
、
事
故
発
生
時
に
決
定
し
て
も

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
八

差
支
な
い
。
だ
が
実
際
は
保
険
契
約
締
結
の
当
時
、
保
険
価
額
を
協
定
し
て
お
く
の
が
普
通
で
あ
る
。
協
定
さ
れ
た
価
額
を
協
定
保
険
価

額
又
は
保
険
評
価
額
（
毒
一
。
弩
品
み
曾
）
と
い
い
、
協
定
保
険
価
額
が
定
め
ら
れ
た
保
険
証
券
を
評
価
済
保
険
証
券
（
b
。
一
一
。
。
ぴ
く
帥
一
泳
。
）

と
い
う
。
一
旦
保
険
価
額
が
協
定
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
保
険
者
責
任
の
最
高
限
度
を
な
し
、
保
険
者
は
そ
の
額
を
超
え
て
貴
任
を
負
う
ア
｝

と
紙
碁
七
）
・
し
か
し
窪
必
ず
協
定
保
険
価
額
ま
で
は
そ
の
責
径
ず
る
と
い
う
も
の
で
は
奈
．
過
大
評
価
（
警
・
卑
暫
一
麟
酔
一
。
p
）

の
揚
合
及
ぴ
過
小
評
価
（
8
臣
曾
a
猛
二
8
）
の
場
合
が
問
題
と
な
る
。

　
過
大
評
価
の
危
険
は
船
舶
保
険
の
揚
合
に
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
船
舶
約
款
第
一
二
条
も
「
異
常
な
過
大
評
価
の
揚
合
を
除
き
、
両

当
事
者
は
互
に
（
協
定
保
険
価
額
）
以
外
の
一
切
の
評
価
を
放
棄
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
貨
物
保
険
の
場
合
に
は
事

情
が
異
な
る
。
過
大
評
価
の
危
険
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
も
と
よ
り
、
評
価
に
つ
き
被
保
険
者
の
詐
欺
が
あ
っ
た
揚
合
に
は
商
法
典

第
三
三
六
条
の
定
め
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
当
事
者
の
協
定
価
額
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
も
差
支
な
い
と
思
わ
れ
る
。

実
際
そ
う
い
う
法
制
も
と
っ
て
い
る
国
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
利
得
禁
止
の
立
場
か
ら
、
協
定
保
険
価
額
が
定
め

て
あ
り
又
は
畠
旨
o
ρ
垢
く
巴
一
一
①
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、
保
険
者
は
そ
れ
が
実
際
価
額
以
上
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
い
（
混
。
か
く
て
一
九
四
四
年
証
券
も
貨
物
保
険
に
お
い
て
は
協
定
保
険
価
額
は
絶
対
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
す
な
わ
ち
・
新
証
券
に
よ
れ
ば
、
協
定
保
険
価
額
が
存
在
す
る
揚
合
と
難
も
、
保
険
者
は
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
貨
物
の
実
際
価
額

（
＜
巴
①
霞
泳
亀
o
）
の
証
明
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
過
大
評
価
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
実
際
価
額
に
希
望
利
益
と
し
て
そ
の
二
〇
パ

ー
セ
殊
毘
を
加
算
し
た
金
額
に
保
険
価
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
躯
一
一
一
）
。
す
な
わ
ち
保
険
者
の
責
任
は
実
際
価
額
の
二
〇
パ
ー
セ
ン

ト
増
を
限
度
と
す
る
。
こ
こ
で
実
際
価
額
と
は
貨
物
の
仕
入
価
額
－
そ
れ
な
き
と
き
は
発
送
の
時
及
び
所
に
お
け
る
市
価
－
に
仕
向



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ズ
る
レ

地
ま
で
の
運
賃
、
保
険
料
其
他
一
切
の
費
用
を
加
算
し
た
金
額
を
い
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
と
き
に
は
仕
向
地
に
お
け
る
貨
物
の
市
価
が
非
常
に
高
く
、
右
に
定
め
ら
れ
た
実
際
価
額
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
の
金

額
の
填
補
を
受
け
る
だ
け
で
は
そ
の
実
損
が
十
分
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
揚
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
新
証
券
は
、
こ
の
よ
う
な
揚
合
の
た
め
に
、

仕
向
地
に
お
け
る
価
額
を
保
険
価
額
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
熊
δ
。
仕
向
地
に
お
け
る
価
額
は
、
到
達
日
又
は
滅
失
日
に
お
け
る
市

価
に
よ
り
、
又
は
関
係
官
庁
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
な
お
仕
向
地
価
額
に
ょ
る
揚
合
に
は
前
の
揚
合
の
よ
う
な
価
額
の
二
〇
パ
ー
セ
ン

ト
増
は
認
め
ら
れ
な
い
。
仕
向
地
価
額
は
増
加
額
を
当
然
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
更
に
航
海
の
途
中
で
貨
物
が
売
却
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
売
却
価
額
が
右
の
二
つ
の
価
額
の
何
れ
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
揚
合
が
あ
る
し
、

更
に
買
主
の
得
べ
き
利
益
を
そ
れ
に
加
算
し
た
金
額
の
附
保
を
売
主
に
要
求
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
揚
合
に
は
売
買
契
約
で
定
め

ら
れ
た
金
額
を
保
険
価
額
と
す
る
．
）
と
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
、
保
険
証
券
も
こ
れ
を
明
文
を
以
て
承
認
し
た
（
塗
一
）
。
か
く
て
被
保
険
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

は
右
の
三
つ
の
価
額
の
中
で
最
も
金
額
の
大
き
い
も
の
を
保
険
価
額
と
し
て
填
補
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
は
保
険
契
約
締
結
の
当
時
保
険
価
額
が
協
定
さ
れ
た
評
価
済
保
険
証
券
の
場
合
で
あ
る
が
、
保
険
価
額
が
協
定
さ
れ
な
い
無
評
価

保
険
証
券
（
b
呂
8
0
瑳
巽
＄
）
の
揚
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ぱ
、
予
定
保
険
で
は
被
保
険
者
が
発
送
す
る
船
積
は
す
べ
て
自
動

的
に
担
保
さ
れ
る
。
但
し
被
保
険
者
は
船
積
を
知
っ
た
と
き
か
ら
一
定
期
間
内
に
こ
れ
を
保
険
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
能
陀
条
）
。

し
か
し
被
保
険
者
が
船
積
を
知
っ
た
と
き
に
は
既
に
貨
物
は
無
事
に
目
的
地
に
到
達
し
、
あ
る
い
は
既
に
損
害
を
蒙
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
う
る
。
貨
物
が
無
事
到
達
し
て
お
れ
ば
被
保
険
者
と
し
て
は
保
険
料
節
約
の
た
め
に
過
小
の
保
険
価
額
を
、
反
対
に
損
害
を
蒙
っ
て
お

れ
ば
多
額
の
保
険
金
を
受
取
る
た
め
に
過
大
の
保
険
価
額
　
　
右
に
述
べ
た
第
一
二
条
一
－
三
号
の
範
囲
内
で
ー
を
通
知
し
易
い
。
就

　
　
　
　
　
フ
ヲ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九
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二
五
〇

中
、
後
者
の
揚
合
の
弊
は
大
き
い
。
そ
こ
で
保
険
証
券
は
、
保
険
価
額
の
確
定
通
知
が
既
に
事
故
が
発
生
し
た
後
に
な
さ
れ
る
と
き
は
、

そ
の
保
険
価
額
は
、
被
保
険
者
が
そ
の
前
に
な
し
た
そ
れ
と
同
じ
船
積
に
つ
い
て
採
用
し
た
計
算
法
に
よ
っ
た
価
額
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
と
規
定
し
た
（
衡
匹
）
。
し
た
が
っ
て
増
価
率
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
今
ま
で
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
お
れ
ば
、

そ
の
貨
物
に
つ
い
て
も
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。

（
1
）
　
船
舶
保
険
証
券
第
三
一
条
ま
た
同
じ
。

（
2
）
O
匡
ロ
＜
＄
F
8
’
。
一
壁

（
3
）
　
一
九
二
八
年
保
険
証
券
（
第
一
六
条
）
に
お
い
て
も
、
保
険
者
は
保
険
評
価
額
が
存
在
し
て
も
損
害
発
生
の
揚
合
に
は
実
際
価
額
の
証
明
を
要

　
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
過
大
評
価
の
と
き
に
は
時
価
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
に
減
額
で
き
た
。
し
か
し
新
証
券
と
異
な
っ
て
、
ア
】
の
揚
合
基
準
と
な

　
る
の
は
時
価
1
そ
れ
は
仕
入
価
格
に
す
ぺ
て
の
費
用
を
加
算
し
た
も
の
ー
だ
け
で
あ
り
、
仕
向
地
価
額
や
売
却
価
額
は
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、

　
ま
た
、
そ
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
で
あ
っ
た
。
た
だ
実
際
に
は
特
別
約
款
で
二
〇
バ
ー
セ
ン
ト
増
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
4
）
　
貨
物
の
荷
造
（
o
日
げ
巴
一
轟
霧
）
に
使
用
さ
れ
る
幽
又
は
袋
は
一
般
に
価
額
の
低
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
費
用
も
普
通
は
貨
物
の
価
額
の
中

　
に
含
め
て
附
保
さ
れ
て
い
る
の
で
、
貨
物
が
分
損
を
蒙
っ
た
と
き
は
あ
る
程
度
、
全
損
を
蒙
っ
た
と
き
は
全
額
回
収
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
貨
物

　
に
よ
っ
て
は
荷
造
り
そ
の
も
の
に
多
額
の
費
用
を
要
し
、
貨
物
は
無
傷
で
も
荷
造
り
の
破
損
が
貨
物
の
商
晶
価
値
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
ア
一
と
が
あ

　
る
。
こ
の
よ
う
な
揚
合
に
は
貨
物
と
は
別
個
に
荷
造
を
附
保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
料
率
委
員
会
一
九
五
三
年
制
定
追
加
約
款
中
、
保
険

　
証
券
を
訂
正
す
る
条
項
の
第
一
項
は
、
荷
造
り
自
体
を
附
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
且
つ
そ
の
附
保
条
件
は
単
独
海
損
不
担
保
条
件
に
限
ら
れ

　
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
5
）
　
貨
物
が
仕
向
地
に
到
着
し
た
と
き
に
支
払
わ
れ
る
関
税
も
普
通
は
諸
費
用
の
一
つ
と
し
て
貨
物
の
価
額
に
算
入
し
て
附
保
さ
れ
る
が
、
高
額
の



関
税
が
課
せ
ら
れ
る
揚
合
に
は
、
貨
物
と
は
別
個
の
保
険
に
附
し
、
以
て
保
険
料
の
節
約
を
図
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
揚
合
に
は
料
率
委
員
会
制
定

の
次
の
追
加
約
款
第
二
四
（
こ
れ
は
一
九
四
四
年
証
券
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
追
加
約
款
W
と
同
文
）
が
挿
入
さ
れ
る
。
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フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
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二
五
二

騨
β
唱
○
一
旨
o
ロ
伍
Φ
＜
a
け
暫
く
o
貯
一
δ
ロ
一
〇
q
ひ
山
o
ロ
国
昌
o
菖
o
旨
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
右
の
約
款
に
よ
れ
ば
、
こ
の
特
別
保
険
は
貨
物
保
険
と
同
じ
条
件
で
引
受
け
ら
れ
、
保
険
者
は
そ
の
貨
物
に
対
す
る
関
税
に
つ
い
て
の
み
責
任
を

負
い
、
且
つ
貨
物
が
損
害
若
し
く
は
滅
失
を
蒙
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
関
税
を
全
額
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
又
は
損
害
若
し
く
は
滅
失
額

に
比
例
し
た
金
額
以
下
の
減
額
し
か
享
受
で
き
な
い
と
き
に
の
み
責
任
を
負
う
。
保
険
者
は
そ
の
と
き
に
は
貨
物
に
対
す
る
責
任
の
割
合
に
応
じ
て

こ
れ
を
填
補
す
る
が
、
税
関
が
認
め
る
こ
と
あ
る
ぺ
き
控
除
額
は
こ
れ
を
減
額
す
る
。
こ
の
保
険
の
保
険
料
は
、
課
税
さ
れ
る
地
点
ま
で
は
貨
物
の

通
常
の
危
険
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
基
本
保
険
料
の
半
額
と
す
る
。
航
海
が
こ
の
地
点
を
越
え
て
継
続
す
る
と
き
は
、
関
税
に
つ
い
て
引
受
け
ら
れ

た
金
額
は
貨
物
の
保
険
価
額
に
算
入
さ
れ
、
残
り
の
運
送
に
つ
い
て
課
せ
ら
れ
る
こ
と
あ
る
べ
き
割
増
保
険
料
は
、
保
険
価
額
全
額
に
つ
い
て
支
払

わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
実
例
を
以
て
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
O
い
ピ
畦
①
匿
9
9
貯
P
o
や
o
一
f
挙
卜
。
o
。
9

　
貨
物
の
無
事
到
達
価
額
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
、
○
○
○
フ
ラ
ン

　
関
税
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
、
○
○
○
フ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
計
　
　

一
二
五
、
○
○
○
フ
ラ
ン

　
こ
の
場
合
に
貨
物
が
四
〇
．
ハ
ー
セ
ン
ト
の
損
害
を
蒙
っ
て
到
達
し
た
と
す
る
・

貨
物
の
損
害
（
ト
の
○
酌
O
り
ゅ
㊧
”
け
）

関
税
の
損
害
（
航
旺
⑪
⑩
ゆ
㊧
刀
博
ン
）

税
関
承
認
の
控
除
額
（
鉱
甑
O
輸
ゆ
り
刀
博
ン
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
　
引

保
険
者
填
補
額

四
〇
、
○
O
O
フ
ラ
ン

一
〇
、
○
○
○
フ
ラ
ン

　
七
、
五
〇
〇
フ
ラ
ン

　
ニ
、
五
〇
〇
フ
ラ
ン

四
二
、
五
〇
〇
フ
ラ
ン

’



（
6
）
　
新
海
上
保
険
法
草
案
第
六
一
条
も
こ
れ
と
同
一
内
容
の
規
定
で
あ
る
。

第
五
章
　
被
保
険
者
の
義
務

一
　
海
上
保
険
契
約
に
お
い
て
当
事
者
の
一
方
た
る
保
険
者
は
偶
然
な
る
一
定
の
事
故
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
損
害
を
填
補
す

る
義
務
を
負
い
、
相
手
方
た
る
被
保
険
者
旺
保
険
契
約
者
（
器
の
畦
び
）
は
こ
れ
に
対
し
て
保
険
料
を
支
払
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
し
か

し
被
保
険
者
の
義
務
は
保
険
料
支
払
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
他
告
知
・
通
知
義
務
、
損
害
防
止
義
務
な
ど
い
ろ
い
ろ
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
・

被
保
険
者
の
負
う
こ
れ
ら
の
義
務
に
つ
い
て
一
九
四
四
年
保
険
証
券
は
第
五
章
を
あ
て
、
保
険
料
支
払
義
務
（
勉
一
一
）
、
租
税
支
払
義
務
（
無
四
）
、

告
知
・
通
知
義
務
（
条
五
）
、
損
害
防
止
義
務
（
駈
ハ
）
、
代
位
（
条
七
）
に
関
す
る
規
定
五
ヶ
条
を
お
い
て
い
る
。
た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
被
保
険
者
の
義
務
は
．
｝
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
本
章
以
外
に
も
、
た
と
え
ぱ
第
六
章
で
は
損
害
の
証
明
方
法
に
つ
い
て
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

あ
る
L
は
第
一
〇
章
で
は
予
定
保
険
に
つ
い
て
、
各
種
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
保
険
料
支
払
義
務
以
外
に
被
保
険
者
が
負
う
各
種
の
義
務
を
総
括
し
て
保
険
者
利
益
擁
護
（
の
程
く
お
鷺
号
山
霧
ぎ
け
曾
蝉
ω
号
一
、
器
弩
器
畦
）

　
　
義
務
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。

二
　
「
危
険
な
け
れ
ば
保
険
料
な
し
。
保
険
料
な
け
れ
ぱ
担
保
な
し
」
（
℃
霧
3
ユ
呂
β
ρ
冨
の
号
鷺
一
ヨ
ρ
b
霧
留
鷲
一
巨
ρ
b
器
留

σ費

き
号
）
と
い
わ
れ
る
。
被
保
険
者
が
保
険
者
の
危
険
負
担
の
対
価
と
し
て
保
険
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
も
保
険
証
券
に
よ
れ
ば
、
一
旦
危
険
が
開
始
す
れ
ぱ
保
険
者
は
保
険
料
の
全
額
を
受
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
保

険
証
券
は
保
険
料
不
可
分
の
原
則
（
一
。
震
ぎ
9
需
号
一
、
営
＆
≦
の
ま
臣
鼠
号
蚕
R
旨
お
）
に
よ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
三
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二
五
四

　
保
険
料
の
支
払
場
所
は
、
保
険
契
約
締
結
の
地
で
あ
る
。
被
保
険
者
の
住
所
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
保
険
証
券
は
民
法
典
第
二
一
四
七

条
の
定
め
る
取
立
債
務
を
変
更
し
、
こ
れ
を
持
参
債
務
と
し
て
い
る
。
保
険
料
の
支
払
時
期
は
保
険
証
券
交
付
の
時
で
あ
る
。
契
約
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
と
き
で
は
な
い
。
保
険
料
の
支
払
に
つ
い
て
は
八
日
間
の
猶
予
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
期
間
内
に
保
険
料
の
支
払
が
な
い
と
き
は
、
保

険
者
の
責
任
は
、
支
払
の
日
の
翌
日
の
午
前
零
時
ま
で
、
停
止
す
る
。
し
た
が
っ
て
停
止
期
間
中
に
事
故
が
発
生
し
て
被
保
険
者
が
損
害

を
蒙
っ
て
も
、
保
険
者
は
そ
の
責
に
任
じ
な
い
。
し
か
も
保
険
者
は
保
険
料
全
額
を
受
取
る
権
利
は
失
わ
な
い
。
保
険
契
約
の
効
力
が
停

止
す
る
た
め
に
は
、
陸
上
保
険
で
は
一
九
三
〇
年
保
険
契
約
法
第
一
六
条
に
よ
っ
て
保
険
者
の
書
留
郵
便
の
送
付
に
よ
る
附
遅
滞
を
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
す
る
の
に
反
し
て
、
貨
物
海
上
保
険
で
は
い
か
な
る
催
告
も
附
遅
滞
も
要
せ
ず
し
て
自
動
的
に
停
止
す
る
点
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

但
し
、
予
定
保
険
は
特
殊
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
か
か
る
制
裁
は
厳
格
す
ぎ
て
適
当
で
は
な
い
の
で
、
同
保
険
に
は
こ
の
規
定
は

適
用
さ
れ
な
い
。

　
な
お
、
保
険
料
の
支
払
な
き
揚
合
に
は
こ
の
よ
う
に
契
約
の
効
力
が
停
止
す
る
が
、
こ
の
他
に
保
険
者
は
一
定
の
方
式
に
よ
り
契
約
を

解
除
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
八
章
で
後
述
す
る
。

（
1
）
　
保
険
契
約
締
結
の
当
時
、
保
険
者
の
危
険
負
担
期
間
、
所
謂
保
険
期
間
が
定
め
ら
れ
る
。
保
険
期
間
に
対
し
て
保
険
料
が
算
出
さ
れ
、
被
保
険

　
者
は
こ
れ
を
支
払
う
。
し
か
し
な
が
ら
保
険
期
間
の
満
了
と
時
を
同
じ
く
し
て
海
上
危
険
も
消
滅
す
る
と
は
限
ら
ず
、
保
険
期
間
の
中
途
に
お
い
て

　
危
険
が
消
滅
す
る
こ
と
も
あ
り
、
保
険
期
間
が
満
了
し
た
後
も
海
上
危
険
が
存
続
す
る
こ
と
が
あ
る
。
後
者
の
揚
合
、
保
険
期
間
満
了
後
も
存
続
し

　
て
い
る
危
険
を
担
保
し
て
貰
う
た
め
に
は
、
被
保
険
者
は
新
し
く
そ
れ
に
対
す
る
保
険
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
問

　
題
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
前
者
の
揚
合
、
危
険
消
滅
後
、
保
険
期
間
満
了
ま
で
の
期
間
に
対
す
る
保
険
料
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
な



わ
ち
、
約
定
保
険
料
は
一
体
を
な
し
て
不
可
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
全
額
を
保
険
者
取
得
す
る
ア
｝
と
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
分
の
保
険

料
は
被
保
険
者
に
返
還
す
ぺ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
、
保
険
料
の
不
可
分
性
（
一
、
一
良
く
一
ω
ま
げ
…
舐
）
．
可
分
性
（
α
．
＜
一
ω
、
げ
三
泳
）
に
関
す
る
問

題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犀

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
第
三
五
一
条
は
航
路
・
航
海
又
は
船
舶
の
す
ぺ
て
の
変
更
及
ぴ
被
保
険
者
の
行
為
か
ら
生
ず
る
す
ぺ
て
の

滅
失
及
び
損
害
は
保
険
者
こ
れ
を
負
担
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
危
険
が
開
始
し
た
以
上
は
保
険
者
は
保
険
料
を
取
得
す
る
と
規
定
し
、
保
険
料
は
不

可
分
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
も
初
め
は
グ
ラ
グ
ラ
し
な
が
ら
も
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
不
可
分
の
原
則

を
認
め
て
い
た
が
、
一
九
二
一
年
の
判
決
は
、
第
三
五
一
条
の
規
定
は
航
海
の
中
絶
が
被
保
険
者
の
責
に
帰
す
ぺ
き
揚
合
で
あ
っ
て
、
政
府
の
命
令

に
よ
り
貨
物
の
輸
入
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
の
よ
う
に
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
た
場
合
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
保
険
者
は
未
経
過
期
間
に
対
す
る
保
険
料
は

返
還
す
ぺ
し
と
し
た
。
こ
の
判
例
に
つ
い
て
、
保
険
者
の
債
務
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
履
行
不
能
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
双
務
契
約
た
る
保
険

契
約
に
お
け
る
他
の
一
方
の
被
保
険
者
の
保
険
料
支
払
義
務
も
消
滅
す
ぺ
き
で
あ
る
、
と
い
う
賛
成
論
も
あ
る
が
、
学
説
は
分
れ
て
一
致
し
て
い
な

い
（
Ω
・
国
曽
窪
け
し
・
H
戸
旨
N
＆
F
O
げ
置
＜
＄
F
蜀
6
凛
）
。
そ
こ
で
保
険
証
券
上
に
明
確
な
規
定
が
望
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
九
四
四

年
貨
物
保
険
証
券
は
本
文
記
述
の
よ
う
に
不
可
分
の
原
則
に
立
つ
こ
と
を
明
言
し
た
。
も
っ
と
も
、
嘗
て
は
保
険
料
不
可
分
約
款
自
体
に
反
対
論
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
日
で
は
そ
の
有
効
性
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
現
行
船
舶
保
険
証
券
第
四
条
で
は
、
航
海
保
険
の
揚
合
と
期
間
保
険
の
場
合
を
区
別
し
、
前
者
で
は
不
可
分
の
原
則
に
立
っ
て
い
る
が
、
後

者
で
は
そ
れ
を
更
に
保
険
者
の
負
担
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
揚
合
と
、
免
責
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
揚
合
と
を
区
分
し
、
前
の
揚
合
に
の
み
保
険
料

を
不
可
分
と
し
て
い
る
。

　
（
2
）
　
保
険
料
は
こ
れ
を
保
険
契
約
締
結
の
と
き
に
支
払
う
二
と
が
往
時
で
は
多
く
の
揚
所
に
お
け
る
慣
習
で
あ
り
、
一
六
八
一
年
の
海
事
勅
令

も
こ
れ
を
認
め
て
い
た
。
こ
の
慣
習
は
英
後
陸
上
保
険
に
継
承
さ
れ
た
が
、
逆
に
海
上
保
険
で
は
放
棄
し
、
一
定
期
問
内
に
支
払
え
ば
よ
い
．
一
と
と

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五
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二
五
六

　
　
な
っ
た
。
た
と
え
ぱ
船
舶
保
険
で
は
一
〇
ケ
月
以
内
に
、
あ
る
い
は
船
舶
が
無
事
仕
向
地
に
到
達
し
た
と
き
支
払
わ
れ
、
貨
物
保
険
で
は
往
路
の
航

　
　
海
で
は
一
ケ
月
か
ら
六
ケ
月
以
内
に
、
往
復
航
海
で
は
船
舶
が
帰
港
し
た
と
き
に
支
払
わ
れ
た
。
し
か
し
現
今
で
は
保
険
料
の
支
払
を
延
期
す
る
こ

　
　
と
の
経
済
的
利
益
は
全
く
薄
れ
、
船
舶
保
険
の
揚
合
は
保
険
料
の
全
額
支
払
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
保
険
者
の
貴
任
は
開
始
し
、
期
間
保
険
の
揚
合
に

　
　
は
危
険
引
受
後
三
〇
日
以
内
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
保
険
証
券
一
四
条
｝
参
照
）
、
貨
物
保
険
で
も
本
文
の
よ
う
に
短
縮
さ
れ
た
。
R
・

　
　
力
嘗
苫
昌
』
＆
♪
霊
B
a
①
け
ω
①
ω
の
。
p
ロ
■
。
。
。
、

　
（
3
）
　
船
舶
保
険
で
は
若
干
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
一
年
証
券
第
一
四
条
参
照
。

三
　
保
険
契
約
の
締
結
に
関
し
て
賦
課
さ
れ
る
租
税
、
印
紙
税
、
登
録
税
な
ど
3
図
β
繕
○
酵
」
ヨ
客
錺
と
呼
ば
れ
る
諸
々
の
公
的
負

担
、
及
び
保
険
証
券
の
費
用
は
、
保
険
料
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
保
険
料
の
支
払
と
同
一
の
条
件
で
、
被
保
険
者
こ
れ
を
支
払
わ
な
け

　
　
　
　
ユ
　
　
レ

れ
ぱ
な
ら
な
い
（
衡
四
）
。

　
（
1
）
　
一
九
四
四
年
ま
で
は
保
険
取
引
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
保
険
金
額
材
あ
る
い
は
保
険
料
を
基
準
と
し
て
印
紙
税
（
今
o
津
留
岳
旨
σ
お
）
、
登

　
　
録
税
（
α
円
。
騨
山
、
。
、
一
↓
①
娘
曾
目
Φ
営
Φ
b
σ
）
な
ど
諸
々
の
税
（
一
巨
b
9
の
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
四
四
年
一
月
三
一
日
の
法
律
で
こ
れ
ら
の
税
は

　
　
　
一
切
廃
止
さ
れ
、
保
険
料
を
基
礎
と
し
て
算
出
さ
れ
る
単
一
年
税
（
鼠
器
三
昌
9
δ
）
が
と
っ
て
代
っ
た
。
税
率
は
保
険
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
っ

　
　
て
お
り
、
火
災
保
険
で
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
海
上
・
河
川
・
航
空
保
険
で
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
（
閃
ぢ
9
計
N
＆
ざ
臣
8
a
g

　
　
b
①
の
の
o
p
p
ω
一
）

　
（
2
）
　
船
舶
保
険
証
券
第
一
四
条
も
同
じ
。
な
お
一
九
二
八
年
貨
物
保
険
証
券
で
は
そ
の
第
二
三
条
で
、
租
税
、
印
紙
税
、
保
険
証
券
の
費
用
は
被
保

　
　
険
者
の
負
担
に
属
す
る
こ
と
は
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
四
四
年
証
券
の
よ
う
に
支
払
条
件
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

四
被
保
険
者
は
発
送
又
は
船
積
（
．
図
曇
梓
琶
に
関
す
る
萄
の
有
糞
纂
を
保
険
者
に
通
知
し
書
れ
ば
馨
な
釜
五
）
・
す



な
わ
ち
、
被
保
険
者
は
保
険
契
約
締
結
の
当
時
発
送
に
関
す
る
一
切
の
有
益
な
情
報
を
告
知
す
る
義
務
、
所
謂
告
知
義
務
を
負
う
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
、
保
険
契
約
締
結
後
に
生
じ
た
一
切
の
有
益
な
情
報
を
通
知
す
る
義
務
、
所
謂
通
知
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
告
知
及
び
通
知
す
べ
き
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

益
な
情
報
の
具
体
的
例
と
し
て
、
保
険
証
券
は
被
保
険
航
海
、
船
舶
の
名
称
及
び
各
船
舶
に
つ
き
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
金
額
を
挙
げ
て
い
る
。

　
（
1
）
　
被
保
険
者
が
保
険
契
約
締
結
の
当
時
重
要
な
事
実
を
告
げ
且
つ
重
要
な
事
項
に
つ
き
不
実
の
こ
と
を
告
げ
な
い
義
務
、
所
謂
告
知
義
務
に
つ
い

　
　
て
商
法
典
第
三
四
八
条
は
「
被
保
険
者
側
に
お
け
る
一
切
の
隠
蔽
、
一
切
の
虚
偽
の
陳
述
、
保
険
契
約
と
船
荷
証
券
と
の
間
に
お
け
る
一
切
の
相
違

　
　
に
し
て
、
危
険
の
見
解
を
軽
減
し
も
し
く
は
そ
の
対
象
物
を
変
更
す
る
と
き
は
、
保
険
を
無
効
な
ら
し
め
る
も
の
と
す
る
。
前
項
の
隠
蔽
、
虚
偽
の

　
　
陳
述
も
し
く
は
相
違
が
被
保
険
物
の
損
害
又
は
滅
失
に
つ
き
影
響
を
有
し
な
い
揚
合
に
お
い
て
も
ま
た
、
保
険
は
無
効
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。

　
　
こ
れ
に
反
し
て
保
険
契
約
締
結
後
危
険
が
変
更
し
た
揚
合
の
通
知
義
務
に
つ
い
て
は
陸
上
保
険
に
関
す
る
一
九
三
〇
年
の
保
険
契
約
法
第
一
七
条
の

　
　
如
き
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
し
か
し
判
例
は
海
上
保
険
に
お
い
て
も
通
知
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。

　
（
2
）
　
本
証
券
で
担
保
さ
れ
る
貨
物
は
、
反
対
の
特
約
な
き
限
り
、
予
定
保
険
に
関
し
第
三
五
条
一
に
定
め
る
船
舶
に
積
載
さ
れ
た
貨
物
に
限
定
さ
れ

　
　
る
。
な
お
、
右
以
外
の
船
舶
に
積
載
さ
れ
た
貨
物
に
つ
い
て
予
定
保
険
で
は
割
増
保
険
料
で
担
保
さ
れ
る
の
に
反
し
て
、
普
通
の
航
海
保
険
で
は
反

　
　
対
の
特
約
な
き
限
り
担
保
さ
れ
な
い
点
に
注
意
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

五
　
損
害
の
防
止
軽
減
義
務
（
○
げ
一
一
σ
q
暮
一
自
侮
．
暮
泳
建
醇
一
霧
Φ
浮
諾
含
ユ
呂
ロ
①
）
そ
の
も
の
は
商
法
典
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

新
証
券
（
勧
ハ
）
に
よ
れ
ば
、
被
保
険
物
を
救
助
し
、
あ
ら
ゆ
る
保
存
手
段
を
講
ず
る
こ
と
は
被
保
険
者
に
と
っ
て
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

保
険
者
に
と
っ
て
は
権
利
で
あ
る
。
故
に
、
保
険
者
は
自
ら
損
害
防
止
行
為
を
行
っ
て
差
支
な
い
し
、
船
舶
の
滅
失
又
は
航
海
不
能
の
揚

合
に
は
自
ら
の
手
で
再
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
被
保
険
者
は
こ
れ
に
全
面
的
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
険
者
が
被

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
八

保
険
物
の
救
助
に
着
手
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
責
任
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ぱ
委
付
の
承
認
と
看
倣
す
る
こ
と
は
で
き

　
　
（
3
）

な
い
。
被
保
険
者
は
ま
た
損
害
が
運
送
人
そ
の
他
の
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
責
任
あ
る
第
三
者
に
対
す
る
権
利

の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
適
時
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
保
存
行
為
を
被
保
険
者
自
身
の
み
な
ら
ず
、

荷
送
人
、
荷
受
人
な
ど
が
怠
っ
た
と
き
は
、
被
保
険
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
き
そ
の
責
に
任
ず
る
。
な
お
、
被
保
険
者
、

荷
送
人
、
荷
受
人
な
ど
が
責
任
あ
る
第
三
者
か
ら
損
害
賠
償
金
を
取
得
し
た
と
き
は
、
そ
の
金
額
は
保
険
価
額
と
保
険
金
額
の
割
合
に
応

じ
て
、
支
払
保
険
金
額
か
ら
減
額
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
実
損
害
填
補
の
原
則
か
ら
み
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
す
な
わ
ち
、
商
法
典
第
三
八
一
条
は
、
「
難
船
又
は
破
船
を
と
も
な
う
坐
礁
の
揚
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
は
…
…
海
難
物
件
の
恢
復
に
つ
と

　
　
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
後
、
具
体
的
に
は
第
三
八
八
条
は
被
保
険
者
は
抑
留
品
の
解
除
を
え
ん
が
た
め
に
、
で
き
る
限
り
の
一
切
の
注
意

　
　
を
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
に
止
ま
り
、
た
と
え
ば
被
保
険
者
が
損
害
防
止
義
務
を
怠
っ
た
揚
合
に
つ
い
て
も
、
明
文
の
規
定

　
　
は
な
か
っ
た
。
尤
も
そ
の
た
め
に
契
約
の
解
除
を
招
来
す
る
も
の
で
な
く
、
単
に
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
保
険
者
に
賠
償
す
る
に
止
ま
る

　
　
と
解
さ
れ
て
い
た
が
。
O
h
ヵ
6
①
拝
挙
晒
⊃
お
O
げ
肪
・

　
（
2
）
　
船
舶
保
険
証
券
第
一
六
条
も
こ
れ
と
同
じ
規
定
を
お
い
て
い
る
。

　
（
3
）
　
≦
玖
く
R
9
程
器
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

六
　
陸
上
保
険
で
は
保
険
者
の
代
位
が
明
文
を
以
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
海
上
保
険
者
の
代
位
権
を
認
め
た
規
定
は
商
法
典
に
は
な
い
。

し
か
し
一
九
四
四
年
貨
物
海
上
保
険
証
券
は
保
険
者
が
被
保
険
者
に
対
し
保
険
金
を
支
払
っ
た
と
き
は
、
保
険
者
が
支
払
っ
た
金
額
を
限

度
と
し
て
、
被
保
険
者
が
第
三
者
に
対
し
て
有
す
る
権
利
に
代
位
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
蜘
七
）
。
た
だ
陸
上
保
険
で
は
法
律
に
よ
っ
て



代
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
海
上
保
険
で
は
契
約
に
よ
っ
て
代
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
に
鑑
み
て
保
険
者
の
要
求
が
あ
れ
ぱ
、
被
保
険
者
は
領
収
証
中
に
ま
た
は
別
の
文
書
で
代
位
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
鯛
）
。

　
（
1
）
　
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
法
第
三
六
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
保
険
者
の
責
任
を
生
ぜ
し
め
た
る
損
害
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
り
て

　
　
生
じ
た
揚
合
に
お
い
て
、
保
険
者
が
保
険
金
を
支
払
っ
た
と
き
は
保
険
者
は
そ
の
支
払
っ
た
金
額
を
限
度
と
し
て
被
保
険
者
が
第
三
者
に
対
し
て
有

　
　
す
る
権
利
お
よ
ぴ
訴
権
に
代
位
す
る
」
。
い
ξ
臼
F
因
9
8
誘
留
一
、
器
誓
器
弩
8
馨
器
ざ
貫
ゆ
昌
ω
℃
o
箸
雲
賊
培
Φ
の
℃
。
霧
蟄
三
Φ
甲
U
■
ヌ
男
這
鴇
”

　
　
や
一
g
ψ
巳
く
、
こ
雲
3
9
■
、
8
ぎ
旨
窪
8
の
℃
8
鶏
玄
一
一
け
ひ
魯
旨
一
〇
呼
き
竜
o
誹
q
Φ
ω
琶
四
目
9
き
象
ω
。
。
弓
騨
目
目
。
鉾
一
〇
ω
ざ
b
・
b
。
N
。
δ

　
　
ω
巳
く
●
参
照
。

第
六
章
　
損
害
の
証
明

ロ　

険
者
は
被
保
険
物
が
被
保
険
危
険
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
っ
た
と
き
は
、
そ
の
損
害
を
填
補
す
る
責
に
任
ず
る
。
そ
れ
に
は
損
害
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

原
因
・
損
害
額
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
船
舶
保
険
と
違
っ
て
貨
物
保
険
で
は
、
損
害
の
原
因
、
性

質
、
金
額
を
続
っ
て
保
険
者
と
被
保
険
者
と
の
間
に
争
を
生
じ
易
い
。
こ
の
争
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
事
故
発
生
後
速
や
か
に
、
し
か

も
信
用
あ
る
人
の
証
明
を
う
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
貨
物
海
上
保
険
証
券
は
第
六
章
を
損
害
の
証
明
に
あ
て
、
証
明
の
方
法
及
び

効
力
に
つ
い
て
第
一
八
条
、
証
明
を
な
す
ぺ
き
期
間
に
つ
い
て
第
一
九
条
の
二
ヶ
条
を
お
い
て
い
る
。

　
（
1
）
　
船
舶
保
険
に
関
し
て
は
、
一
九
四
九
年
一
月
一
日
制
定
追
加
約
款
第
一
九
（
Ω
窪
器
の
呂
象
菖
o
け
β
Φ
一
一
。
の
図
浸
・
○
。
昌
る
・
け
魯
け
即
江
。
ロ
α
。
ω
騨
く
帥
吋
，

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
九
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二
六
〇

　
　
一
〇
。
。
。
カ
9
跨
暮
δ
塁
）
参
照
。

二
　
損
害
の
証
明
は
ア
｝
れ
を
一
定
の
人
に
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
保
険
証
券
第
一
八
条
に
よ
れ
ば
、
荷
受
人
は
損
害
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

発
生
し
た
と
き
は
ま
ず
世
界
の
主
要
港
に
い
る
海
上
保
険
中
央
委
員
会
（
O
o
日
一
鼠
○
。
暮
寅
一
自
霧
》
霧
ξ
。
彗
ω
ピ
跨
三
日
霧
）
の
海
損
委

員
（
8
ヨ
巨
、
．
即
一
擁
。
、
α
、
帥
く
卑
厩
一
①
ω
）
に
証
明
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
地
に
同
委
員
が
い
な
い
と
き
は
・
イ
ズ
の
海
損
委
員

又
は
国
際
運
送
保
険
連
盟
（
q
ロ
一
8
ぎ
3
導
葺
δ
昌
巴
Φ
α
Φ
ω
》
ω
ω
畦
き
8
の
↓
審
拐
b
o
ヰ
ω
）
の
海
損
委
員
に
依
頼
し
て
も
よ
い
。
こ
れ

も
い
な
い
と
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
港
で
は
商
事
裁
判
所
、
外
国
の
港
で
は
そ
の
地
方
の
関
係
官
庁
に
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し

荷
受
人
が
こ
れ
に
反
し
た
揚
合
、
換
一
一
一
一
目
す
れ
ぱ
右
の
順
序
に
従
わ
ず
、
又
は
右
以
外
の
人
に
証
明
を
依
頼
し
た
場
合
に
は
・
保
険
者
は
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

険
金
の
請
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
海
損
委
員
又
は
指
名
さ
れ
た
鑑
定
人
の
証
明
の
目
的
に
つ
い
て
一
九
二
八
年
証
券
は
何
等
の
規
定
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
が
・
判
例
は

海
損
額
の
証
明
で
あ
っ
て
、
損
害
原
因
や
被
害
物
の
評
価
と
は
関
係
が
な
い
と
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
新
証
券
は
「
損
害
及
び
滅

失
の
性
質
、
原
因
及
び
金
額
（
一
四
”
象
葺
ρ
ポ
9
岳
Φ
。
二
、
ぎ
8
ヰ
き
8
）
」
を
決
定
す
る
目
的
を
有
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

　
証
明
が
荷
受
人
の
同
意
を
え
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
は
協
議
上
の
対
席
鑑
定
（
Φ
超
震
試
器
”
巨
善
一
Φ
8
暮
壁
象
。
8
ヰ
Φ
）
と
し

て
の
価
値
を
有
す
る
。
鑑
定
に
対
し
て
不
満
が
あ
る
と
き
は
、
両
当
事
者
共
鑑
定
後
一
五
日
以
内
に
、
協
議
上
又
は
裁
判
上
の
反
対
鑑
定

人
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
証
明
に
要
し
た
費
用
及
び
報
酬
は
、
そ
の
損
害
が
保
険
者
の
負
担
危
険
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
れ
ば
・

そ
れ
と
損
害
額
と
の
合
計
が
被
保
険
物
の
保
険
価
額
を
超
え
る
と
き
と
雛
も
、
保
険
者
こ
れ
を
負
担
す
る
。

（
－
）
こ
．
モ
慈
し
な
け
れ
蜂
ら
漢
の
は
、
こ
の
よ
畠
馨
の
証
明
方
蒼
雲
厳
禁
定
象
あ
る
が
・
こ
れ
長
し
た
毒
藻
険
者



　
は
責
を
免
か
れ
る
こ
と
が
や
齢
か
と
い
う
に
止
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
と
異
な
る
人
又
は
順
序
に
よ
る
証
明
は
絶
対
的
に
何

　
等
の
効
力
を
有
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
保
険
者
が
こ
の
権
利
を
濫
用
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
。
実
際
上
は
、
事
故
が
発
生
す
れ
ば
被
保
険

　
者
は
直
ち
に
こ
れ
を
保
険
者
に
通
知
す
る
が
、
曙
の
際
海
損
委
員
の
指
名
を
保
険
者
に
要
求
し
、
あ
る
い
は
保
険
者
の
方
で
海
損
委
員
を
派
遣
す
る

　
と
い
う
形
で
解
決
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
O
o
旨
一
a
O
窪
ヰ
巴
α
o
の
｝
の
雲
お
二
鵠
窯
跨
蔭
巨
9
は
パ
リ
に
あ
る
、
フ
ラ
ン
ス
の
保
険
者
の
利
益
代
表
団
体
で
、
そ
れ
自
身
は
海
上
保
険

　
業
は
営
ま
ず
、
会
員
の
た
め
に
有
益
な
資
料
の
蒐
集
、
共
同
海
損
の
精
算
を
行
い
、
世
界
各
地
に
海
損
委
員
を
派
遣
、
事
故
が
発
生
し
た
と
き
の
損

　
害
の
査
定
な
ど
を
行
っ
て
い
る
Q
O
い
切
o
δ
鐘
“
U
陳
盈
あ
o
o
ロ
蒜
8
旨
昌
①
α
①
一
帥
の
鉾
9
葺
お
α
Φ
慰
器
雲
↓
魯
昌
。
①
目
霧
濤
一
一
昌
o
｛
吋
帥
言
巴
の
ρ
一
3
0
0
・

三
　
損
害
の
証
明
は
速
や
か
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
一
九
二
八
年
証
券
は
、
貨
物
が
運
送
人
か
ら
引
渡
さ
れ
た
と
き
か

ら
八
日
以
内
、
但
し
貨
物
が
目
的
地
に
到
着
し
て
か
ら
三
〇
日
以
内
に
証
明
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
め
て
い
た
。
し
か
し

こ
の
八
日
以
内
と
い
ヶ
の
は
短
期
に
過
ぎ
た
の
で
、
新
証
券
で
は
後
者
だ
け
を
生
か
し
、
貨
物
が
目
的
地
に
お
い
て
船
舶
そ
の
他
の
輸
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

用
具
か
ら
荷
卸
さ
れ
た
と
き
か
ら
三
〇
日
以
内
に
証
明
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
荷
受
人
は
こ
の
期
間
内
に
証
明
を
依
頼

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
た
と
き
は
、
保
険
者
は
保
険
金
の
支
払
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
期
間
内
に
鑑

定
が
終
了
す
る
こ
と
は
勿
論
、
鑑
定
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
期
間
内
に
証
明
を
依
頼
す
れ
ぱ
足
り
る
。

　
三
〇
日
の
期
間
は
、
あ
る
揚
合
に
は
短
縮
さ
れ
、
あ
る
揚
合
に
は
延
長
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
地
が
内
陸
の
揚
合
に
は
一
五
日
に

短
縮
さ
れ
、
反
対
に
、
特
別
の
合
意
に
よ
り
目
的
地
に
お
け
る
貨
物
の
担
保
期
間
が
右
の
三
〇
日
又
は
一
五
日
を
超
え
る
と
き
は
、
証
明

を
な
す
べ
き
期
間
も
そ
の
終
期
ま
で
延
長
さ
れ
る
。
ま
た
、
損
害
が
右
の
期
間
満
了
の
直
前
に
発
生
し
た
と
き
は
、
実
際
上
証
明
の
手
配

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
「
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六
二

を
す
る
．
一
と
は
困
難
だ
か
ら
、
損
害
が
期
間
満
了
の
三
日
前
以
後
に
発
生
し
た
と
き
は
、
証
明
期
間
も
三
日
間
延
長
さ
れ
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
期
間
は
第
九
条
に
定
め
ら
れ
た
保
険
期
間
の
終
期
、
す
な
わ
ち
貨
物
が
仕
向
地
に
到
達
し
た
後
担
保
さ
れ
る
期
間
の
最
大
限
と
全
く
同
｝

　
　
で
あ
る
。
事
故
が
保
険
期
間
の
終
了
後
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
が
保
険
期
間
と
証
明
期
間
の
食
違
か
ら
生
ず
る
の
を
こ
れ
に
よ
っ
て
防
止
し

　
　
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
保
険
期
間
が
第
九
条
の
定
め
る
所
に
よ
っ
て
最
大
限
度
よ
り
も
早
く
終
了
し
た
と
き
に
は
問
題
が
生
じ
う
る
。

　
（
2
）
　
但
し
、
判
例
（
℃
費
円
一
の
｝
N
ω
』
E
昌
一
℃
ま
）
も
認
め
る
通
り
、
荷
受
人
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
一
定
期
間
内
に
証
明
を
依
頼
で
き
な
い
と
き
は
、

　
　
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
七
章
損
害
の
填
補

一
　
保
険
者
は
一
定
の
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
填
補
す
る
責
に
任
ず
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
定
の
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を

す
べ
て
填
補
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
定
の
損
害
に
つ
い
て
は
そ
の
責
を
免
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
し
、
逆
に
物
質
的
損
害
の
他
に
一
定
の

費
用
損
害
に
つ
い
て
も
そ
の
責
に
任
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
保
険
者
は
、
一
定
の
場
合
に
は
被
保
険
物
を
委
付
し
て
保
険
金
全
額
を
請

求
す
る
権
利
を
被
保
険
者
に
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
損
害
填
補
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
一
九
四
四
年
貨
物
保
険
証
券
は
第
七
章

を
あ
て
、
第
二
〇
条
（
精
算
の
方
法
）
、
第
二
一
条
（
保
険
者
負
担
額
の
決
定
）
、
第
二
二
条
（
免
責
歩
合
）
、
第
二
三
条
（
共
同
海
損
分
担
額
）
・
第
二

四
条
（
委
付
）
、
第
二
五
条
（
保
険
金
の
支
払
）
、
第
二
六
条
（
時
効
）
、
第
二
七
条
（
保
険
者
の
責
任
制
限
）
の
八
ヶ
条
を
お
い
て
い
る
・
前
述
第
五
・

六
章
が
被
保
険
者
の
義
務
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
七
章
は
い
わ
ぱ
保
険
者
の
義
務
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

二
　
保
険
者
は
保
険
価
額
の
一
定
割
合
の
損
害
に
つ
い
て
は
そ
の
貴
を
負
わ
な
い
。
こ
の
免
責
歩
合
（
ぼ
き
。
ぼ
器
）
は
一
九
四
四
年
証
券



で
は
序
論
で
述
べ
た
よ
う
に
一
率
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
笙
一
）
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
は
原
則
と
し
て
保
険
価
額
の
五
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

ー
セ
ン
ト
に
当
る
金
額
を
控
除
し
て
、
損
害
を
填
補
す
る
。
但
し
、
単
独
海
損
不
担
保
条
件
で
列
挙
さ
れ
た
危
険
、
所
謂
①
く
．
ロ
。
旨
。
導

目
巴
①
薮
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
対
し
て
は
、
液
体
貨
物
の
場
合
は
こ
れ
を
除
き
、
免
責
歩
合
の
適
用
は
な
い
。
ま
た
費
用
損
害
（
壕
）
、

共
同
海
損
分
担
額
に
つ
い
て
も
免
責
歩
合
は
適
用
さ
れ
な
い
。
な
お
売
買
契
約
上
又
は
慣
習
上
定
ま
っ
て
い
る
普
通
の
漏
洩
、
漏
出
、
目

減
り
（
8
巳
品
①
o
置
甘
巴
3
象
。
げ
9
雲
ぼ
巴
暮
o
留
唇
9
Φ
）
、
換
言
す
れ
ば
、
航
海
に
お
い
て
通
常
生
ず
る
団
↓
Φ
一
旨
Φ
伍
。
目
。
舞
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

は
・
は
じ
め
か
ら
保
険
者
の
担
保
し
な
い
所
で
あ
っ
て
、
免
責
歩
合
と
は
関
係
な
い
。

　
免
責
歩
合
は
保
険
価
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
保
険
価
額
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
程
、
填
補
さ
れ
な
い
額
も
大
き
い

結
果
と
な
る
。
こ
の
不
合
理
を
是
正
す
る
た
め
に
、
一
個
二
個
と
勘
定
で
き
る
貨
物
は
、
そ
れ
が
全
体
の
貨
物
の
一
部
で
あ
る
と
否
と
に

拘
ら
ず
一
個
毎
に
（
短
↓
8
房
）
計
算
さ
れ
、
バ
ラ
積
貨
物
は
船
船
毎
に
（
b
畦
。
巴
。
）
、
も
し
船
船
の
中
で
荷
主
毎
に
更
に
区
分
し
て

バ
ラ
積
さ
れ
て
い
る
と
き
は
そ
れ
毎
に
（
唇
霞
－
8
目
讐
Φ
）
計
算
さ
れ
る
（
紅
○
）
。

（
、
）
フ
ラ
ζ
で
播
案
免
墓
合
を
超
え
た
と
薯
も
、
そ
註
編
禦
ら
控
除
え
る
豪
特
色
で
あ
っ
た
が
、
葬
国
に
な
ら
．
て
、

　
損
害
が
免
責
歩
合
に
達
し
た
と
き
は
こ
れ
を
控
除
せ
ず
損
害
組
全
額
を
填
補
す
る
追
加
約
款
と
、
免
責
歩
合
を
全
然
適
用
し
な
い
追
加
約
款
が
制
定

　
憾
れ
た
。
し
か
し
何
れ
の
場
合
で
も
、
通
常
生
ず
る
目
減
り
は
控
除
さ
れ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
9
自
の
巴
頓
、
等
§
ぎ
§
慧
㌦
評
乙
ぎ
管
一
。
霊
黄
伍
菖
。
ω
ぎ
塁
8
旨
轟
。
a
。
一
、
翼
一
。
一
①
鐸
一
①
署
①
嘆
憂
g
騨
く
騨
↓
一
Φ
ω

星
藝
霧
ヨ
象
ひ
目
瞳
①
一
一
多
毎
。
の
ρ
§
①
一
一
・
の
倉
曇
・
蚕
＆
、
§
舅
ぴ
善
き
①
昌
蕃
・
。
け
。
ひ
の
孚
β
℃
”
擁
帥
α
－
吋
騨
嘗
Φ
盆
。
一
、
帥
円
菖
．
一
。

卜⊃

幕
審
の
釜
塗
一
け
お
§
§
9
曇
Φ
邑
Φ
α
巴
魯
。
巨
。
駐
ρ
邑
魯
帥
・
暮
ω
。
q
Φ
…
…
．
．
．
．
．
．
。
の
轟
け
①
ゆ
昌
一
。
．
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二
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三
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二
六
四

　
　
　
。
い
さ
の
同
一
。
・
1
き
』
“
、
、
斜
。
議
“
恥
§
恥
、
壕
§
罫
貯
評
乙
ぎ
量
。
一
蛋
・
二
善
。
ω
一
鉱
。
諾
8
旨
§
＆
①
一
、
註
。
一
Φ
卜
・
卜
・
｝
一
。
ζ
器
ω
。
叶

　
　
餌
奉
『
岬
⑦
。
。
寅
§
自
ぎ
2
憂
ぴ
量
一
Φ
。
・
ω
。
暮
碁
一
婁
馨
。
－
p
葺
。
象
恥
§
一
8
ρ
ま
。
亀
区
。
一
障
吋
。
葺
ρ

　
　
（
2
）
　
新
海
上
保
険
法
草
案
第
六
三
条
も
、
免
責
歩
合
と
航
海
中
の
通
常
の
目
減
り
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
。

三
　
保
険
者
の
填
補
額
の
計
算
は
、
差
額
法
（
諺
σ
q
8
ヨ
。
旨
℃
跨
象
隷
器
導
。
）
で
は
な
く
、
割
合
法
（
抽
笹
o
彗
o
旨
℃
貰
B
o
葺
ぴ
）
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貨
物
の
無
事
到
達
価
額
（
〈
巴
Φ
畦
餅
一
、
傘
暮
ω
巴
ロ
）
と
殿
損
到
達
価
額
（
〈
巴
Φ
霞
窪
警
暮
匙
零
貰
◎

の
差
額
で
は
な
く
、
両
者
の
割
合
羨
険
価
額
藁
じ
奢
の
が
保
険
者
震
補
す
べ
茎
額
£
ぎ
一
）
・
盤
到
達
価
額
の
決
覆

必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
競
売
に
よ
る
の
も
一
策
で
あ
る
。
し
か
し
時
と
場
所
に
よ
っ
て
は
公
平
な
競
売
が
行
わ
れ
る
と

は
限
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
競
売
を
行
う
に
は
当
事
者
の
合
意
を
必
要
と
す
る
。

　
運
賃
額
を
貨
物
の
価
額
に
算
入
せ
ず
、
別
個
に
運
賃
保
険
契
約
を
締
結
し
た
揚
合
も
、
運
賃
保
険
者
の
責
任
額
は
右
の
割
合
を
運
賃
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

保
険
価
額
に
乗
じ
て
決
定
さ
れ
る
。

　
航
海
の
途
中
で
損
害
を
蒙
っ
た
貨
物
ー
た
と
え
ば
機
械
1
が
製
造
地
以
外
で
は
修
理
不
能
の
と
き
、
保
険
者
は
そ
れ
を
製
造
地
た

る
発
航
港
に
返
送
．
修
理
し
、
再
運
送
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
揚
合
に
は
こ
れ
に
要
し
た
費
用
は
、
そ
の
た
め
に
保

険
者
の
責
任
額
が
保
険
価
額
を
超
え
る
と
き
と
難
も
、
保
険
者
こ
れ
を
負
担
す
る
。

　
（
1
）
　
新
海
上
保
険
法
草
案
も
第
六
二
条
に
同
一
趣
旨
あ
規
定
を
お
い
て
い
る
。

　
（
2
）
　
し
た
が
っ
て
運
賃
を
別
個
に
契
約
し
た
揚
合
と
、
貨
物
の
価
額
に
算
入
し
て
契
約
し
た
揚
合
と
は
同
じ
結
果
に
な
る
。

四
　
保
険
者
は
被
保
険
物
の
物
質
的
損
害
の
み
な
ら
ず
、
被
保
険
者
が
負
担
す
る
共
同
海
損
分
担
額
に
つ
い
て
も
・
保
険
価
額
に
比
例
し

、



て
、
そ
の
責
に
任
ず
る
（
影
一
一
一
）
。
こ
の
揚
合
、
保
険
者
の
負
担
に
属
す
る
単
独
海
損
が
あ
れ
ば
、
保
険
価
額
か
ら
控
除
し
て
計
算
さ
れ
る
。

し
か
し
、
保
険
者
は
、
単
に
精
算
の
結
果
確
定
し
た
被
保
険
者
の
共
同
海
損
分
担
額
を
填
補
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
被
保
険
者
が
共
同
海
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ロ

分
担
額
仮
払
金
（
8
旨
ユ
σ
暮
一
自
嘆
。
≦
ω
o
富
）
を
支
払
っ
た
と
き
は
、
被
保
険
者
に
対
し
て
そ
の
金
額
を
支
払
う
。
但
し
精
算
の
結
果

確
定
し
た
分
担
額
が
右
の
金
額
以
下
で
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
被
保
険
者
は
保
険
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
実
際
上
は
更
に
進
ん
で
次
の
追
加
約
款
（
一
九
五
三
年
ま
で
の
例
外
約
款
C
と
同
じ
）
を
挿
入
す
る
．
】
と
に
よ
り
、
保
険
者
が
被
保
険
者
に
代

　
　
っ
て
直
接
共
同
海
損
分
担
額
仮
払
金
を
支
払
い
、
又
は
共
同
海
損
分
担
額
支
払
保
証
状
を
発
行
す
る
。
勿
論
ア
｝
の
揚
合
に
も
仮
払
金
、
又
は
保
証
額

　
　
が
第
二
三
条
に
定
め
た
保
険
者
の
負
担
額
を
超
え
る
分
に
つ
い
て
は
被
保
険
者
の
負
担
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
o
　
O
一
ゆ
β
o
o
O
山
一
く
Φ
目
の
O
ω

　
　
　
0
冨
q
旨
一
〇
。
，
1
9
蕊
憶
＆
ミ
ざ
§
醤
S
鍔
蔑
ま
画
、
§
ミ
帖
跨
8
ミ
馨
§
墓
匂
（
9
§
鴇
警
旨
穿
難
§
賊
§
）
．
b
跨
象
8
撃
寓
曾
程
図
色
ε
o
巴
げ
ゆ
〇
一
一
の

　
　
8
暮
芭
誘
留
一
区
一
。
一
①
8
駐
o
。
巳
ゆ
江
8
ω
象
昏
卑
互
窪
。
器
α
、
ひ
抵
器
馨
昌
ε
。
薯
彗
α
。
旨
一
・
①
二
善
似
β
一
一
語
一
Φ
一
昌
。
暮

　
　
欝
§
奮
8
目
旨
毒
聲
一
。
。
・
・
。
琶
馨
奮
の
。
毯
督
ひ
①
ω
の
。
の
β
げ
鋒
霞
。
旨
2
、
婁
鼠
弩
の
区
①
一
昌
騨
＆
Φ
℃
。
ロ
賊
＜
Φ
咳
の
Φ
味
一
口

　
　
8
葺
§
ぎ
ε
§
ぎ
一
冨
伍
Φ
暴
条
①
。
ε
。
貰
h
。
毒
三
g
帥
蓉
一
8
。
£
§
旨
＆
①
冒
Φ
誉
①
一
一
孟
Φ
一
簿
。
。
暮
弓
一
げ
暮
一
。
区
、
融
一
く
帥
弓
一
①
の

　
　
。
§
馨
暴
酵
琶
の
。
§
二
、
霧
鼠
α
。
冨
尋
三
①
駕
ω
ω
墓
塞
Φ
＆
。
一
震
団
貫
け
三
。
β
ω
一
①
ω
象
目
Φ
一
一
け
・
，
募
。
。
の
ω
即
一
吋
①
の
か

　
　
一
・
鼠
。
昌
8
α
g
。
け
3
8
。
＜
貫
一
。
一
ご
一
．
。
げ
凝
聾
。
け
唱
。
霞
一
。
臣
ω
ω
自
貫
区
①
＄
の
言
鋒
諾
3
一
、
婁
畦
曾
①
奉
暮
§
↑
①
h
。
誌
2
Φ

　
　
山
き
の
昼
馨
弩
Φ
。
ウ
ニ
窃
。
ぎ
。
艮
§
Φ
ω
旨
註
。
急
ぎ
医
。
8
暮
の
g
含
Φ
一
善
・
、
①
君
ゆ
。
冒
。
旨
扇
一
①
ω
霧
畦
①
・
一
あ
α
Φ
ω
．
『

　
　
O
O
β
塩
O
吋
目
一
Φ
β

　
　
　
ω
一
身
馨
q
。
8
碁
§
g
ゆ
喜
。
β
」
。
翼
ω
弩
Φ
彗
の
器
霞
。
衰
婁
彗
①
憂
㍗
〈
。
蓉
⊇
一
・
①
§
鼠
げ
β
梓
δ
唇
8
含
。
一
お
ξ
働
，

　
　
　
　
】

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
五
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二
六
六

　
　
一
窪
お
餅
。
亀
Φ
2
二
窪
巳
注
8
臣
竃
魯
ε
忌
。
註
8
3
一
、
跨
浮
一
。
8
留
の
9
＆
三
・
塁
象
ま
邑
霧
曾
環
o
ξ
巳
擁
8
養
g
宕
霞

　
　
目
日
。
一
・
琶
訴
。
。
唇
窪
Φ
ξ
似
一
①
霞
①
一
茜
夷
Φ
馨
暮
象
ゆ
巳
冨
二
①
＆
幹
母
§
一
①
＝
、
婁
二
泳
ω
Φ
声
梓
g
β
α
Φ
一
①
瑳
吋
弩
σ
。
畦
の
震
器
塁

　
　
塗
巴
一
、
塞
盆
。
・
呂
①
8
馨
ま
象
g
2
、
一
一
㎝
程
8
暮
巴
邑
潤
薔
急
。
ρ
α
Φ
ω
①
誓
げ
ω
け
一
葺
Φ
3
Φ
・
巷
窪
二
ほ
§
け
善
恥
①
。
葺
一
g

　
　
象
冨
器
き
江
①
彗
。
轟
轟
。
ヨ
。
翼

五
　
被
保
険
者
は
一
定
の
揚
合
に
は
被
保
険
物
を
委
付
し
て
、
保
険
金
の
全
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
て
一
定
の
揚
合
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
て
商
法
典
で
は
船
舶
保
険
、
貨
物
保
険
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
七
つ
の
揚
合
を
掲
げ
て
い
る
が
、
実
際
の
保
険
証
券
で
は
船
貨
共
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
こ
れ
を
制
限
し
て
い
る
。
一
九
四
四
年
貨
物
保
険
証
券
も
一
九
二
八
年
証
券
と
同
様
、
委
付
し
う
る
揚
合
と
し
て
次
の
四
つ
の
場
合
を

掲
げ
て
い
る
。

　
ω
　
行
方
不
明
の
揚
合
。
行
方
不
明
の
期
間
は
、
遠
洋
航
海
で
は
汽
船
三
ヶ
月
、
帆
船
六
ヶ
月
、
沿
岸
航
行
で
は
汽
船
二
ヶ
月
、
帆
船

四
ヶ
月
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
期
間
は
最
後
の
報
道
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
起
算
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
報
道
が
一
般
的
に
阻
害
さ
れ
て
い
る

と
き
は
そ
の
期
間
は
算
入
さ
れ
な
い
。
被
保
険
者
は
船
舶
発
航
の
日
と
船
舶
が
到
着
し
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
＠
　
貨
物
が
負
担
危
険
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
り
、
積
出
港
ま
た
は
仕
向
港
以
外
の
地
、
す
な
わ
ち
避
難
港
で
売
却
さ
れ
た
揚
合
。
な
お

積
出
港
を
出
港
の
後
、
避
難
の
た
め
に
帰
港
し
、
そ
こ
で
売
却
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
は
積
出
港
で
は
な
く
、
避
難
港
で
売
却
さ
れ
た
も

の
と
し
て
こ
れ
を
委
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
の
　
積
載
船
舶
が
航
海
を
継
続
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
に
至
り
、
且
つ
一
定
期
間
内
に
貨
物
を
仕
向
地
へ
運
送
で
き
な
い
揚
合
。

　
⑭
保
険
者
の
負
担
し
た
危
険
に
よ
っ
て
貨
物
の
蒙
っ
た
損
害
が
、
保
険
価
額
の
四
分
の
三
に
達
し
た
揚
合
。
損
害
額
の
計
算
は
前
述



し
た
通
り
第
一
八
条
ー
二
一
条
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
物
質
的
損
害
に
つ
い
て
の
み
行
わ
れ
、
費
用
は
こ
れ
を
含
ま
な
い
。

　
以
上
の
四
揚
合
の
何
れ
か
一
つ
に
該
当
す
る
と
き
、
被
保
険
者
は
委
付
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
保
険
者
は
、
委
付
を
承
認
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
（
6
）

る
か
、
又
は
所
有
権
の
移
転
な
き
全
損
と
し
て
処
理
す
る
か
を
選
択
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。

（
1
）
　
ω
　
捕
獲
の
揚
合
、
＠
　
難
船
の
揚
合
、
四
　
破
壊
を
伴
う
坐
礁
の
揚
合
、
同
　
海
上
事
故
に
よ
る
航
海
不
能
の
揚
合
、
困
　
外
国
国
権
の
抑

　
留
の
揚
合
、
8
　
被
保
険
物
の
滅
失
ま
た
は
殿
損
が
少
く
と
も
そ
の
四
分
の
三
に
達
す
る
揚
合
、
㈲
航
海
が
開
始
さ
れ
た
後
に
、
政
府
の
命
令
に

　
よ
り
抑
留
さ
れ
た
揚
合
で
あ
る
。
第
三
六
九
条
参
照
。

（
2
）
　
船
舶
保
険
で
船
舶
を
委
付
で
き
る
場
合
は
次
の
二
つ
の
揚
合
で
あ
る
。
勉
D
　
船
舶
の
行
方
不
明
（
行
方
不
明
の
期
間
は
貨
物
保
険
と
同
様
、
遠

　
洋
航
海
で
は
三
ヶ
月
、
沿
岸
航
行
で
は
二
ヶ
月
）
又
は
全
損
の
場
合
。
＠
　
船
舶
が
担
保
危
険
に
よ
っ
て
航
海
不
能
に
陥
っ
た
揚
合
。
船
舶
の
修
繕

　
費
が
保
険
評
価
額
の
四
分
の
三
を
超
え
た
と
き
、
船
舶
が
修
繕
に
必
要
な
物
質
的
手
段
を
入
手
で
き
な
い
と
き
に
航
海
不
能
に
陥
っ
た
も
の
と
看
倣

　
さ
れ
る
（
船
舶
保
険
証
券
第
ニ
ニ
条
参
照
）
。

（
3
）
　
一
九
二
八
年
証
券
第
二
一
条
参
照
。

（
4
）
　
事
故
が
ヨ
ー
・
ッ
バ
沿
岸
、
地
中
海
・
黒
海
に
面
し
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
沿
岸
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
以
外
の
太
西
洋
沿
岸
で
発
生
し
た
と
き
は
四

　
ヶ
月
、
そ
の
他
の
揚
所
で
発
生
し
た
と
き
は
六
ヶ
月
と
さ
れ
、
被
保
険
者
が
航
海
不
能
を
保
険
者
に
通
知
し
た
日
か
ら
起
算
さ
れ
る
（
二
四
条
一
C
）
。

（
5
）
　
委
付
に
よ
る
被
保
険
物
の
所
有
権
移
転
は
、
保
険
者
に
と
っ
て
常
に
利
益
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
不
利
益
を
蒙
る
こ
と
も
あ
る
。
保
険
者
は
被

　
保
険
物
の
所
有
者
と
し
て
そ
の
保
存
・
救
助
・
撤
去
費
を
支
出
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
嘗
て
は
こ
の
不
利
益
も
問
題

　
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
蓋
し
保
険
者
は
、
商
法
典
第
二
一
六
条
第
四
項
「
港
又
は
碇
泊
所
の
避
難
所
内
、
海
港
内
又
は
通
航
用
の
内
水
に
於
て
船
舶

　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
の
遭
難
あ
り
た
る
場
合
、
同
じ
く
港
の
工
作
物
上
に
船
舶
の
加
え
た
海
損
の
場
合
に
お
い
て
、
船
舶
所
有
者
は
国
に
対
し
て
も
同
じ
く
、
取
除
又
は

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
七
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二
六
八

修
繕
の
一
切
の
費
用
な
ら
ぴ
に
一
切
の
損
害
賠
償
に
つ
き
船
舶
及
ぴ
船
積
運
送
品
の
運
送
賃
を
委
付
し
て
そ
の
責
を
免
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

い
う
規
定
に
よ
っ
て
、
難
破
物
を
委
付
し
て
そ
の
撤
去
義
務
を
免
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
商
法
典
第
二
一
六
条
に
よ
る
免
貴
委

付
は
難
破
物
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
参
事
院
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
保
険
者
と
し
て
は
別
の
対
策
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

　
保
険
者
の
責
任
は
保
険
証
券
に
定
め
ら
れ
た
保
険
金
額
を
常
に
限
度
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
保
険
者
が
保
険
金
額
の
全
額
を
支
払
っ
た
以
上
、
難

破
物
の
撤
去
費
を
負
担
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
議
論
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
こ
の
揚
合
の
撤
去
義
務
は
保
険
契
約
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な

く
て
、
所
有
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
が
被
保
険
者
に
対
し
て
負
う
義
務
で
は
な
く
て
、
第
三
者
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
ま
た
、
何
人
も
贈
与
を
拒
絶
し
う
る
と
同
様
に
、
保
険
者
は
所
有
権
の
移
転
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
移
転
は
無
償
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
保
険
金
の
対
価
と
し
て
移
転
す
る
の
で
あ
る
。

　
判
例
も
ま
た
、
所
有
権
の
移
転
な
き
委
付
は
な
い
と
し
、
保
険
者
が
所
有
梅
の
移
転
を
拒
絶
す
る
権
利
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
↓
二
『

8
葺
切
o
話
P
轟
砦
ユ
一
這
撃
）
。
か
く
て
保
険
者
は
本
文
の
よ
う
な
選
択
約
款
を
保
険
証
券
に
挿
入
す
る
こ
と
と
し
た
。
選
択
約
款
は
裁
判
所
に

よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
て
い
る
（
U
①
国
即
く
お
る
ヨ
巴
這
撃
）
。
し
か
し
こ
れ
が
委
付
の
本
質
を
大
き
く
変
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
ぺ
き
事
実
で
あ

る
。
実
際
そ
れ
は
最
早
委
付
で
は
な
い
。
被
保
険
者
が
委
付
す
る
権
利
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
被
保
険
者
は
依
然
と
し
て
所
有
者
で

あ
る
こ
と
に
よ
り
負
担
す
ぺ
き
撤
去
費
な
ど
の
費
用
に
つ
い
て
別
個
の
保
険
契
約
を
締
結
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
ソ
｛
8
ざ
F

ゼ
①
象
一
巴
ω
器
日
Φ
旨
盆
器
一
、
器
ω
霞
き
8
日
匿
訟
誉
。
■
一
3
♪
や
9
ご
空
需
昌
昌
N
。
。
鼻
ご
o
冨
薯
。
程
き
置
ホ
鴇
u
薮
＄
F
q
器
首
℃
o
学

富
暮
Φ
ぎ
昌
o
＜
碧
δ
昌
①
ロ
目
緯
膨
お
8
象
鼠
δ
器
唐
①
纂
■
ド
8
怠
因
o
ダ
U
o
け
ρ
図
却
や
轟
参
照
。

　
な
お
、
船
舶
保
険
証
券
第
ニ
ニ
条
も
ま
た
、
委
付
の
承
認
と
全
損
と
し
て
の
処
理
と
の
何
れ
か
を
選
択
す
る
権
利
を
保
険
者
に
与
え
て
い
る
。
但

し
貨
物
保
険
と
異
な
り
、
保
険
者
は
、
被
保
険
者
が
委
付
の
意
思
表
示
を
な
し
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
選
択
の
結
果
を
被
保
険
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
、
保
険
者
の
選
択
が
い
つ
ま
で
も
な
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
被
保
険
者
の
不
利
益
を
避
け
て
い
る
。



　
（
6
）
　
新
海
上
保
険
法
草
案
は
そ
の
第
六
四
条
に
貨
物
保
険
で
委
付
し
う
る
揚
合
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
の
四
揚
合
の
他
に
、
貨
物
の
紛
失
又
は
全
部

　
　
的
損
壊
の
揚
合
と
、
海
賊
に
掠
奪
さ
れ
て
四
ヶ
月
以
内
に
返
還
さ
れ
な
い
揚
合
を
掲
げ
て
い
る
。
特
に
海
賊
に
よ
る
掠
奪
の
一
項
を
設
け
ら
れ
た
の

　
　
は
、
前
述
の
よ
う
に
新
法
が
盗
難
危
険
担
保
主
義
を
と
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
第
六
五
条
は
戦
争
危
険
が
特
約
に
よ
り
担
保
さ
れ
た
と
き
は
、
外

　
　
国
官
憲
に
よ
り
一
定
期
間
傘
捕
、
捕
獲
又
は
抑
留
さ
れ
て
解
放
さ
れ
な
い
揚
合
に
も
委
付
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

六
　
保
険
金
を
請
求
す
る
に
は
、
船
荷
証
券
其
他
の
書
類
を
提
出
し
て
損
害
を
蒙
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
保
険
金
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ー
×
2
）

必
要
な
証
明
書
類
が
提
出
さ
れ
た
と
き
か
ら
三
〇
日
以
内
に
、
保
険
証
券
と
引
換
に
、
又
は
保
険
証
券
に
支
払
の
旨
記
載
し
て
支
払
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
。
保
険
金
支
払
の
際
、
そ
れ
ま
で
に
被
保
険
者
が
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
保
険
料
は
す
べ
て
保
険
金
と
相
殺
さ
れ
る
。
但
し
保
険
証
券

が
事
故
発
生
前
に
善
意
の
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
提
示
さ
れ
た
保
険
証
券
に
関
す
る
未
払
保
険
料
と
相
殺
し
う
る
に

止
ま
る
（
紀
五
）
。

　
（
1
）
　
商
法
典
は
第
三
八
二
条
に
、
委
付
あ
り
た
る
揚
合
に
は
保
険
金
は
、
特
約
な
き
限
り
、
三
ヶ
月
以
内
に
支
払
わ
る
ぺ
き
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、

　
　
其
他
の
揚
合
に
つ
い
て
は
何
等
の
規
定
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
保
険
証
券
は
保
険
金
の
支
払
期
間
に
つ
い
て
明
文
を
お
い
た
が
、
委
付
の

　
　
揚
合
に
限
ら
ず
一
率
に
一
ヶ
月
以
内
と
し
た
。
現
行
船
舶
保
険
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
同
証
券
第
三
〇
条
参
照
。

　
（
2
）
　
保
険
金
支
払
の
揚
所
に
つ
い
て
は
保
険
証
券
に
明
文
が
な
い
。
し
か
し
民
法
典
第
一
二
四
七
条
に
よ
り
、
反
対
の
特
約
な
き
限
り
、
保
険
者
の

　
　
住
所
で
支
払
わ
れ
る
。
○
い
幻
首
Φ
茎
戸
ミ
o
o
い

　
（
3
）
　
被
保
険
者
が
保
険
料
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
対
処
す
る
た
め
、
第
一
三
条
で
保
険
契
約
の
効
力
の
自
動
的
停
止
が
、
第
二
九
条
で
保
険
者
の
解

　
　
除
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
猶
予
期
間
内
に
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
保
険
者
の
貴
任
に
免
か
れ
な
い
。
そ
こ
に
本
条
の
存
在
理
由
が
あ
る
。

七
　
商
法
典
第
四
三
二
条
は
「
冒
険
貸
借
契
約
又
は
保
険
契
約
証
券
よ
り
生
ず
る
一
切
の
訴
権
は
、
契
約
の
日
よ
り
起
算
し
五
年
を
経
過

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
九

’
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二
七
〇

す
る
と
き
は
、
時
効
に
よ
り
て
消
滅
す
る
」
と
規
定
し
、
保
険
契
約
よ
り
生
ず
る
訴
権
に
つ
い
て
は
特
に
短
期
の
時
効
期
間
に
服
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

て
い
る
が
、
貨
物
保
険
証
券
は
更
に
一
定
の
揚
合
に
は
こ
れ
を
一
年
に
短
縮
し
て
い
る
（
粧
ハ
）
。

　
（
1
）
　
一
定
の
揚
合
と
は
左
の
場
合
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
単
独
海
損
及
ぴ
四
分
の
三
以
上
の
損
害
に
よ
る
委
付
（
二
四
条
一
d
）
の
揚
合
－
鑑
定
書
、
反
対
鑑
定
書
そ
の
他
の
証
明
書
の
日
附
か
ら

　
　
　
起
算
（
二
六
条
二
項
）
O

　
　
　
回
　
行
方
不
明
に
よ
る
委
付
（
二
四
条
一
a
）
の
揚
合
－
委
付
を
な
し
う
ぺ
き
期
間
の
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
（
二
六
条
三
項
）
。

　
　
　
囚
　
再
輸
送
不
能
に
よ
る
委
付
（
二
四
条
｝
c
）
の
揚
合
1
㈲
に
同
じ
（
二
六
条
三
項
）
。

　
　
　
ω
　
航
海
の
途
中
に
お
け
る
売
却
に
よ
る
委
付
（
二
四
条
一
b
）
の
場
合
i
売
却
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
（
二
六
条
三
項
）

　
　
　
㈱
　
共
同
海
損
の
揚
合
－
被
保
険
者
又
は
荷
受
人
が
分
担
額
を
支
払
っ
た
日
か
ら
起
算
（
二
六
条
四
項
）
。

　
　
　
た
だ
、
保
険
者
が
こ
の
短
期
時
効
を
援
用
し
て
保
険
金
支
払
の
責
を
免
か
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
実
際
上
な
い
。

八
　
危
険
が
一
通
の
保
険
証
券
を
以
て
数
人
の
保
険
者
に
ょ
り
引
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
揚
合
、
各
保
険
者
は
各
自
自
己
の
引

受
金
額
の
総
引
受
金
額
に
対
す
る
割
合
で
損
害
填
補
の
責
を
負
う
に
止
ま
り
、
連
帯
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
各
保
険

者
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
保
険
証
券
を
発
行
と
し
た
と
き
と
事
情
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
被
保
険
者
は
、
一
保
険
者
が
支
払
不
能
に
陥

っ
た
揚
合
そ
の
保
険
者
の
責
任
額
の
支
払
を
他
の
保
険
者
に
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
保
険
者
は
、
他
の
保
険
者
が
填
補
の
責
に

任
じ
て
も
、
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
支
払
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
各
保
険
者
は
そ
の
引
受
金
額
を
限
度
と
し
て
そ
の
貴
に
任
ず
る
。
但
し
前
述
の
よ
う
に
損
害
調
査
費
用
（
熊
八
）
汲
び
貨
物
輸
送
費
用
（
髭
）



に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
損
害
額
と
の
合
計
が
引
受
金
額
を
超
え
る
揚
合
に
も
、
そ
の
全
額
を
填
補
す
る
（
紅
七
）
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
保
険
者

の
要
請
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
る
費
用
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
貨
物
に
よ
っ
て
は
契
約
締
結
の
当
時
保
険
価
額
が
確
定
せ
ず
、
後
日
確
定
次
第
通
知
す
る
こ
と
に
し
て
仮
の
価
額
で
契
約
さ
れ
る
射
合

が
あ
る
。
．
一
の
揚
合
に
は
保
険
者
の
責
任
は
こ
の
仮
の
価
額
を
超
え
な
い
。
し
か
し
予
定
保
険
で
は
確
定
価
額
が
仮
の
価
額
を
超
え
た
と

き
は
確
定
価
額
に
よ
る
。
た
だ
後
述
の
よ
う
に
予
定
保
険
で
は
保
険
者
の
責
任
を
一
定
額
に
制
限
す
る
覧
鋒
o
邑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
（
1
）
　
新
海
上
保
険
法
草
案
第
七
条
も
「
同
一
危
険
が
同
一
契
約
に
お
い
て
多
数
の
保
険
者
に
よ
り
担
保
さ
れ
た
と
き
は
、
各
保
険
者
は
、
そ
の
責
任

　
　
の
限
度
を
な
す
引
受
金
額
に
比
例
し
て
の
み
そ
の
責
に
任
じ
、
他
の
保
険
者
と
連
帯
貴
任
は
負
わ
な
い
。
」
と
同
一
趣
旨
の
規
定
を
お
い
て
い
る
が
、

　
　
フ
ラ
ン
ス
海
法
会
の
原
案
が
小
委
員
会
、
委
員
会
の
数
多
い
討
議
を
殆
ど
無
修
正
の
ま
ま
採
用
さ
れ
た
数
少
い
規
定
の
一
つ
で
あ
る
。

第
八
章
　
保
険
契
約
の
無
効
及
び
解
除

閣
　
保
険
契
約
の
効
力
に
つ
き
、
貨
物
保
険
証
券
は
既
に
前
述
の
よ
う
に
被
保
険
者
及
び
保
険
者
の
義
務
に
関
し
て
各
種
の
規
定
を
お
い

て
い
る
が
、
更
に
第
八
章
は
保
険
契
約
の
無
効
又
は
解
除
と
題
し
、
危
険
が
二
ヶ
月
以
内
に
開
始
し
な
い
揚
合
（
第
二
八
条
）
、
保
険
料
が

支
払
わ
れ
な
い
揚
合
（
第
二
九
条
）
、
危
険
が
存
在
し
な
い
揚
合
（
第
三
〇
条
）
の
保
険
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

二
　
貨
物
保
険
の
保
険
期
間
は
暦
日
を
以
て
で
は
な
く
、
航
海
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
期
間
保
険
で
は
な
く
て
航
海
保

険
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
保
険
契
約
が
一
旦
締
結
さ
れ
る
と
、
航
海
が
い
つ
ま
で
も
開
始
さ
れ
な
く
て
も
保
険
者
は
拘
束
さ
れ
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
危
険
事
情
も
契
約
締
結
時
の
そ
れ
と
は
変
っ
て
く
る
。
ま
た
被
保
険
者
が
一
個
の
保
険
証
券
を
以
て
同
種
の
数
航
海
の
担

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一
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二
七
二

保
に
あ
て
る
危
惧
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
保
険
証
券
は
、
危
険
が
契
約
締
結
後
二
ヶ
月
以
内
に
開
始
し
な
い
と
き
は
、
契
約
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

何
ら
の
効
力
を
生
じ
な
い
と
し
た
（
紅
八
）
。
こ
の
二
ヶ
月
と
い
う
期
間
は
予
定
保
険
に
つ
い
て
は
最
初
の
船
積
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。

　
（
1
）
　
商
法
典
第
三
四
九
条
、
船
舶
保
険
証
券
第
一
四
条
参
照
。
な
お
一
九
四
四
年
証
券
の
草
案
で
は
、
契
約
は
「
被
保
険
者
、
そ
の
代
理
人
又
は
権

　
　
利
承
継
人
の
利
益
の
た
め
に
は
」
効
力
を
生
じ
な
い
と
し
、
保
険
者
が
承
認
す
れ
ぱ
そ
の
効
力
を
失
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
い
ロ
時
。
き
。
σ
○
一
ぞ
①
隔

　
　
O
や
O
答
く
口
■
N
O
一
■

　
（
2
）
　
し
た
が
っ
て
予
定
保
険
で
は
第
二
回
目
の
船
積
が
最
初
の
船
積
後
二
ヶ
月
以
上
経
過
し
た
後
に
行
わ
れ
て
も
、
保
険
者
は
そ
の
危
険
を
担
保
す

　
　
る
。
蓋
し
最
初
の
船
積
が
契
約
締
結
後
二
ヶ
月
以
内
に
行
わ
れ
れ
ぱ
、
危
険
な
く
し
て
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
は
解
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
新
海
上
保
険
法
草
案
第
八
条
も
貨
物
保
険
証
券
第
二
八
条
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
保
険
証
券
で
は
危
険
が
「
保
険
契
約
締
結
後
」
二
ヶ
月

　
　
以
内
に
開
始
し
な
い
揚
合
に
限
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
同
案
で
は
そ
の
他
に
「
危
険
負
担
を
定
め
た
日
か
ら
二
ヶ
月
」
以
内
に
開
始
し
な
い
場
合

　
　
を
も
採
上
げ
て
い
る
。
な
お
、
期
間
に
つ
い
て
は
同
案
も
保
険
証
券
と
同
様
二
ヶ
月
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
一
ヶ
月
に
短
縮
し
た
特
約
も
か
な
り

　
　
行
わ
れ
て
い
る
ら
し
く
、
フ
ラ
ン
ス
海
法
会
の
原
案
も
こ
れ
を
一
ヶ
月
と
し
て
い
た
。

三
　
保
険
者
は
危
険
負
担
の
対
価
と
し
て
保
険
料
を
受
取
る
。
し
か
し
保
険
料
が
支
払
期
日
に
支
払
わ
れ
な
い
揚
合
が
あ
る
し
、
被
保
険

者
の
明
ら
か
な
支
払
不
能
あ
る
い
は
破
産
又
は
裁
判
上
の
清
算
の
た
め
に
、
そ
の
支
払
が
期
待
で
き
な
く
な
る
揚
合
が
あ
る
。
保
険
証
券

は
こ
れ
ら
の
揚
合
の
保
険
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
規
定
を
お
い
て
い
る
が
、
前
二
者
の
揚
合
と
後
二
者
の
場
合
と
を
区
別
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
被
保
険
者
が
明
ら
か
に
支
払
不
能
の
状
態
に
陥
り
、
又
は
既
に
支
払
期
日
の
到
来
し
た
保
険
料
を
支
払
わ
な
い
と
き
は
、
保
険

者
は
一
定
期
間
内
－
二
四
時
間
内
1
に
支
払
う
よ
う
催
告
し
た
後
、
保
険
契
約
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

　
　
ハ
　
ロ

で
き
る
。
効
力
が
停
止
し
た
保
険
証
券
は
、
保
険
料
が
支
払
わ
れ
た
日
の
翌
日
の
午
前
零
時
か
ら
将
来
に
向
っ
て
そ
の
効
力
を
復
活
す
る
。



し
た
が
っ
て
こ
の
間
に
生
じ
た
事
故
に
つ
い
て
は
保
険
者
そ
の
責
に
任
じ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

　
被
保
険
者
の
破
産
又
は
裁
判
上
の
清
算
（
一
5
巳
魯
鼠
8
冒
象
9
巴
3
）
の
揚
合
に
は
、
保
険
料
が
未
払
の
保
険
は
原
則
と
し
て
す
べ
て

将
来
に
向
っ
て
そ
の
効
力
を
失
う
。
但
し
破
産
管
財
人
（
亀
注
8
）
又
は
裁
判
上
の
清
算
人
（
一
β
鼠
留
3
畦
甘
象
9
a
器
）
が
財
団
の
債

務
と
し
て
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
を
、
破
産
又
は
裁
判
上
の
清
算
の
宣
告
後
四
八
時
間
内
に
保
険
者
に
通
知
し
た
と
き
は
、
保
険
者
の
責

任
は
継
続
す
る
。
な
お
、
予
定
保
険
の
揚
合
に
は
原
則
と
し
て
破
産
又
は
裁
判
上
の
清
算
の
宣
告
後
の
船
積
に
対
し
て
も
保
険
者
の
保
護

は
財
団
の
利
益
の
た
め
に
継
続
し
、
財
団
は
保
険
料
の
債
務
者
と
な
る
。
船
積
が
財
団
の
代
表
者
に
よ
り
、
且
つ
財
団
の
た
め
に
行
わ
れ

る
以
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
新
ら
し
い
事
態
が
発
生
し
た
以
上
保
険
者
並
ぴ
に
財
団
は
契
約
を
解
除
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。

解
除
は
書
留
郵
便
を
以
て
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
重
要
な
通
知
は
被
保
険
者
又
は
破
産
管
財
人
若
し
く
は
裁
判
上
の
清
算
人
の
住
所
に
宛
て
て
発
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
が

フ
ラ
ン
ス
の
本
国
以
外
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
又
は
外
国
に
居
住
す
る
揚
合
に
は
間
題
が
生
じ
易
い
。
そ
こ
で
保
険
証
券
は
被

保
険
者
が
仲
立
人
の
仲
立
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
に
あ
る
こ
の
仲
立
人
の
住
所
に
被
保
険
者
の
仮
住
所
を

選
定
し
た
も
の
と
看
徹
し
、
こ
れ
ら
の
通
知
を
仲
立
人
の
住
所
宛
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

　
停
止
及
び
解
除
は
、
既
に
危
険
が
開
始
し
て
い
る
す
べ
て
の
保
険
契
約
及
ぴ
被
保
険
者
の
名
前
で
契
約
さ
れ
た
す
べ
て
の
予
定
保
険
契

約
に
つ
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
し
か
し
て
こ
れ
ら
の
危
険
及
び
将
来
の
船
積
に
対
す
る
保
険
料
に
つ
い
て
保
険
者
は
そ
の
権
利
を
放

棄
す
る
・
し
か
し
損
害
賠
償
の
権
利
は
失
わ
な
い
。
な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
保
険
契
約
の
効
力
が
自
動
的
に
停
止
し
た
揚
合
に
は
保
険

者
は
保
険
料
に
対
す
る
権
利
を
失
わ
な
い
。
、

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
三
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以
上
保
険
証
券
は
被
保
険
者
の
破
産
若
し
く
は
裁
判
上
の
清
算
又
は
明
ら
か
な
保
険
料
の
支
払
停
止
の
揚
合
に
保
険
者
が
有
す
る
権
利

を
規
定
し
て
い
る
が
、
更
に
保
険
証
券
は
保
険
者
の
破
産
若
し
く
裁
判
上
の
清
算
又
は
明
ら
か
な
支
払
停
止
の
腸
合
に
被
保
険
者
は
こ
㈹

と
同
じ
権
利
を
も
つ
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
紅
軌
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
険
者
が
支
払
不
能
に
陥
る
こ
と
は
少
く
と
も
現
在
の
厳
格
な
保
険

監
督
制
度
の
下
で
は
考
え
ら
れ
な
い
．
一
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
規
定
は
、
保
険
者
が
通
知
し
た
停
止
又
は
解
除
の
効
果
は
・
保

険
証
券
所
持
人
た
る
善
意
の
第
三
者
に
は
及
ば
ぬ
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
矩
就
）
。
す
な
わ
ち
、
事
故
前
に
且
つ
停
止
又
は
解
除
の
通
知

前
に
、
保
険
証
券
が
善
意
の
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
こ
の
第
三
者
に
対
し
て
は
保
険
料
を
請
求
し
う
る
に
止
ま
り
、

停
止
又
は
解
除
の
効
果
は
生
じ
な
い
。

　
（
1
）
　
前
述
（
第
五
章
二
）
の
よ
う
に
第
＝
二
条
二
項
に
よ
り
保
険
証
券
交
付
後
八
日
以
内
に
保
険
料
が
支
払
わ
れ
な
い
と
き
は
、
保
険
証
券
の
効
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
は
保
険
料
が
支
払
わ
れ
た
日
の
翌
日
の
午
前
零
時
ま
で
自
動
的
に
停
止
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
条
の
こ
の
規
定
は
主
と
し
て
予
定
保
険
を
対
象
と
し

　
　
て
る
よ
う
で
あ
る
が
、
航
海
保
険
に
お
い
て
も
保
険
者
は
積
極
的
に
本
条
を
援
用
し
て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
2
）
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
破
産
制
度
及
ぴ
裁
判
上
の
清
算
制
度
に
つ
い
て
は
、
小
野
木
（
補
遺
中
野
）
・
破
産
及
破
産
犯
罪
（
現
代
外
国
法
典
叢
書
・

　
　
仏
蘭
西
商
法
H
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

四
　
「
危
険
な
け
れ
ば
保
険
な
し
」
。
し
た
が
っ
て
事
故
が
既
に
発
生
し
た
こ
と
を
被
保
険
者
が
知
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
航
海
が
既
に
無

事
終
了
し
た
ア
）
と
を
保
険
者
が
知
っ
て
お
れ
ば
、
　
「
報
道
の
吉
凶
を
問
わ
ず
」
（
ω
葺
げ
o
臣
三
霧
9
e
器
く
巴
。
。
Φ
の
ぎ
薯
呂
9
）
の
条
件
・

所
謂
一
。
警
。
目
昌
9
一
〇
馨
の
条
件
で
契
約
さ
れ
た
揚
合
で
も
、
そ
の
保
険
契
約
は
無
効
で
あ
る
。
事
故
の
発
生
又
は
航
海
の
無
事
終
了

を
知
っ
て
い
た
．
一
と
の
立
証
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
保
険
証
券
は
、
被
保
険
物
又
は
そ
の
積
載
船
舶
に
関
す
る
報
道
で
、
被
保
険
者
又

ρ



は
保
険
者
の
所
在
地
に
到
達
し
た
も
の
は
、
彼
等
が
知
ら
な
い
第
三
者
が
報
道
を
知
っ
た
揚
合
に
も
、
そ
れ
を
直
ち
に
知
る
に
至
っ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
と
推
定
さ
れ
る
と
し
た
（
紅
○
）
。
な
お
被
保
険
者
が
保
険
の
指
図
を
し
た
後
、
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
電
信

又
は
電
話
で
取
消
の
通
知
を
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
こ
れ
に
反
し
た
と
き
も
契
約
は
無
効
で
あ
る
。
但
し
取
消
の
通
知
が
保
険
者
の
承
諾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
（
4
）

後
到
達
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
1
）
　
商
法
典
第
三
六
五
条
は
「
被
保
険
物
の
滅
失
又
は
到
達
後
に
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
保
険
は
、
契
約
の
署
名
前
に
被
保
険
物
の
滅
失
を
被
保
険
者

　
が
、
又
は
そ
の
到
達
を
保
険
者
が
知
り
え
た
と
推
定
さ
れ
る
と
き
は
こ
れ
を
無
効
と
す
る
」
と
規
定
し
、
続
い
て
第
三
六
六
条
は
「
ア
一
の
推
定
は
、

　
他
の
証
明
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
一
時
間
一
万
米
の
四
分
の
三
（
約
一
里
半
）
を
以
て
計
算
し
て
、
船
舶
の
到
達
ま
た
は
喪
失
の
揚
所
、
ま
た
は
最

　
初
の
通
報
が
到
達
し
た
地
か
ら
、
契
約
の
署
名
前
に
、
保
険
契
約
の
締
結
さ
れ
た
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
証
明
さ
れ
る
と
き
に
お
い
て
存

　
在
す
」
と
し
、
事
故
発
生
地
又
は
無
事
到
達
地
と
契
約
締
結
地
と
の
距
離
の
長
さ
に
よ
っ
て
、
知
っ
て
い
た
か
否
か
を
推
定
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う

　
な
規
定
は
通
信
機
関
の
発
達
し
た
今
日
で
は
無
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
八
六
七
年
の
商
法
典
改
正
案
（
第
三
七
〇
条
）
、
同
じ
く
一
九
一
九
年

　
の
改
正
案
（
第
一
〇
条
）
も
同
条
を
削
除
し
て
い
た
。

（
2
）
　
こ
れ
は
一
九
二
八
年
証
券
第
一
二
条
の
規
定
と
殆
ど
同
一
で
あ
る
が
、
同
条
で
は
被
保
険
物
に
関
す
る
報
道
に
限
ら
れ
、
積
載
船
舶
に
関
す
る

　
報
道
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
3
）
　
判
例
は
、
被
保
険
者
が
保
険
の
指
図
を
な
し
た
後
契
約
の
署
名
前
に
事
故
が
生
じ
た
こ
と
を
知
ら
な
く
て
も
、
被
保
険
物
が
滅
失
し
た
．
一
と
を

　
知
る
や
否
や
契
約
は
無
効
と
な
る
と
の
主
張
に
対
し
て
、
契
約
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
必
要
な
滅
失
し
た
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
ア
〕
と
は
、
被
保

　
険
者
が
そ
の
指
図
を
な
し
た
と
き
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
た
だ
契
約
の
署
名
前
に
滅
失
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
直
ち
に
取
消
命
令

　
を
与
え
る
よ
う
一
切
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
た
。
層
首
R
∬
昌
旗
8
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
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（
4
）
　
．
一
の
貨
物
保
険
証
券
第
三
〇
条
の
規
定
と
全
く
同
一
の
規
定
ー
勿
論
貨
物
と
あ
る
部
分
は
船
舶
と
な
っ
て
い
る
ー
が
現
行
船
舶
保
険
証
券

　
　
に
も
お
か
れ
て
い
る
（
第
［
九
条
第
一
号
）
。

五
　
海
上
保
険
契
約
に
関
す
る
事
件
は
商
法
典
第
四
篇
の
定
め
る
所
に
よ
り
商
事
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。
海
上
保
険
契
約
は
保
険
者

に
と
っ
て
は
常
に
商
行
為
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
被
保
険
者
に
と
っ
て
は
常
に
必
ず
し
も
商
行
為
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
れ
ら
管
轄
を
め
ぐ
る
間
題
に
つ
い
て
新
証
券
は
第
九
章
を
あ
て
、
第
三
一
条
一
ヶ
条
を
お
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
保
険
者
は
常

に
契
約
締
結
の
地
の
商
事
裁
判
所
に
呼
出
さ
れ
る
。
但
し
、
保
険
契
約
が
保
険
者
の
住
所
と
異
な
る
地
の
代
理
人
に
よ
っ
て
引
受
け
ら
れ

た
と
き
は
、
被
保
険
者
は
保
険
者
の
住
所
地
の
商
事
裁
判
所
に
保
険
者
を
呼
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
被
保
険
者
が
多
数
の
保
険
者
と

多
数
の
地
で
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
一
つ
の
事
件
が
多
数
の
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
被
保
険
者
は
、
保
険
価
額

の
二
分
の
一
以
上
を
引
受
け
た
保
険
者
の
住
所
地
の
商
事
裁
判
所
に
、
す
べ
て
の
保
険
者
を
呼
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
被
保
険
者

は
商
人
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
常
に
保
険
契
約
締
結
の
地
の
商
事
裁
判
所
に
呼
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
・

　
（
1
）
　
商
法
典
第
六
三
一
条
「
商
事
裁
判
所
は
次
の
事
件
を
審
判
す
。
…
…
三
、
す
ぺ
て
の
者
の
間
に
お
け
る
商
行
為
に
関
す
る
皐
件
」
。
同
第
六
三

　
　
三
条
「
次
の
行
為
も
法
上
商
行
為
と
看
傲
す
。
…
－
海
商
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
保
険
及
ぴ
そ
の
他
の
契
約
」

　
（
2
）
　
一
九
二
八
年
貨
物
保
険
証
券
第
二
四
条
、
一
九
四
一
年
船
舶
保
険
証
券
第
三
三
条
の
規
定
も
こ
れ
と
同
じ
Q

第
九
章
予
定
保
険

商
法
典
第
三
三
二
条
は
保
険
証
券
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
船
舶
の
名
称
、
船
積
又
は
陸
揚
港
、
被
保
険
物
の
種
類
及
ぴ
価
額
な



ど
莞
の
事
蓼
掲
げ
て
い
る
・
し
か
し
禁
ら
倭
契
約
締
結
の
当
時
読
墓
す
べ
て
確
定
し
て
い
る
あ
で
は
奈
．
そ
こ
で
商

法
典
も
第
三
三
七
条
で
憂
幾
露
い
て
鰭
名
又
は
被
保
険
物
の
品
質
及
毯
類
を
指
示
す
る
．
Σ
な
く
保
険
契
約
を
締
結
し
う
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
・
し
か
し
商
取
引
の
迅
速
性
は
、
単
に
一
定
地
域
内
に
お
け
る
船
名
未
定
の
保
険
（
b
。
一
一
。
。
一
p
ρ
掌
。
〈
一
の
）
又
は
被

保
険
物
の
品
質
及
続
類
黍
の
保
険
に
止
ま
ら
ず
、
地
域
如
何
を
問
わ
な
い
、
且
つ
保
険
価
額
未
定
の
保
険
を
も
生
み
だ
す
に
至
．
た
．

か
く
て
、
海
上
保
険
証
券
は
、
被
保
険
物
の
種
類
、
価
額
、
積
載
船
舶
が
確
定
し
て
い
る
か
否
か
に
ょ
っ
て
、
．
一
れ
を
航
海
保
険
証
券

（
三
§
：
。
嶺
①
）
又
は
個
別
保
険
証
券
（
慧
・
ε
註
。
幕
H
琶
と
予
定
保
険
証
券
（
℃
。
一
一
。
Φ
幽
．
魯
。
昌
β
①
旨
Φ
算
。
β
ゆ
。
け
，

5
算
窃
）
1
広
義
1
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
は
更
に
ω
b
o
一
一
8
含
、
号
o
§
①
日
①
ロ
け
（
狭
義
）
＠
b
。
一
一
。
。
け
一
Φ
畦
ω
，
9
暫
↓
の
Φ
β
畦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

又
は
b
o
一
一
8
ゆ
9
鼠
旨
①
（
狭
義
）
及
び
の
づ
〇
一
一
8
餅
豊
冒
お
旨
①
励
に
分
か
れ
る
。

ω
は
荷
主
が
将
来
一
定
の
期
間
内
に
雑
す
る
こ
と
あ
る
書
髭
の
貨
物
は
す
べ
て
自
動
的
垣
保
義
る
保
険
証
券
で
あ
り
、
㈲

は
問
屋
、
運
送
取
扱
人
、
船
主
な
ど
が
荷
主
の
た
め
に
保
険
契
約
を
締
結
す
る
場
合
の
如
く
、
第
三
者
の
た
め
に
な
す
貨
物
の
運
送
を
保

険
者
が
す
べ
て
担
保
す
る
契
約
で
あ
る
．
膿
憂
の
貨
物
姦
航
海
量
・
て
運
送
す
る
揚
合
の
如
く
、
船
積
さ
れ
る
貨
物
の
全
体
は

分
っ
て
い
る
が
、
い
つ
、
い
か
な
る
船
舶
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
か
が
未
定
の
揚
合
に
、
ア
｝
れ
ら
船
積
さ
れ
る
貨
物
を
保
険
者
が
す
べ
て
担

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

保
す
る
も
の
で
あ
る
。

序
論
で
も
述
べ
た
よ
う
任
九
四
四
年
貨
物
保
険
証
券
は
予
定
保
険
各
契
す
ぺ
て
の
保
険
契
約
撮
用
さ
鷲
．
し
か
し
予
定
保

険
に
特
有
窺
寡
必
要
登
と
は
容
易
態
像
で
き
る
．
事
実
上
述
し
た
部
分
に
も
予
定
保
険
に
つ
い
て
の
特
則
が
あ
っ
た
．
更
に
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

険
証
券
は
予
定
保
険
の
た
詮
こ
の
笹
特
に
葦
乞
聲
第
圭
条
－
三
七
条
の
六
ケ
条
を
お
い
て
い
る
．
以
下
．
）
れ
ら
の
条
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
七

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券



　
　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
、
字
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
八

通
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
予
定
保
険
制
度
を
み
て
み
た
い
。

　
　
（
－
）
。
。
く
騨
↓
Φ
・
。
や
。
一
一
も
一
一
u
し
か
し
一
般
旨
旨
・
区
、
§
昌
§
農
と
量
。
島
。
藝
8
と
は
全
く
同
義
に
解
釈
え
・
た
だ

　
　
　
保
険
契
約
が
長
期
畳
る
．
一
と
か
言
。
一
一
。
①
山
、
鈴
σ
。
ロ
5
　
馨
保
険
価
禦
委
で
あ
る
こ
と
か
ら
琶
一
8
建
馨
と
称
苫
れ
邊
夏

　
　
　
い
と
さ
れ
て
い
る
．
舞
昼
①
睦
什
・
。
や
。
芦
昌
・
駿
・
こ
の
他
に
、
航
海
の
開
始
が
保
険
喜
任
摺
の
条
件
と
奪
て
い
る
か
ら
旨
。
①

　
　
　
自
。
暮
騨
コ
貯
。
と
い
う
説
も
あ
る
．
。
二
偉
戦
。
帥
障
忌
琶
8
曇
…
①
轟
。
二
、
。
碁
§
二
＆
§
韓
一
き
U
属
ま
ρ
b
’
§

　
　
語
源
は
ど
う
で
あ
れ
、
一
磐
予
覆
険
と
い
う
意
味
で
両
語
の
何
紮
が
当
て
ら
れ
て
い
る
．
一
九
四
四
年
保
険
証
券
第
δ
業
琶
。
。
の

　
　
α
、
騨
げ
。
一
、
昌
Φ
目
。
ロ
：
題
し
、
新
海
上
保
険
法
草
案
第
三
章
第
二
漿
旨
・
豊
釜
幕
の
と
題
し
て
い
る
毒
き
・
そ
の
毒
例
で
あ
る
・

　
　
（
2
）
紹
鋳
鵜
括
予
覆
険
又
羅
続
予
定
保
険
で
あ
り
、
窟
所
謂
個
別
甦
保
険
又
は
実
蒙
の
い
う
℃
8
量
§
ぎ
ξ
矩
当

　
　
す
る
。
な
お
、
勝
呂
．
予
定
保
険
に
関
す
る
一
研
究
（
神
戸
大
学
経
営
学
部
年
報
皿
）
参
照
・

　
（
3
）
新
海
上
農
肇
黍
そ
の
第
三
薯
貨
物
綾
窒
て
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
序
論
七
で
述
べ
奈
、
第
三
章
量
に
笙
節
総
則
（
五
八

　
　
条
－
六
五
条
）
、
第
二
節
予
定
保
険
に
特
別
な
規
定
（
六
六
条
－
六
九
条
）
に
分
れ
て
い
る
。

二
　
予
定
保
険
で
は
、
被
保
険
者
が
自
己
の
た
め
に
な
し
た
船
積
（
“
発
送
）
、
及
び
売
買
契
約
上
附
保
す
べ
き
義
務
を
負
う
船
積
は
、
そ

れ
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
か
ら
す
べ
て
自
動
的
に
担
保
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
貨
物
は
船
積
の
事
実
が
あ
れ
ば
そ
の
時
か
ら
直
ち
に
担

保
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
被
保
険
者
が
船
積
を
通
知
し
て
か
ら
担
保
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
．
こ
の
こ
と
を
判
例
は
保
険
契
約
星
命
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

え
る
露
ロ
昌
Φ
↓
〈
一
Φ
即
偉
．
．
け
け
↓
即
け
）
に
は
船
禁
乾
ば
足
り
、
船
積
通
知
（
悉
一
き
一
・
二
、
ぎ
琶
を
必
要
と
し
な
い
、
と
表
現

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
故
が
発
生
し
た
後
に
、
あ
る
い
は
事
故
発
生
を
被
保
険
者
が
知
っ
た
後
に
船
積
通
知
が
な
さ
れ
た
と
し
て

も
、
被
保
険
者
は
保
険
金
請
求
権
を
失
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
逆
に
後
述
の
よ
う
に
船
積
通
知
を
怠
っ
た
揚
合
に
も
そ
れ
に
対
す
る
保



険
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
一
方
に
お
い
て
被
保
険
者
が
危
険
率
の
低
い
船
積
を
隠
蔽
し
て
保
険
料
の
節
約
を
図
る
の
を
防
ぎ
、
他
方
に
お
い
て
保

険
者
は
速
や
か
に
負
担
危
険
の
内
容
を
知
り
再
保
険
共
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
、
保
険
者
は
被
保
険
者
に
対
し
て
一
定
期
間
内

に
船
積
通
知
を
な
す
べ
き
こ
と
命
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
保
険
者
は
そ
の
発
送
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
か
ら
八

（
3
）

日
ー
フ
ラ
ン
ス
沿
岸
航
行
の
と
き
は
三
日
－
以
内
に
船
積
通
知
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
反
し
た
と
き
は
後
述
の
よ
う
に

保
険
金
請
求
権
を
失
い
、
し
か
も
そ
れ
に
対
す
る
保
険
料
は
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
予
定
保
険
は
こ
の
他
、
問
屋
、
運
送
取
扱
人
、
船
主
な
ど
が
顧
客
の
た
め
に
附
保
す
る
揚
合
の
よ
う
に
通
常
被
保
険
者
に
保
険
の
準
備

を
委
任
す
る
第
三
者
の
た
め
に
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
船
積
に
も
適
用
さ
れ
る
。
b
o
一
一
8
怠
o
房
－
昌
碧
鵯
旨
と
い
わ
れ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

但
し
、
こ
の
場
合
に
は
船
積
は
自
動
的
に
は
担
保
さ
れ
ず
、
船
積
通
知
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
担
保
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
に
生

命
を
与
え
る
も
の
は
船
積
で
は
な
く
て
、
船
積
通
知
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
揚
合
に
は
事
故
発
生
前
に
船
積
通
知
が
な
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
保
険
者
は
そ
の
責
に
任
じ
な
い
。
ま
た
こ
の
揚
合
に
は
船
積
通
知
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
保
険
者
は
そ
の
貴
に
任
ず
る
か
ら
、
前
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

揚
合
の
よ
う
に
船
積
通
知
を
な
す
べ
き
期
間
の
定
め
は
な
い
。

　
予
定
保
険
は
上
述
の
よ
う
に
、
自
己
の
た
め
に
す
る
船
積
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
船
積
に
も
適
用
さ
れ
る
が
、
単
に
第

三
者
か
ら
附
保
の
指
図
を
委
任
さ
れ
た
だ
け
で
、
そ
の
貨
物
に
全
然
利
害
関
係
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
予
定
保
険
の
適
用
は
認
め
ら

れ
な
い
。

　
被
保
険
者
が
船
積
通
知
義
務
を
怠
っ
た
揚
合
に
は
、
保
険
者
は
保
険
金
支
払
の
責
に
一
切
任
ぜ
ず
、
契
約
を
解
除
し
、
船
積
通
知
を
怠

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
九



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
○

っ
た
船
積
を
含
め
た
一
切
の
船
積
に
対
す
る
保
険
料
を
徴
収
し
、
被
保
険
者
が
義
務
を
怠
っ
た
後
に
支
払
わ
れ
た
保
険
金
を
返
還
せ
し
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
被
保
険
者
が
義
務
を
怠
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
保
険
者
は
帳
簿
．
通
信
の
閲
覧
す
る
こ

　
　
　
　
（
5
）

と
が
で
き
る
（
細
二
）
。

　
（
1
）
　
烏
賀
陽
・
海
商
（
仏
蘭
西
商
法
H
）
一
九
七
頁
は
定
義
通
り
「
営
養
宣
言
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
小
町
谷
・
海
上
保
険
法

　
　
各
論
日
二
九
一
頁
と
同
じ
く
意
訳
し
て
お
い
た
。

　
（
2
）
い
目
雷
F
ε
、
鼻
，
も
■
獣
。
∴
○
冨
¢
〈
①
農
も
や
鼻
。

　
（
3
）
　
一
九
二
八
年
証
券
（
第
一
七
条
）
で
は
航
海
保
険
と
予
定
保
険
と
を
区
別
せ
ず
、
被
保
険
者
は
船
積
に
関
す
る
一
切
の
情
報
を
八
日
ー
沿
岸
航

　
　
行
の
と
き
は
三
日
－
以
内
に
通
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
た
。

　
（
4
）
　
し
か
し
左
の
特
約
（
一
九
四
四
年
証
券
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
追
加
約
款
皿
と
同
じ
）
に
よ
れ
ぱ
、
自
己
の
た
め
に
す
る
発
送
の
揚
合
と
同
じ

　
　
く
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
発
送
も
す
ぺ
て
自
動
的
に
担
保
さ
れ
る
。

　
　
　
〇
一
ト
d
目
8
。
－
肉
8
悔
勘
ミ
薯
動
憤
ミ
『
～
恥
R
§
簑
①
魯
織
零
助
§
毯
言
短
9
帆
g
画
、
＆
§
§
§
㊥
蕊
、
勺
霧
象
8
鵯
菖
o
ロ
餅
吋
巴
睡
ロ
鐙
轡
）
自
虞

　
　
肩
。
巨
震
冨
冨
噴
鎮
嘗
。
山
㊦
一
、
鷺
浮
一
。
認
山
霧
O
o
註
三
〇
目
の
O
魯
酔
巴
①
ω
」
8
。
巷
盆
庄
○
霧
置
8
。
。
℃
。
ロ
ユ
①
。
o
ヨ
讐
Φ
α
曾
一
Φ
β
鼠
嵩

　
　
一
窃
8
昌
＆
試
o
霧
鷺
ひ
く
琴
o
。
薗
β
巳
叶
巴
一
鼠
♪
器
↓
o
馨
o
O
ロ
＜
o
ユ
霧
o
昌
く
震
9
自
o
『
泳
0
8
什
一
〇
ロ
℃
遭
一
、
器
ω
葺
ひ
α
o
一
、
o
己
お
自
、
器
ω
ξ
碧
一
8

　
　
α
8
ま
短
『
一
〇
江
Φ
β
ヨ
巴
ω
ゆ
ポ
8
邑
三
8
出
o
目
旨
Φ
一
一
①
ρ
諾
討
象
o
ず
旨
ユ
g
α
、
巴
一
旨
①
嘗
磐
図
器
の
震
窪
笏
巴
け
ひ
鼠
拭
淳
①
α
き
の

　
　
一
〇
の
象
一
巴
ω
℃
誌
く
霧
》
一
画
ぎ
鼠
9
）
匹
β
目
ゆ
日
o
b
跨
ロ
讐
騨
℃
び
o
。

　
（
5
）
　
一
九
二
八
年
証
券
第
二
五
条
参
照
。

三
　
前
述
の
よ
う
に
被
保
険
者
は
発
送
に
関
す
る
一
切
の
情
報
を
保
険
者
に
告
知
・
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
条
五
）
。
ま
た
保
険
期
間



は
被
保
険
物
が
、
最
初
の
積
出
地
の
倉
庫
か
ら
発
送
さ
れ
た
と
き
に
開
始
す
る
（
勉
）
。
し
た
が
っ
て
保
険
者
は
保
険
契
約
締
結
に
あ
た
っ

て
は
こ
の
積
出
地
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
予
定
保
険
で
は
被
保
険
者
は
、
こ
の
積
出
地
か
ら
船
積
港
ま
で
の
輸
送
が
、

危
険
の
少
な
い
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ー
、
ス
イ
ス
な
ど
一
定
の
地
域
内
に
お
け
る
鉄
道
輸
送
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
保
険
者
に
通

知
す
る
必
要
が
な
い
と
し
て
特
例
を
設
げ
て
い
る
（
廻
一
一
）
。
故
に
被
保
険
者
は
貨
物
が
発
航
港
で
船
積
さ
れ
た
と
き
に
通
知
す
れ
ば
足
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）

船
積
前
に
貨
物
が
損
害
を
蒙
っ
た
と
き
は
、
船
積
通
知
が
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
保
険
者
は
そ
の
責
に
任
ず
る
こ
と
と
な
る
。

　
（
1
）
　
勿
論
被
保
険
者
は
貨
物
が
船
積
さ
る
ぺ
く
一
定
の
地
点
か
ら
輸
送
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
2
）
　
本
規
定
に
つ
い
て
は
一
部
の
保
険
者
か
ら
は
予
定
保
険
に
も
例
外
を
認
め
ず
す
ぺ
て
の
事
項
を
通
知
せ
し
め
よ
う
と
い
う
、
ま
た
被
保
険
者
の

　
　
側
か
ら
は
こ
の
例
外
を
一
部
の
地
域
に
限
定
せ
ず
す
べ
て
の
地
方
の
鉄
道
輸
送
に
認
め
よ
う
と
い
う
反
対
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
畦
o
窪

　
　
9
9
貯
ρ
o
う
9
f
貫
田
一
参
照
。

四
　
予
定
保
険
で
は
船
積
（
”
発
送
）
さ
れ
た
貨
物
は
自
動
的
に
担
保
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
一
船
積
の
貨
物
の
価
額
が
巨
額
に
上
る
と

き
は
保
険
者
の
経
営
は
そ
の
安
全
を
期
し
難
い
。
そ
こ
で
保
険
者
は
一
船
積
毎
に
そ
の
責
に
任
ず
る
最
高
額
1
こ
れ
を
覧
縁
○
且
又
は

茗
Φ
診
あ
る
い
は
覧
。
冒
巨
暫
凶
彗
ロ
日
と
い
う
ー
を
定
め
、
そ
れ
を
超
過
し
た
分
に
つ
い
て
は
そ
の
責
に
任
じ
な
い
。
故
に
一
船
舶
に

積
載
さ
れ
た
貨
物
の
価
額
が
覧
9
0
注
を
超
え
る
場
合
に
は
、
被
保
険
者
は
超
過
分
に
つ
い
て
別
個
に
附
保
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
れ
に
反
し
て
一
船
積
は
覧
畦
曾
α
に
達
し
な
い
が
、
そ
れ
が
一
ヶ
所
に
集
積
し
た
た
め
に
覧
鋒
o
且
を
超
え
る
場
合
が
あ
り
う
る
。

こ
の
揚
合
、
保
険
証
券
に
よ
れ
ば
、
船
積
前
又
は
荷
卸
後
に
集
積
し
た
と
き
は
や
は
り
覧
鑑
o
鼠
が
限
度
と
な
る
が
、
航
海
の
途
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）

積
替
が
行
わ
れ
た
た
め
同
一
船
上
で
集
積
し
た
と
き
は
限
度
と
な
ら
な
い
（
短
四
）
。
故
に
船
積
前
又
は
荷
卸
後
に
貨
物
が
集
積
し
た
と
き
は
、

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
二

被
保
険
者
は
別
個
の
保
険
契
約
、
就
中
火
災
保
険
契
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
換
言
す
れ
ば
、
貨
物
は
船
舶
に
積
載
さ
れ
た
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
臨
呂
諾
。
。
9
魯
み
で
あ
る
が
、
陸
上
で
同
一
場
所
に
集
積
し
た
と
き
は
器
三

　
　
9
貸
0
目
o
鼠
玲
と
な
り
、
覧
鉱
自
α
が
保
険
者
の
責
任
の
限
度
を
な
す
わ
け
で
あ
る
。

グ
（
2
）
　
一
九
二
八
年
証
券
は
そ
の
第
二
八
条
で
貨
物
が
船
積
前
又
は
陸
揚
後
集
積
し
た
揚
合
に
つ
い
て
本
条
と
同
じ
規
定
を
お
い
て
い
る
が
、
船
舶
上

　
　
で
集
積
し
た
揚
合
に
つ
い
て
は
明
文
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
。

五
　
予
定
保
険
で
は
被
保
険
者
が
船
積
す
る
一
定
の
貨
物
は
す
べ
て
担
保
さ
れ
、
積
載
船
舶
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
貨
物
の
危

険
は
積
載
船
舶
如
何
に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
予
め
一
定
の
保
険
料
で
引
受
ら
れ
る
貨
物
の
積
載
船
舶
の
範
囲
を
定
め
て
お
く
こ

と
が
望
ま
し
い
。
か
か
る
見
地
か
ら
現
行
保
険
証
券
は
予
め
定
め
ら
れ
た
保
険
料
で
担
保
さ
れ
る
貨
物
は
左
の
条
件
を
具
備
し
た
船
舶
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

積
載
さ
れ
た
も
の
に
限
っ
て
い
る
（
紀
五
）
。
ω
蒸
気
又
は
専
ら
発
動
機
で
航
行
す
る
鉄
船
又
は
鋼
船
で
、
㈲
定
期
航
路
に
属
す
る
か
、
又
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

船
令
二
五
年
以
下
の
、
國
畦
①
塁
く
Φ
葺
塁
更
ω
H
」
。
な
ど
一
定
の
船
級
協
会
の
第
一
級
の
船
級
を
有
し
、
の
し
か
も
こ
れ
ら
船
舶
が
建

造
当
時
格
付
け
さ
れ
た
航
海
を
行
う
こ
と
。
貨
物
が
こ
れ
ら
の
条
件
を
備
え
な
い
船
舶
、
若
し
く
は
条
件
を
備
え
て
い
て
も
ギ
リ
シ
ャ
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
パ
ナ
マ
な
ど
一
定
の
国
の
国
籍
を
有
す
る
船
舶
、
又
は
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
と
き
は
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

増
保
険
料
が
徴
収
さ
れ
る
。
ま
た
木
船
、
帆
船
、
機
帆
船
に
積
載
さ
れ
る
と
き
は
、
特
約
な
き
限
り
担
保
さ
れ
な
い
。

　
（
1
）
　
一
九
四
四
年
証
券
第
三
五
条
一
に
よ
れ
ぱ
、
一
定
の
保
険
料
で
担
保
さ
れ
る
貨
物
は
左
の
条
件
を
具
備
し
た
船
舶
と
な
っ
て
い
る
。
↑
り
蒸
気
又

　
　
は
専
ら
発
動
機
で
航
行
す
る
鉄
船
又
は
鋼
船
で
、
回
の
》
昌
象
o
跨
q
霧
O
o
目
b
夷
昌
ゆ
霧
島
、
＞
紹
彗
聾
o
窃
冒
遭
庄
目
霧
9
の
β
霧
b
自
粧
の
指
定
す

　
　
る
一
貫
岩
ω
鷲
ぞ
＝
置
ぶ
＄
に
属
す
る
か
、
又
は
船
令
二
〇
年
以
下
の
、
一
定
の
船
級
協
会
の
第
一
級
の
船
級
を
有
し
、
的
し
か
も
こ
れ
ら
が
建
造



　
　
当
時
格
付
け
さ
れ
た
航
海
を
行
う
こ
と
。
し
か
し
、
戦
後
夢
ロ
象
o
卑
仙
窃
O
O
H
三
峯
㎎
巳
霧
伍
．
卜
器
窮
舘
δ
窃
鼠
鶏
三
ヨ
窃
9
↓
養
霧
℃
9
5
は

　
　
一
蒔
諾
ω
冥
ぞ
二
聲
猷
8
に
属
す
る
船
舶
名
簿
を
作
成
す
る
こ
と
を
や
め
た
し
、
一
方
、
一
九
五
一
年
五
月
一
日
の
料
率
委
員
会
の
決
定
で
船
令
二

　
　
〇
年
が
二
五
年
に
緩
和
さ
れ
、
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
は
割
増
保
険
料
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
五
三
年
五
月

　
　
二
八
日
の
料
率
委
員
会
の
決
定
は
一
九
四
四
年
証
券
を
本
文
の
よ
う
に
修
正
す
る
約
款
を
制
定
し
た
。

　
（
2
）
ω
貰
Φ
き
＜
①
葺
器
書
H
■
ど
ζ
。
》
、
山
、
ω
寄
管
§
ド
。
。
》
■
H
㌫
》
馨
擁
一
。
き
ゆ
①
8
置
》
H
・
葛
葺
一
ω
げ
o
。
壱
。
艮
一
。
一
・
中
ω
こ

　
　
○
Φ
言
き
ぎ
げ
段
瓢
o
琶
一
8
琵
冒
冨
器
。
・
①
O
o
弓
8
註
自
客
9
z
o
冨
ざ
く
。
情
鼠
ω
H
●
》
ご
幻
品
蓉
8
H
什
当
導
。
一
8
｝
H

　
　
H
・
な
お
英
米
の
予
定
保
険
証
券
で
挿
入
さ
れ
る
ぎ
隆
ε
＄
9
冒
2
α
8
d
ロ
号
コ
く
ユ
3
誘
の
船
級
約
款
（
Ω
霧
。
n
5
B
二
9
0
す
塁
①
）
参
照
。

　
（
3
）
9
き
ω
三
丼
1
＞
・
§
諜
§
ξ
酔
9
量
§
ヌ
嚢
ミ
題
織
慧
§
ミ
9
§
§
§
養
浮
ε
℃
ご
8
け
δ
一
乙
①
ポ
浮
三
g
一
巴
馨
。
帥
舞

　
　
冨
往
8
寓
二
①
窟
β
α
q
β
嘗
①
Q
山
。
一
、
彗
一
。
一
Φ
Q
伊
一
Φ
ω
。
田
茜
費
・
・
窪
＄
霊
コ
β
＜
一
誘
窪
げ
。
黄
く
。
一
冨
励
。
・
8
塁
く
富
凱
暮
§
『

　
　
m
ロ
巴
＝
巴
冨
ω
o
旨
8
β
く
Φ
旨
ω
旨
o
器
目
寅
旨
一
醇
b
℃
試
o
讐
一
〇
ロ
α
o
聲
苔
ユ
旨
①
¢
》
⇒
話
巴
唱
弩
一
Φ
の
器
ω
ξ
Φ
一
賃
ω
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）

六
　
予
定
保
険
は
通
常
一
年
の
期
間
で
契
約
さ
れ
、
暗
黙
の
更
新
で
毎
年
更
新
さ
れ
る
が
、
被
保
険
者
及
び
保
険
者
は
一
ヶ
月
の
予
告
を

以
て
い
つ
で
も
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
畦
ハ
）
。
一
ヶ
月
の
期
間
は
通
知
を
発
し
た
と
き
か
ら
起
算
さ
れ
る
。
保
険
者
は
こ
の
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

知
を
仲
立
人
宛
に
な
し
て
も
よ
い
。

　
（
1
）
　
に
6
①
詳
旨
唱
8
は
二
ヶ
月
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
二
八
年
証
券
第
三
八
条
の
規
定
と
間
違
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
2
）
　
し
た
が
っ
て
一
ヶ
月
以
内
に
発
送
さ
れ
た
貨
物
は
依
然
と
し
て
担
保
さ
れ
る
か
ら
、
解
除
の
通
知
を
な
し
た
被
保
険
者
も
船
積
通
知
を
怠
っ
て

　
　
は
な
ら
な
い
。

　
（
3
）
　
保
険
料
不
払
に
関
す
る
規
定
（
二
九
条
三
）
と
同
じ
。

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
四

七
　
本
章
の
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
予
定
保
険
の
中
に
は
、
一
定
貨
物
を
数
航
海
に
分
け
て
船
積
す
る
揚
合
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、

全
体
と
し
て
の
保
険
価
額
の
み
を
定
め
、
一
定
期
間
と
し
て
の
保
険
期
間
も
、
各
航
海
毎
の
覧
鋒
o
且
も
定
め
な
い
と
こ
ろ
の
℃
o
一
一
8
助

　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

巴
ぎ
①
旨
零
ま
た
は
℃
〇
一
一
8
似
傘
虫
＆
3
と
称
す
る
形
態
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
定
期
間
中
に
船
積
さ
れ
る
不
確
定
の
価
額
の
貨

物
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
普
通
の
b
＆
8
α
、
魯
9
器
巨
Φ
旨
と
比
較
す
る
と
、
確
か
に
附
保
の
方
式
は
異
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
機
能
に
お
い
て
も
、
そ
の
他
の
規
定
に
お
い
て
も
異
る
べ
き
理
由
は
全
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
b
o
一
一
8
似
呂
目
。
旨
9
に
も
℃
o
ぎ
Φ

α、

げ
曾
垢
ヨ
o
馨
に
関
す
る
規
定
（
尼
紅
1
）
が
適
用
さ
れ
る
（
篶
七
）
。

　
（
1
）
　
い
β
お
ゆ
ρ
9
0
一
貯
Φ
触
o
や
9
f
誉
ミ
一
。

　
（
2
）
国
首
①
旨
も
や
簿
‘
β
る
頓
ひ
一
，

　
（
3
）
　
一
九
四
四
年
保
険
証
券
で
は
℃
o
一
一
8
陣
巴
陣
目
Φ
算
醇
に
も
予
定
保
険
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
・
と
い
う
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

　
　
反
し
て
新
海
上
保
険
法
草
案
は
第
六
九
条
に
次
の
よ
う
な
規
定
を
お
い
て
い
る
。
「
b
o
＝
8
妙
巴
一
B
o
馨
霞
に
お
い
て
、
保
険
料
は
、
そ
の
合
計
が

　
　
契
約
に
定
め
ら
れ
た
金
額
を
超
ゆ
る
こ
と
を
え
な
い
船
積
通
知
額
に
も
と
ず
い
て
計
算
さ
れ
る
。
保
険
者
は
右
の
如
く
契
約
に
定
め
ら
れ
た
金
額
を

　
　
限
度
と
し
て
そ
の
責
に
任
ず
る
が
、
各
船
積
の
保
険
価
額
は
そ
れ
だ
け
こ
の
金
額
を
減
額
さ
せ
る
。
」



　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券

　
　
　
　
　
　
普
通
約
款
（
一
九
四
四
年
八
月
一
七
日
制
定
、
一
九
四
七
年
一
月
一
日
改
正
）

　
　
第
一
章
保
険
の
目
的
及
び
範
囲

第
一
条
被
保
険
運
送

　
　
本
証
券
の
保
護
は
、
海
上
運
送
の
目
的
物
た
る
貨
物
に
適
用
さ
れ
る
が
、
更
に
本
証
券
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
海
上
運
送
に
附
随
す
る
陸
上
・
河

　
川
又
は
航
空
運
送
の
目
的
物
た
る
貨
物
に
も
適
用
さ
れ
る
。
契
約
は
、
全
体
と
し
て
、
海
上
保
険
を
支
配
す
る
原
則
及
び
以
下
の
規
定
に
し
た
が
う
。

第
二
条
　
一
　
保
険
の
主
要
形
態
ー
本
証
券
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
貨
物
は
「
全
て
の
危
険
」
条
件
又
は
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
に
よ
っ
て
附

　
保
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
全
て
の
危
険
」
担
保
の
明
示
な
き
と
き
は
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
で
附
保
さ
れ
る
。

　
二
　
「
全
て
の
危
険
」
保
険
ー
「
全
て
の
危
険
」
保
険
に
お
い
て
は
、
本
証
券
の
定
め
る
条
件
で
、
本
条
三
に
列
挙
さ
れ
た
事
故
、
及
び
一
般
に

　
海
の
危
険
又
は
不
可
抗
力
的
事
故
に
よ
っ
て
被
保
険
物
に
生
じ
た
物
質
的
損
害
並
ぴ
に
重
量
又
は
数
量
の
減
少
が
、
保
険
者
の
危
険
と
な
る
。

　
三
　
「
単
独
海
損
不
担
保
」
保
険
ー
「
単
独
海
損
不
担
保
」
保
険
で
は
、
本
証
券
の
定
め
る
条
件
で
、
以
下
に
列
挙
し
た
事
故
に
よ
っ
て
被
保
険

　
物
に
生
じ
た
物
質
的
損
害
並
ぴ
に
重
量
又
は
数
量
の
減
少
が
、
保
険
者
の
危
険
と
な
る
。

　
　
運
送
艀
舟
又
は
船
舶
の
衝
突
・
坐
礁
又
は
難
破
、
運
送
船
舶
又
は
艀
舟
の
、
氷
を
も
含
め
た
固
定
物
・
可
動
物
・
浮
遊
物
と
の
衝
突
、
船
舶
が
避

　
難
港
に
入
港
し
そ
こ
で
積
荷
の
少
な
く
と
も
四
分
の
三
を
荷
卸
す
べ
き
浸
水
、
火
災
、
爆
発
、
積
込
・
積
替
・
陸
揚
作
業
中
の
被
保
険
荷
物
の
墜
落
、

　
運
送
用
具
の
脱
線
・
衝
突
・
顛
覆
又
は
破
壊
、
建
物
・
橋
梁
・
墜
道
其
他
の
構
築
物
の
崩
壊
、
樹
木
の
倒
壊
、
堤
防
又
は
水
道
管
の
決
壊
、
地
辻
り
、

　
雪
崩
、
雷
、
洪
水
、
河
川
の
氾
濫
、
氷
解
、
海
噺
・
台
風
又
は
竜
巻
、
火
山
の
噴
火
及
ぴ
地
震
。

　
四
　
二
保
険
形
態
に
共
通
な
規
定
－
本
証
券
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
物
質
的
損
害
又
は
滅
失
か
ら
被
保
険
物
を
謹
る
た
め
に
、
担
保
危
険
に
よ
っ

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
五
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二
八
六

　
て
必
要
と
な
っ
た
費
用
も
ま
た
保
険
者
の
危
険
と
す
る
。

　
　
明
文
を
以
て
除
外
さ
れ
た
危
険
以
外
の
何
ら
か
の
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
共
同
海
損
の
被
保
険
物
の
分
担
額
も
保
険
者
こ
れ
を
担
保
す
る
。

　
　
保
険
者
が
担
保
し
た
危
険
は
、
や
む
を
え
な
い
避
難
又
は
や
む
を
え
な
い
航
路
・
航
海
若
し
く
は
船
舶
の
変
更
及
び
船
長
の
非
行
の
場
合
に
も
、

　
同
一
条
件
で
担
保
さ
れ
る
。

　
　
本
証
券
の
普
通
約
款
の
こ
の
他
の
す
ぺ
て
の
規
定
は
、
こ
れ
に
反
す
る
定
め
な
き
限
り
、
保
険
の
二
形
態
に
共
通
に
適
用
さ
れ
る
。

　
五
　
当
事
者
は
こ
れ
と
異
な
る
他
の
保
険
形
態
を
自
由
に
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
甲
板
積

　
　
甲
板
上
又
は
上
部
構
造
部
中
に
積
込
ま
れ
た
貨
物
は
、
「
単
独
海
損
不
担
保
」
条
件
に
よ
っ
て
の
み
担
保
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
貨
物
は
更
に
、
割

　
増
保
険
料
の
支
払
に
よ
り
、
投
荷
又
は
浪
竣
に
よ
っ
て
生
ず
る
減
量
に
対
し
て
も
担
保
さ
れ
る
。
但
し
被
保
険
者
は
こ
の
積
込
形
態
を
知
っ
た
と
き

　
は
・
こ
れ
を
直
ち
に
保
険
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
四
条
　
担
保
さ
れ
な
い
貨
物

　
　
本
証
券
は
、
銀
行
券
、
利
札
、
証
書
、
有
価
証
券
、
貨
幣
、
貴
金
属
、
真
珠
、
宝
石
、
美
術
品
、
金
銀
細
工
の
発
送
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
記

　
し
、
且
特
別
の
承
認
を
え
た
の
で
な
け
れ
ぱ
、
こ
れ
を
担
保
し
な
い
。

　
　
郵
便
小
包
は
、
そ
の
価
額
を
申
告
し
た
と
き
と
錐
も
、
特
約
及
ぴ
特
別
保
険
料
が
な
い
限
り
、
担
保
さ
れ
な
い
。

第
五
条
船
荷
証
券
な
し
で
積
込
ま
れ
た
貨
物

　
　
被
保
険
物
が
船
荷
証
券
又
は
貨
物
引
換
証
な
し
で
積
込
ま
れ
、
又
は
そ
れ
が
積
荷
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
保
険
者
は
、
事
故
発
生
の

　
揚
合
こ
の
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
が
、
被
保
険
者
は
そ
の
他
の
確
実
な
手
段
、
就
中
荷
送
人
及
ぴ
被
保
険
者
の
帳
簿
及
ぴ
通
信
文
の
提

　
出
に
よ
り
、
並
ぴ
に
運
送
人
の
証
明
に
ょ
っ
て
、
そ
の
発
送
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
六
条
　
運
送
証
券
約
款

　
　
保
険
者
は
、
船
荷
証
券
、
預
証
券
、
貨
物
引
換
証
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
そ
の
約
款
が
法
律
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
て
い
る
限
り
、
こ
れ
を
承
認

　
す
る
。
但
し
本
証
券
に
よ
ワ
て
は
担
保
さ
れ
な
い
危
険
に
関
す
る
約
款
の
結
果
、
及
び
貨
物
の
性
質
又
は
価
額
に
つ
い
て
被
保
険
者
・
荷
送
人
又
は

　
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
利
害
関
係
人
が
故
意
に
不
正
な
申
告
を
し
た
た
め
に
運
送
人
の
法
的
責
任
が
全
部
又
は
一
部
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
た
約

　
款
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
章
除
外
危
険

第
七
条
　
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
除
外
さ
れ
る
危
険

　
　
保
険
者
は
左
の
原
因
に
基
く
、
又
は
そ
の
結
果
に
基
く
保
険
金
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
責
に
任
じ
な
い
。

　
③
　
罰
金
、
没
収
、
押
収
、
徴
発
、
封
鎖
侵
破
、
密
輸
、
禁
止
商
業
又
は
秘
密
商
業
、
損
害
賠
償
、
保
全
的
差
押
・
執
行
的
差
押
そ
の
他
の
差
押
。

　
被
保
険
物
の
差
押
を
解
除
す
る
た
め
の
担
保
に
つ
い
て
も
保
険
者
は
関
係
が
な
い
。

　
⑥
　
被
保
険
物
の
固
有
の
暇
疵
、
虫
喰
、
衛
生
又
は
消
毒
の
措
置
、
気
濫
の
影
響
、
本
証
券
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
危
険
か
ら
生
じ
た
こ
と
が
立
証

　
さ
れ
な
い
限
り
樽
詰
液
体
の
酸
化
。

　
◎
　
被
保
険
者
、
荷
送
人
、
荷
受
人
又
は
そ
の
使
用
人
、
代
理
人
若
し
く
は
利
害
関
係
人
の
故
意
又
は
過
失
、
荷
造
の
不
完
全
又
は
不
適
当
。

　
＠
　
被
保
険
物
の
発
送
又
は
到
達
の
遅
延
、
相
揚
の
変
動
、
検
疫
・
寵
港
の
諸
費
用
又
は
荷
揚
期
間
・
陸
揚
遅
延
期
間
の
諸
費
用
、
第
二
条
に
記
載

　
さ
れ
た
も
の
を
除
く
倉
敷
料
・
碇
泊
費
用
そ
の
他
す
べ
て
の
費
用
。
輸
出
入
の
禁
止
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
及
ぴ
被
保
険
者
又
は
そ
の
代
理
人
若
し

　
く
は
利
害
関
係
人
の
事
業
又
は
商
取
引
に
生
じ
た
障
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
。

第
八
条
　
及
対
の
特
約
が
な
い
限
リ
除
外
さ
れ
る
危
険

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
七
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二
八
八

　
特
約
及
ぴ
特
別
保
険
料
が
な
い
限
り
、
保
険
者
は
左
の
危
険
及
ぴ
そ
の
結
果
に
つ
い
て
も
・
そ
の
責
に
任
じ
な
い
。

③
　
内
乱
又
は
国
際
間
の
戦
争
、
敵
対
行
為
、
報
復
、
捕
獲
、
す
ぺ
て
の
政
府
及
ぴ
権
力
に
よ
る
傘
捕
・
抑
留
・
差
押
・
追
害
又
は
抑
止
、
魚
雷
・

水
雷
・
爆
弾
又
は
其
の
他
の
戦
争
用
具
の
爆
発
及
び
一
般
に
す
ぺ
て
の
戦
争
事
故
並
ぴ
に
海
賊
及
ぴ
政
治
的
性
格
を
有
す
る
又
は
戦
争
に
関
連
し
た

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
又
は
テ
・
行
為
。

⑥
　
一
揆
、
人
民
運
動
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
及
ぴ
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
し
た
行
為
。

◎
　
盗
難
一
般
及
ぴ
強
奪
の
危
険
、
担
保
危
険
に
よ
ら
な
い
で
生
じ
た
被
保
険
物
の
全
部
又
は
一
部
の
紛
失
。

第
三
章
　
被
保
険
危
険
の
時
間
及
び
場
所

第
九
条

　
一
　
危
険
期
間
－
保
険
者
の
危
険
は
、
被
保
険
物
が
運
送
の
た
め
に
被
保
険
航
海
の
最
初
の
積
出
地
に
お
け
る
倉
庫
を
出
た
と
き
に
始
り
、
そ
の

　
航
海
の
仕
向
地
に
お
い
て
荷
受
人
又
は
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
利
害
関
係
人
の
倉
庫
に
入
っ
た
と
き
に
終
る
。
貨
物
が
到
達
し
た
と
き
に
そ
れ
を
保

　
管
す
る
揚
所
は
、
そ
れ
が
荷
受
人
、
そ
の
代
理
人
又
は
利
害
関
係
人
に
属
す
る
と
否
と
を
間
わ
ず
、
す
べ
て
そ
の
倉
庫
と
看
倣
さ
れ
る
。

　
　
但
し
、
仕
向
地
に
お
い
て
保
税
倉
庫
、
公
設
又
は
私
設
の
陸
揚
倉
庫
、
税
関
又
は
埠
頭
の
倉
庫
に
お
け
る
保
険
者
の
保
護
は
、
特
約
及
ぴ
増
割
保

　
険
料
が
な
い
限
り
、
被
保
険
貨
物
が
運
送
船
舶
又
は
そ
の
他
の
運
送
用
具
か
ら
荷
卸
さ
れ
た
時
か
ら
計
算
し
て
三
〇
日
の
期
間
を
超
え
な
い
。
こ
の

　
期
間
は
仕
向
地
が
内
陸
の
地
点
で
あ
る
と
き
は
一
五
日
に
短
縮
さ
れ
る
。

　
ニ
　
ラ
・
プ
ラ
タ
河
の
諸
港
ー
ラ
・
プ
ラ
タ
河
の
諸
港
に
荷
卸
さ
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
貨
物
が
倉
庫
、
保
税
倉
庫
、
公
設
又
は
私
設

　
の
陸
揚
倉
庫
、
税
関
な
ど
に
到
達
し
た
と
き
、
又
港
で
陸
揚
さ
れ
て
か
ら
遅
く
と
も
一
〇
日
以
内
に
こ
れ
ら
の
揚
所
に
入
れ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
荷

卸
さ
れ
た
と
き
か
ら
一
〇
日
で
、
火
災
危
険
は
消
滅
す
る
。



第
一
〇
条
　
早
期
の
引
渡

　
　
危
険
が
本
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
通
常
終
了
す
る
と
き
よ
り
前
に
、
被
保
険
者
に
よ
り
、
荷
送
人
に
よ
り
、
荷
受
人
に
よ
り
、
又
は
そ
の

　
代
理
人
若
し
く
は
権
利
承
継
人
に
よ
り
、
被
保
険
物
が
引
取
ら
れ
た
と
き
は
、
保
険
者
の
危
険
は
消
滅
す
る
。

第
二
条
被
保
険
航
海
期
問
の
延
長

　
　
直
航
的
寄
航
の
場
合
は
割
増
保
険
料
な
し
に
、
そ
の
他
す
ぺ
て
の
寄
航
・
離
路
・
積
替
の
揚
合
及
び
す
べ
て
の
被
保
険
航
海
の
通
常
の
期
間
の
延

　
長
の
揚
合
は
割
増
保
険
料
を
以
て
、
被
保
険
危
険
は
同
一
条
件
で
担
保
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
が
本
証
券
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
危
険
を
原
因
と

　
す
る
と
き
は
、
い
か
な
る
割
増
保
険
料
も
徴
収
さ
れ
な
い
。

第
四
章
　
保
険
価
額

第
一
二
条

　
一
　
承
認
さ
れ
た
過
大
評
価
の
範
囲
i
協
定
保
険
価
額
を
定
め
た
と
き
と
錐
も
、
保
険
者
は
、
損
害
又
は
滅
失
に
つ
い
て
の
す
ぺ
て
の
請
求
の
と

　
き
に
、
実
際
価
額
の
証
明
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
過
大
評
価
の
場
合
に
は
、
保
険
価
額
を
実
際
価
額
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
の
金
額
に
引

　
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
・

　
　
実
際
価
額
は
、
買
入
原
価
（
又
は
、
そ
れ
な
き
と
き
は
、
発
送
の
時
及
ぴ
地
に
お
け
る
被
保
険
物
の
市
価
）
及
ぴ
保
険
に
附
せ
ら
れ
た
発
送
に
要

　
し
た
、
保
険
料
を
含
む
す
ぺ
て
の
費
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

　
二
　
仕
向
地
価
額
－
但
し
、
も
し
請
求
者
が
、
前
号
に
定
め
た
被
保
険
貨
物
の
実
際
価
額
が
被
保
険
航
海
の
仕
向
地
に
お
け
る
そ
の
価
額
に
達
し

　
な
い
二
と
を
立
証
し
た
と
き
は
、
保
険
価
額
は
、
い
か
な
る
形
の
増
価
を
も
乙
れ
に
な
さ
な
い
、
仕
向
地
に
お
け
る
価
額
に
減
額
さ
れ
る
。

　
　
仕
向
地
に
お
け
る
価
額
は
、
到
達
日
又
は
、
そ
れ
な
き
と
き
は
、
滅
失
日
の
公
定
相
揚
に
よ
り
、
官
公
署
又
は
有
資
格
団
体
に
よ
り
、
又
は
、
そ

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
九
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れ
な
き
と
き
は
、
宣
誓
仲
立
人
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

三
　
売
却
さ
れ
た
貨
物
－
被
保
険
者
が
自
ら
貨
物
を
売
却
し
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
た
と
き
は
、
保
険
価
額
は
、
売
買
契
約
よ
り
生
ず
る
義
務
に

よ
っ
て
定
ま
っ
た
価
額
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

四
　
事
故
後
の
価
額
確
定
通
知
i
価
額
の
確
定
通
知
が
事
故
後
に
な
さ
れ
る
と
き
は
、
右
の
三
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
の
基
礎
と
さ
れ

る
価
額
は
、
被
保
険
者
が
こ
れ
に
先
立
っ
た
同
じ
性
質
の
発
送
に
つ
い
て
通
常
採
用
し
た
計
算
法
を
適
用
し
て
え
ら
れ
る
価
額
を
、
い
か
な
る
揚
合

に
も
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
被
保
険
者
の
義
務

第
一
三
条
保
険
料

　
　
危
険
が
開
始
す
れ
ば
、
保
険
者
は
保
険
料
全
額
を
取
得
す
る
。
保
険
料
は
、
保
険
契
約
締
結
の
地
に
お
い
て
、
被
保
険
者
又
は
そ
の
代
理
人
若
し

　
く
は
権
利
承
継
人
に
、
そ
の
保
険
料
が
属
す
る
保
険
証
券
が
交
付
さ
れ
た
と
き
、
保
険
者
に
現
金
で
支
払
わ
れ
る
。
保
険
料
は
こ
れ
を
宣
誓
仲
立
人

　
に
支
払
っ
て
も
よ
い
。

　
　
保
険
証
券
の
交
付
後
遅
く
と
も
八
日
以
内
に
支
払
が
な
い
と
き
ぱ
、
延
滞
保
険
料
が
支
払
わ
れ
る
目
の
翌
B
の
零
時
ま
で
、
い
か
な
る
催
告
も
附

　
遅
滞
も
要
せ
ず
し
て
、
不
払
保
険
料
が
帰
属
す
る
危
険
は
自
動
的
に
停
止
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
危
険
停
止
期
間
中
に
生
じ
た
す
べ
て
の
事
故

　
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
は
い
か
な
る
保
険
金
も
支
払
う
こ
と
を
要
し
な
い
が
、
契
約
の
履
行
上
保
険
者
が
披
保
険
者
に
対
し
て
有
す
る
す
べ
て
の
権

　
利
、
就
中
、
約
定
保
険
料
全
額
を
取
立
て
る
権
利
は
、
明
ら
か
に
留
保
さ
れ
る
。

　
　
本
条
第
二
項
の
規
定
は
予
定
保
険
証
券
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
一
四
条
　
租
税



ノ

Q

　
　
現
に
賦
課
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
将
来
賦
課
さ
れ
る
こ
と
あ
る
ぺ
き
租
税
、
並
び
に
保
険
証
券
の
費
用
は
被
保
険
者
の
負
担
と
し
、
保
険
料
と
同

　
じ
条
件
で
支
払
わ
れ
る
。

第
一
五
条
　
発
送
に
関
す
る
情
報

　
　
被
保
険
者
は
発
送
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
有
益
な
情
報
を
保
険
者
に
通
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
被
保
険
者
は
、
特
に
、
被
保
険
航
海
、
運
送
船
舶
の
名
称
を
知
ら
せ
、
且
っ
各
船
舶
に
つ
き
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
金
額
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
各
船
舶
は
第
三
五
条
第
一
号
に
定
め
る
条
件
を
具
備
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
第
三
五
条
の
他
の
各
号
に
定
め
る
船
舶
に
よ
る
発
送
は
明
ら
か

　
な
反
対
の
特
約
な
き
限
り
、
保
護
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
予
定
保
険
に
つ
い
て
は
第
三
五
条
の
定
め
る
所
に
よ
る
。

第
工
ハ
条
　
保
存
手
段
、
救
助
、
求
償

　
一
　
す
ぺ
て
の
権
利
は
相
反
的
に
留
保
さ
れ
、
被
保
険
者
は
被
保
険
物
の
あ
ら
ゆ
る
保
存
手
段
を
講
じ
、
講
ぜ
し
め
、
又
は
要
求
し
、
且
そ
の
救
助

　
に
留
意
し
又
は
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
保
険
者
は
そ
れ
ら
の
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
保
険
者
が
そ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
か
ら
と
て
、

　
保
険
者
が
所
有
者
と
し
て
の
行
為
を
な
し
、
又
は
そ
の
責
任
を
承
認
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
　
保
険
者
は
、
特
に
、
あ
ら
ゆ
る
調
査
を
行
い
、
あ
ら
ゆ
る
求
償
を
行
い
、
且
つ
船
舶
の
滅
失
又
は
航
行
不
能
の
揚
合
に
は
、
自
ら
の
手
で
被
保
険

　
物
を
仕
向
地
に
再
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
、
被
保
険
者
は
、
特
に
こ
れ
ら
の
手
段
の
実
行
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
入
手
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
有
益

　
な
文
書
及
ぴ
資
料
を
提
出
し
て
、
こ
れ
に
全
面
的
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
二
　
被
保
険
者
は
ま
た
、
運
送
人
及
ぴ
そ
の
他
の
す
ぺ
て
の
責
任
あ
る
第
三
者
に
対
す
る
権
利
及
ぴ
求
償
権
を
、
と
き
に
は
保
険
者
の
利
益
の
た
め

　
に
、
保
全
す
る
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
、
適
時
に
、
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
且
っ
保
険
者
が
必
要
な
訴
訟
を
提
起
す
る
揚
合
に
は
、
こ
れ
に

　
全
面
的
に
協
力
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
三
　
被
保
険
者
は
、
本
条
に
定
め
る
保
存
手
段
を
講
ず
る
に
つ
き
、
被
保
険
者
、
荷
送
人
、
荷
受
人
、
こ
れ
ら
の
者
の
使
用
人
、
代
理
人
又
は
権
利

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
一
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承
継
人
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
責
に
任
ず
る
。

　
四
　
す
べ
て
の
貴
任
者
か
ら
受
取
ら
れ
、
且
つ
被
保
険
者
、
荷
送
人
、
荷
受
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
若
し
く
は
権
利
承
継
人
の
利
益
と
な
る

　
す
ぺ
て
の
損
害
賠
償
金
は
、
各
人
の
利
益
の
割
合
に
応
じ
て
、
保
険
者
が
支
払
う
ぺ
き
保
険
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
。

第
一
七
条
　
代
位

　
　
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
者
は
、
被
保
険
者
が
す
ぺ
て
の
責
任
あ
る
第
三
者
に
対
し
て
有
す
る
す
ぺ
て
の
権
利
に
代
位
す
る
。
被
保
険
者
は
、
保

　
険
者
が
要
求
す
れ
ば
、
海
損
精
算
書
若
し
く
は
保
険
金
領
収
証
中
に
、
又
は
別
の
文
書
に
、
代
位
を
記
載
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
代
位
は
支
払
保

　
険
金
を
限
度
と
し
て
行
わ
れ
る
。

第
六
章
　
損
害
及
び
滅
失
の
証
明

第
一
八
条
　
対
席
証
明

　
　
荷
受
人
は
、
協
議
上
又
は
裁
判
上
の
鑑
定
の
た
め
に
、
海
上
保
険
中
央
委
員
会
海
損
委
員
に
、
そ
れ
な
き
と
き
は
・
ン
ド
ン
の
・
イ
ズ
の
海
損
委

　
員
又
は
運
送
保
険
国
際
連
合
の
海
損
委
員
に
、
証
明
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
海
損
委
員
な
き
と
き
は
フ
ラ
ン
ス
の
港
に
お
い
て
は
商
事
裁

　
判
所
、
外
国
の
港
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
領
事
に
、
そ
れ
な
き
と
き
は
関
係
地
方
官
憲
に
依
頼
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
保
険
者
は
、
証
明
が
前
項
の
定
め
る
如
く
な
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
保
険
金
請
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
荷
受
人
の
同
意
を
え
て
海
損
委
員
に
よ
り
又
は
両
者
の
指
名
し
た
鑑
定
人
に
よ
り
な
さ
れ
る
証
明
は
、
損
害
及
び
滅
失
の
性
質
、
原
因
、
金
額
を

　
決
定
す
る
目
的
を
有
す
る
協
議
上
の
対
席
鑑
定
と
し
て
の
力
を
、
両
者
の
間
に
有
す
る
、

　
　
両
当
事
者
は
、
鑑
定
後
口
五
日
以
内
に
、
両
者
の
主
張
を
聞
い
て
鑑
定
す
る
、
協
議
上
又
は
裁
判
上
の
及
対
鑑
定
人
を
要
求
す
る
こ
と
が
て
き
る
。

　
　
海
損
委
員
の
介
入
は
常
に
本
証
券
の
約
款
及
ぴ
条
件
の
下
で
行
わ
れ
る
。
海
損
委
員
及
ぴ
鑑
定
人
の
費
用
並
ぴ
に
報
酬
は
荷
受
人
に
よ
っ
て
支
払

0



　
わ
れ
る
が
、
損
害
及
び
滅
失
の
全
部
又
は
一
部
が
担
保
危
険
か
ら
生
じ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
き
は
全
額
保
険
者
か
ら
償
還
さ
れ
る
。
こ
の
費
用

　
及
ぴ
報
酬
の
た
め
に
保
険
価
額
を
超
え
る
金
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
き
と
錐
も
同
様
で
あ
る
。

第
一
九
条
　
証
明
期
間

　
　
荷
受
人
は
、
第
一
八
条
第
一
項
に
定
め
る
証
明
を
、
被
保
険
貨
物
が
仕
向
地
に
お
い
て
運
送
船
舶
又
は
そ
の
他
の
運
送
用
具
か
ら
荷
卸
さ
れ
た
と

　
き
か
ら
三
〇
日
以
内
に
な
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
こ
れ
に
及
し
た
と
き
は
保
険
金
の
謂
求
を
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
仕
向
地
が
内
地
に
あ
る
と

　
き
は
、
こ
の
期
問
は
一
五
日
に
短
縮
さ
れ
る
。

　
　
但
し
、
例
外
と
し
て
、
仕
向
地
に
お
い
て
貨
物
が
右
の
三
〇
日
又
は
一
五
日
の
期
間
を
超
え
る
期
間
担
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
証
明
に
つ
き
定

　
め
ら
れ
た
期
間
も
、
保
険
期
間
の
満
了
の
と
き
ま
で
延
長
さ
れ
る
。

　
　
前
二
項
に
定
め
た
期
間
は
、
そ
の
満
了
三
日
以
内
に
生
じ
た
損
害
及
び
滅
失
に
つ
い
て
は
、
三
日
間
延
長
さ
れ
る
。

第
七
章
　
損
害
及
び
滅
失
の
精
算

第
二
〇
条
　
精
算
の
方
法

　
　
保
険
者
に
対
す
る
求
償
を
生
ぜ
し
め
る
す
ぺ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
精
算
は
、
そ
れ
が
荷
物
の
一
部
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
各
荷
造
毎
に
別

　
々
に
行
わ
れ
る
。
但
し
、
バ
ラ
積
荷
物
に
対
し
て
は
船
鎗
毎
に
又
は
荷
主
毎
に
行
わ
れ
る
。

第
二
一
条
　
保
険
者
の
貴
任
額
の
決
定

　
一
　
第
一
八
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
海
損
額
は
、
被
保
険
物
が
無
事
で
あ
っ
た
な
ら
目
的
地
に
お
い
て
有
し
た
で
あ
ろ
う
価
額
と
、

　
海
損
を
蒙
っ
た
状
態
で
の
価
額
と
を
比
較
し
て
え
ら
れ
た
減
価
率
を
そ
の
保
険
価
額
に
乗
じ
て
決
定
さ
れ
る
。

　
　
海
損
を
蒙
っ
た
目
的
物
の
価
額
は
ま
た
、
両
当
事
者
の
同
意
を
得
た
競
売
に
よ
っ
て
決
定
す
る
．
）
と
も
で
き
る
。

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
三
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何
れ
の
揚
合
に
お
い
て
も
、
無
事
な
状
態
に
お
け
る
価
額
と
海
損
を
蒙
ワ
た
状
態
に
お
け
る
価
額
と
の
比
較
は
・
売
却
又
は
鑑
定
が
輸
入
税
未
払

　
の
ま
必
甲
、
行
わ
れ
た
と
き
は
未
払
価
額
を
、
売
却
又
は
鑑
定
が
す
べ
て
の
租
税
を
支
払
っ
て
行
わ
れ
た
と
き
は
支
払
価
額
を
基
準
と
し
て
、
行
わ
れ
る
。

　
二
　
運
賃
額
が
保
険
価
額
に
算
入
さ
れ
ず
、
別
個
の
保
険
の
目
的
を
な
す
と
き
は
、
運
賃
保
険
と
し
て
保
険
者
が
責
に
任
ず
る
金
額
は
、
運
賃
が
支

　
払
わ
れ
て
い
た
と
き
に
限
り
、
前
項
の
定
め
る
被
保
険
物
の
減
価
率
を
、
運
賃
に
つ
い
て
の
保
険
価
額
に
乗
じ
て
決
定
さ
れ
る
。

　
三
　
一
又
は
数
箇
の
荷
造
に
容
れ
ら
れ
た
目
的
物
が
一
体
を
な
し
、
且
つ
こ
の
目
的
の
全
部
又
は
一
部
を
、
海
損
を
蒙
っ
て
い
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、

　
製
造
地
へ
移
送
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
保
険
者
が
判
断
し
た
と
き
は
、
帰
港
の
危
険
及
び
再
運
送
の
危
険
、
並
ぴ
に
運
送
費
用
及
ぴ
修
理
費
用

　
は
、
証
明
さ
れ
た
海
損
自
身
が
負
担
さ
れ
る
と
き
は
、
費
用
及
ぴ
海
損
に
対
し
て
支
払
う
ぺ
き
金
額
が
す
べ
て
の
保
険
価
額
を
超
え
る
と
き
と
錐
も
、

第
二
七
条
の
規
書
拘
ら
ず
保
険
者
こ
れ
を
負
担
す
る
．
本
規
定
は
、
目
的
が
実
際
価
額
以
下
の
金
額
に
つ
い
て
附
保
さ
れ
る
場
合
簾
・
本
証
券

　
の
他
の
規
定
及
ぴ
比
例
の
法
則
の
適
用
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
二
条
免
責
歩
合

　
　
免
責
歩
合
は
、
売
買
契
約
に
よ
り
、
又
は
そ
れ
な
き
と
き
は
慣
習
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
、
且
つ
保
険
者
が
決
し
て
負
担
し
な
い
途
中
で
の
漏
洩
、

　
漏
出
、
目
減
り
と
は
、
常
に
無
関
係
で
あ
る
。

　
　
免
責
歩
合
は
、
第
二
〇
条
に
従
い
精
算
の
基
礎
と
な
る
保
険
価
額
に
も
と
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
。

　
　
反
対
の
特
約
が
な
い
限
り
、
物
質
的
単
独
海
損
は
五
％
の
免
責
歩
合
を
控
除
し
て
精
算
さ
れ
る
。
但
し
、
第
二
条
第
三
号
に
列
挙
し
た
事
故
に
よ

　
っ
て
生
じ
た
単
独
海
損
は
、
液
体
を
容
れ
た
荷
物
を
除
く
す
ぺ
て
の
荷
物
に
つ
き
、
免
責
歩
合
な
し
に
精
算
さ
れ
る
。
費
用
単
独
海
損
及
ぴ
共
同
海

　
損
分
担
額
も
免
責
歩
合
な
し
に
精
算
さ
れ
る
。

第
二
三
条
　
共
同
海
損
分
担
額

　一

共
同
海
損
分
担
額
は
、
保
険
者
が
引
受
け
た
保
険
価
額
、
も
し
そ
の
負
担
す
る
単
独
海
損
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
控
除
し
た
保
険
価
額
に
比
例



、

　
し
て
保
険
者
の
責
に
帰
す
る
が
、
保
険
者
の
責
任
は
、
保
険
価
額
、
右
の
控
除
額
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
控
除
し
た
保
険
価
額
、
に
共
同
海
損
分
担
率
を

乗
じ
た
金
額
を
限
度
と
し
、
且
そ
の
金
額
は
被
保
険
者
が
分
担
額
と
し
て
支
払
っ
た
額
を
超
え
な
い
。

　
二
　
共
同
海
損
分
担
額
仮
払
金
は
、
保
険
者
の
地
位
は
共
同
海
損
の
精
算
が
行
わ
れ
た
結
果
決
定
し
た
分
担
額
の
み
を
負
担
す
る
ア
一
と
に
変
り
は
な

　
い
と
い
う
了
解
の
も
と
に
、
仮
払
金
を
支
払
っ
た
者
が
白
紙
裏
書
を
し
た
分
担
額
仮
払
金
領
収
書
を
提
出
す
れ
ば
、
前
号
に
定
め
た
条
件
で
保
険
者

　
こ
れ
を
支
払
う
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
者
か
ら
分
担
額
仮
払
金
の
支
払
を
受
け
た
被
保
険
者
及
び
保
険
証
券
所
持
人
は
、
共
同
海
損
の
精
算
が
行
わ

　
れ
な
か
っ
た
か
、
又
は
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
精
算
が
完
了
し
な
か
っ
た
と
き
は
連
帯
し
て
、
そ
の
全
額
を
返
還
す
る
責
を
負
い
、
又
精
算
の
結
果

　
確
定
し
た
分
担
額
が
分
担
額
仮
払
金
よ
り
少
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
返
還
す
る
責
を
負
う
。

第
二
四
条
　
委
付

　
一
　
被
保
険
貨
物
の
委
付
は
、
左
に
掲
げ
る
揚
合
に
お
い
て
の
み
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
③
　
行
方
不
明
の
揚
合
。
遠
洋
航
海
に
お
い
て
は
、
汽
船
又
は
発
動
機
船
に
つ
い
て
は
三
ケ
月
後
、
帆
船
又
は
機
帆
船
に
つ
い
て
は
六
ケ
月
後
。
沿

　
岸
航
行
に
お
い
て
は
、
汽
船
又
は
発
動
機
船
に
つ
い
て
は
ニ
ケ
月
後
、
帆
船
又
は
機
帆
船
に
つ
い
て
は
四
ケ
月
後
。

　
こ
の
期
間
は
最
後
の
報
道
あ
っ
た
と
き
か
ら
起
算
し
、
本
証
券
の
保
険
者
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
報
道
あ
っ
た
日
に
損
害
が
発
生
し
た
も
の
と
看
傲

　
さ
れ
る
。

　
　
被
保
険
者
は
輸
送
船
舶
の
発
航
日
及
ぴ
そ
の
不
着
を
立
証
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
報
道
の
通
常
の
伝
達
が
阻
害
さ
れ
て
い
た
情
況
に
よ
っ
て
こ
れ
が
生
じ
た
と
き
は
、
右
に
定
め
た
期
間
は
経
過
せ
ず
、
こ
の
障
害
が
継
続
す
る
限

　
り
、
委
付
は
承
認
さ
れ
な
い
。

　
㈲
　
担
保
さ
れ
た
事
故
に
よ
っ
て
被
保
険
物
に
物
質
的
海
損
が
生
じ
た
た
め
に
、
貨
物
の
積
出
地
若
し
く
は
積
出
港
、
仕
向
地
若
し
く
は
仕
向
港
以

　
外
の
地
若
し
く
は
港
に
お
い
て
、
売
却
さ
れ
た
揚
合
。
但
し
積
出
港
を
出
港
の
後
避
難
の
た
め
に
帰
港
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
揚
合
に
は
ア
一
の
限
り

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
五
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で
な
い
。

　
◎
　
担
保
さ
れ
た
事
故
に
よ
っ
て
運
送
船
舶
が
そ
の
航
海
を
継
続
し
え
な
い
状
態
に
至
っ
た
と
決
定
的
に
認
め
ら
れ
た
と
き
に
、
左
の
期
間
が
経
過

　
し
て
も
被
保
険
物
を
仕
向
地
に
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
少
な
く
と
も
他
の
船
舶
若
し
く
は
他
の
運
送
用
具
へ
の
再
積
込
が
開
始
さ
れ
な
い

　
揚
合
。

　
　
右
の
期
間
は
、
事
故
が
ヨ
i
・
ッ
パ
沿
岸
若
し
く
は
島
嗅
に
て
、
又
は
地
中
海
若
し
く
は
黒
海
に
面
し
た
ア
ジ
ア
若
し
く
は
ア
フ
リ
カ
の
沿
岸
に

　
て
、
又
は
ヨ
ー
・
ッ
パ
以
外
の
太
西
洋
の
沿
岸
若
し
く
は
島
喚
に
て
生
じ
た
と
き
に
は
四
ケ
月
、
事
故
が
そ
の
他
の
沿
岸
若
し
く
は
島
撰
に
て
生
じ

　
た
と
き
は
六
ヶ
月
と
す
る
。

　
　
期
間
は
被
保
険
者
が
保
険
者
に
航
海
不
能
を
通
知
し
た
日
よ
り
起
算
す
る
。

　
　
事
故
が
、
氷
又
は
そ
の
他
の
原
因
に
よ
っ
て
航
海
が
中
断
さ
れ
て
い
る
地
に
お
い
て
生
じ
た
と
き
は
、
右
に
定
め
た
期
間
は
、
そ
の
地
へ
の
接
近

　
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
る
間
延
長
さ
れ
る
。

　
④
費
用
は
す
ぺ
て
こ
れ
を
算
入
せ
ず
に
、
保
険
者
が
担
保
し
た
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
、
且
っ
第
一
九
条
乃
至
第
二
一
条
の
定
め
る
所
に
よ
っ
て
計

　
算
さ
れ
た
物
質
的
損
害
又
は
滅
失
額
が
、
保
険
価
額
の
少
な
く
と
も
四
分
の
三
に
達
し
た
揚
合
・

　
二
　
委
付
を
生
ぜ
し
め
る
す
ぺ
て
の
揚
合
に
お
い
て
、
被
保
険
物
が
委
付
さ
れ
る
保
険
者
は
、
委
付
の
承
諾
と
、
所
有
権
の
移
転
な
き
全
損
と
し
て

　
の
精
算
の
何
れ
か
を
選
択
す
る
権
利
を
常
に
有
す
る
。

第
二
五
条

　一

保
険
金
の
支
払
　
　
保
険
者
が
支
払
う
ぺ
き
保
険
金
は
、
証
明
書
類
の
完
全
な
提
出
後
、
遅
く
と
も
三
〇
日
以
内
に
、
委
任
状
を
必
要
と
せ
ず

　
し
て
こ
れ
ら
の
書
類
の
所
持
人
に
対
し
て
、
且
つ
保
険
証
券
若
し
く
は
保
険
契
約
修
正
書
の
原
本
と
引
換
に
、
又
は
こ
れ
ら
の
書
面
に
支
払
を
な
し

　
た
る
旨
を
記
載
し
て
、
現
金
で
支
払
わ
れ
る
。



　
二
　
保
険
料
と
の
相
殺
　
保
険
者
の
負
担
に
属
す
る
金
額
の
支
払
の
と
き
、
被
保
険
者
が
支
払
う
ぺ
か
り
し
す
べ
て
の
保
険
料
は
保
険
者
が
支
払
う

　
ぺ
き
保
険
金
と
相
殺
さ
れ
る
。

　
　
但
し
、
保
険
証
券
又
は
保
険
契
約
修
正
書
が
事
故
前
の
権
利
に
よ
り
善
意
の
証
券
所
持
人
に
譲
渡
さ
れ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
ア
｝
の
保
険
証
券
又

　
は
こ
の
修
正
書
に
属
す
る
保
険
料
と
の
み
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
六
条
時
効

一
本
保
険
契
約
か
茎
ず
る
訴
簿
左
の
期
腰
葱
て
時
効
窟
り
纏
す
る
が
、
い
か
な
る
揚
合
に
お
い
て
も
．
あ
期
間
は
悪
典
第
聖

　
二
条
に
定
め
る
期
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
単
独
海
損
に
関
す
る
訴
権
及
び
第
二
四
第
条
一
号
＠
に
定
め
る
委
付
に
関
す
る
訴
権
は
、
鑑
定
人
若
し
く
は
反
対
鑑
定
人
の
証
明
書
、
又
は
そ
れ

　
な
き
と
き
は
す
べ
て
の
他
の
証
明
書
、
の
日
付
後
一
年
の
時
効
で
消
滅
す
る
。

　
　
第
二
四
条
第
一
号
③
及
ぴ
⑥
に
定
め
る
揚
合
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
期
間
の
満
了
後
一
年
の
時
効
で
、
同
号
⑥
の
場
合
に
は
売
却
後

　
一
年
の
時
効
で
消
滅
す
る
。

　
　
共
同
海
損
分
担
額
の
償
還
に
関
す
る
訴
権
は
、
被
保
険
者
に
よ
り
、
又
は
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
権
利
承
継
人
に
よ
り
、
ア
一
の
分
担
額
が
支
払
わ

　
れ
た
と
き
か
ら
一
年
の
時
効
で
消
滅
す
る
。

　
　
保
険
契
約
か
ら
生
ず
る
そ
の
他
の
す
ぺ
て
の
訴
権
は
商
法
典
第
四
三
二
条
の
条
件
に
お
い
て
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
。

　
二
　
前
号
に
定
め
た
一
年
の
期
間
は
、
そ
の
満
了
前
に
、
被
保
険
者
が
請
求
の
証
明
組
団
を
保
険
者
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
断
さ
れ
る
。
．
一

　
の
と
き
は
、
期
間
は
、
保
険
者
が
被
保
険
者
に
又
は
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
権
利
承
継
人
に
、
又
は
仲
立
人
に
、
右
の
請
求
に
つ
い
て
附
与
し
よ
う

　
と
欲
す
る
結
果
を
知
ら
し
め
た
日
か
ら
起
算
す
る
。

　
　
商
法
典
第
四
三
五
条
の
規
定
は
排
除
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
被
保
険
者
の
保
険
者
に
対
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
七

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
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第
二
七
条
保
険
者
の
貴
任
の
制
限
，
、

　
　
保
険
者
間
に
は
い
か
な
る
連
帯
責
任
も
な
く
、
各
保
険
者
が
支
払
の
責
に
任
ず
る
保
険
金
は
、
、
被
保
険
物
に
つ
い
て
各
自
が
引
受
け
た
金
額
に

　
比
例
す
る
。
保
険
者
が
引
受
け
た
金
額
は
、
い
か
な
る
揚
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
責
任
の
限
度
を
な
す
。

　
　
第
一
八
条
最
終
項
及
ぴ
第
二
十
一
条
第
三
号
に
定
め
る
揚
合
を
除
き
、
保
険
者
は
そ
れ
以
上
支
払
う
責
任
は
な
い
。
こ
れ
は
、
予
定
保
険
証
券
に

　
関
す
る
場
合
は
除
き
、
被
保
険
者
が
仮
の
保
険
価
額
だ
け
を
記
載
し
て
い
た
と
き
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

第
八
章
　
保
険
の
無
効
又
は
解
除

第
二
八
条
　
ニ
ケ
月
以
内
に
開
始
し
な
い
危
険

　
　
こ
れ
と
異
な
る
期
間
が
明
文
を
以
て
約
定
さ
れ
な
い
限
り
、
契
約
は
、
契
約
締
結
の
日
か
ら
ニ
ケ
月
後
、
そ
の
期
間
内
に
危
険
が
開
始
し
な
い
す

　
ぺ
て
の
保
険
に
つ
い
て
、
何
ら
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

　
　
右
の
規
定
は
、
予
定
保
険
証
券
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
船
積
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。

第
二
九
条

　一

明
ら
か
な
支
払
停
止
ー
支
払
期
日
が
到
来
し
た
保
険
料
の
不
払
ー
被
保
険
者
の
明
ら
か
な
支
払
停
止
の
揚
合
又
は
支
払
期
日
の
到
来
し
た

　
保
険
料
の
不
払
の
揚
合
に
は
、
保
険
者
は
、
被
保
険
者
に
、
又
は
保
険
者
が
知
っ
て
い
る
被
保
険
者
の
住
所
宛
、
二
四
時
間
以
内
に
支
払
う
べ
き
こ

　
と
の
催
告
を
し
た
後
、
直
ち
に
保
険
証
券
を
停
止
し
又
は
解
除
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。

　
　
停
止
し
た
保
険
証
券
は
、
未
払
保
険
料
、
及
ぴ
未
払
費
用
が
あ
る
と
き
は
そ
の
費
用
、
が
保
険
者
に
支
払
わ
れ
た
日
の
翌
日
の
零
時
か
ら
、
将
来

　
に
向
っ
て
、
そ
の
効
力
を
復
活
す
る
。

　
　
こ
の
停
止
に
拘
ら
ず
、
未
払
保
険
料
、
及
ぴ
未
払
費
用
が
あ
る
と
き
は
そ
の
費
用
、
が
支
払
わ
れ
な
い
限
り
、
保
険
者
は
直
ち
に
保
険
契
約
を
解



除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
催
告
及
ぴ
停
止
又
は
解
除
は
書
留
郵
便
に
よ
っ
て
通
知
す
れ
ば
有
効
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
同
一
の
通
知
の
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
破
産
叉
は
裁
判
上
の
清
算
ー
被
保
険
者
の
破
産
又
は
裁
判
上
の
清
算
の
揚
合
に
は
、
支
払
期
日
の
到
来
し
た
と
否
と
を
問
わ
ず
保
険
料
が
未

払
の
す
べ
て
の
保
険
は
、
破
産
又
は
裁
判
上
の
清
算
の
宣
告
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
四
八
時
間
以
内
に
破
産
管
財
人
又
は
裁
判
上
の
清
算
人
が
財
団
の

債
務
と
し
て
こ
の
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
な
い
限
り
、
全
く
そ
の
効
力
を
失
う
。

　
但
し
、
予
定
保
険
証
券
は
、
破
産
又
は
裁
判
上
の
清
算
の
宣
告
が
な
さ
れ
た
後
に
行
わ
れ
た
す
べ
て
の
船
積
に
つ
い
て
、
債
権
者
団
体
の
利
益
の

た
め
に
存
続
し
、
財
団
は
保
険
者
に
対
し
て
そ
の
保
険
料
の
直
接
の
債
務
者
と
な
る
が
、
保
険
者
及
び
財
団
が
、
同
じ
く
書
留
郵
便
を
以
て
、
保
険

証
券
を
直
ち
に
解
除
す
る
権
利
は
失
わ
れ
な
い
。

三
　
仮
住
所
の
選
定
　
フ
ラ
ン
ス
本
国
以
外
に
居
住
す
る
被
保
険
者
、
破
産
管
財
人
及
ぴ
裁
判
上
の
清
算
人
は
、
被
保
険
者
が
仲
立
人
の
仲
立
に
よ

っ
て
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
こ
の
仲
立
人
の
所
在
地
に
仮
住
所
を
選
定
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
、
催
告
及
び
停
止
又
は
解
除
の
通
知
は
す
べ
て

こ
の
選
定
さ
れ
た
仮
住
所
に
な
せ
ば
有
効
で
あ
る
。

四
　
停
止
及
び
解
除
の
効
果
－
本
条
に
定
め
た
停
止
及
ぴ
解
除
は
、
現
存
の
す
ぺ
て
の
保
険
及
ぴ
被
保
険
者
の
名
前
で
契
約
さ
れ
た
す
ぺ
て
の
予

定
保
険
証
券
に
つ
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
保
険
者
は
現
存
の
危
険
の
保
険
料
及
ぴ
す
ぺ
て
の
将
来
の
船
積
に
対
す
る
保
険
料
を
放
棄
す
る
が
、

損
害
賠
償
の
権
利
は
失
わ
な
い
。
本
規
定
は
第
一
三
条
第
二
項
の
規
定
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
規
定
に
よ
っ
て
自
動
的
に

停
止
す
る
危
険
に
関
す
る
保
険
料
は
保
険
者
こ
れ
を
取
得
す
る
。

五
　
同
一
権
利
の
相
笈
性
ー
保
険
者
の
破
産
、
裁
判
上
の
清
算
又
は
明
ら
か
な
支
払
停
止
の
揚
合
は
、
被
保
険
者
は
、
，
右
の
各
号
に
お
い
て
保
険

者
に
与
え
ら
れ
た
権
利
と
同
一
の
権
利
を
、
保
険
者
に
対
し
て
有
す
る
。

六
　
善
意
の
第
三
者
ー
保
険
が
通
知
し
た
停
止
又
は
解
除
は
、
保
険
証
券
又
は
保
険
契
約
修
正
書
が
、
慕
故
前
及
ぴ
停
止
又
は
解
除
の
通
知
前
の

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
九
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三
〇
〇

　
権
利
に
よ
り
、
善
意
の
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
は
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
事
故
前
及
ぴ
破
産
又
は
裁
判

　
上
の
清
算
の
宣
告
前
の
権
利
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
本
条
第
二
号
第
一
項
に
定
め
ら
れ
た
失
効
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
何
れ
の
揚
合
に

　
お
い
て
も
、
保
険
者
は
善
意
の
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
保
険
証
券
又
は
保
険
契
約
修
正
書
に
関
す
る
保
険
料
に
つ
い
て
は
そ
の
権
利
を
有
す
る
。
第

　
＝
二
条
第
二
項
の
規
定
は
排
除
さ
れ
な
い
。

第
三
〇
条
被
保
険
物
に
関
す
る
報
道
を
直
ぢ
に
知
っ
た
も
の
と
の
推
定

　
　
商
法
典
第
三
六
五
条
の
適
用
に
よ
り
、
被
保
険
者
及
ぴ
保
険
者
は
、
被
保
険
物
又
は
船
舶
若
し
く
は
運
送
用
具
に
関
す
る
報
道
で
、
何
ら
か
の
手

段
に
よ
っ
て
彼
等
の
夫
々
の
所
在
地
に
到
達
し
た
も
の
は
、
彼
等
の
知
ら
な
い
第
三
者
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
直
ち
に
知
る
に
至

　
っ
た
も
の
と
常
に
推
定
さ
れ
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
被
保
険
物
の
到
達
、
又
は
こ
の
被
保
険
物
又
は
船
舶
若
し
く
は
運
送
用
具
に
関
す
る
事
故
の
報
道
が
、
保
険
の
指
図
が
な
さ
れ
る

前
に
被
保
険
者
の
所
在
地
又
は
危
険
引
受
地
で
知
ら
れ
て
い
た
と
き
は
、
被
保
険
者
又
は
保
険
者
が
報
道
を
知
っ
て
い
た
こ
と
の
直
接
の
証
明
の
提

　
出
を
要
せ
ず
し
て
、
す
ぺ
て
の
保
険
は
無
効
で
あ
り
、
報
道
の
吉
凶
を
間
わ
ず
の
条
件
で
契
約
さ
れ
た
と
き
に
お
い
て
も
ま
た
無
効
で
あ
る
。

　
　
善
意
で
保
険
の
指
図
を
し
た
後
、
そ
の
実
行
の
通
知
が
あ
る
前
に
、
被
保
険
物
又
は
船
舶
若
し
く
は
運
送
用
具
に
関
す
る
事
故
を
知
っ
た
者
は
何

人
も
、
電
報
又
は
電
話
に
て
直
ち
に
指
図
の
取
消
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
反
し
た
と
き
に
は
保
険
証
券
は
無
効
で
あ
る
。
但
し
右
に
定
め

　
た
よ
う
に
な
さ
れ
た
指
図
の
取
消
が
そ
の
実
行
の
後
に
至
っ
て
到
達
し
た
と
き
は
保
険
証
券
は
継
続
す
る
。

　
　
商
法
典
第
三
六
六
条
及
ぴ
第
三
六
七
条
の
適
用
は
全
く
排
除
さ
れ
る
。

　
　
本
条
は
、
予
定
保
険
証
券
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
引
受
の
と
き
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
船
積
、
及
ぴ
第
三
二
条
第
一
号
⑥
に
定
め
る
船
積
に

　
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。



第
九
章
　
管
轄

第
三
一
条

　
一
　
管
轄
に
関
す
る
法
律
の
こ
れ
に
反
す
る
す
ぺ
て
の
規
定
と
異
な
り
、
保
険
者
は
、
被
告
又
は
担
保
訴
訟
が
複
数
の
揚
合
と
難
も
、
契
約
が
引
受

　
け
ら
れ
た
地
の
商
事
裁
判
所
に
の
み
呼
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
代
理
人
に
よ
つ
て
契
約
を
引
受
け
た
会
社
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地

　
の
商
事
裁
判
所
に
呼
出
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
二
　
被
保
険
物
の
保
険
価
額
の
二
分
の
一
以
上
が
同
一
地
で
引
受
け
ら
れ
た
と
き
は
、
被
保
険
者
は
既
に
訴
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

　
同
じ
訴
の
裁
判
の
た
め
に
そ
の
他
の
保
険
者
を
そ
の
地
の
商
事
裁
判
所
に
呼
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
　
被
保
険
者
は
常
に
、
商
人
で
な
い
と
き
と
錐
も
、
保
険
者
が
契
約
を
引
受
け
た
地
に
住
所
を
選
定
し
て
、
そ
の
地
の
商
事
裁
判
所
に
呼
出
さ
れ

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
〇
章
予
定
保
険
証
券
に
特
別
な
規
定

第
三
二
条
保
険
証
券
の
機
能

　
一
　
被
保
険
者
は
保
険
証
券
の
期
間
中
、
且
つ
そ
れ
が
保
険
証
券
の
適
用
を
受
け
る
限
り
、
次
の
船
積
を
保
険
者
に
通
知
す
る
義
務
を
負
い
、
保
険

　
者
は
承
諾
す
る
義
務
を
負
う
。

　
⑧
　
自
己
の
た
め
、
又
は
附
保
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
売
買
契
約
の
履
行
の
た
め
に
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
発
送
。
こ
の
発
送
は
、
必
要
な
通
知
を

　
受
取
っ
て
か
ら
遅
く
と
も
七
日
以
内
に
船
積
通
知
書
で
通
知
す
る
と
い
う
形
式
的
条
件
で
、
担
保
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
か
ら
自
動
的
に
担
保
さ

　
れ
る
。
こ
の
期
間
は
、
フ
ラ
ン
ス
沿
岸
航
行
に
つ
い
て
は
、
三
日
（
日
曜
日
及
び
休
祭
日
を
除
く
）
に
短
縮
さ
れ
る
。

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
一

、
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三
〇
二

　
㈲
被
保
険
者
が
取
次
商
、
販
売
受
託
者
又
は
そ
の
他
の
者
と
し
て
発
送
に
利
害
関
係
を
有
す
る
と
い
ろ
条
件
で
、
保
険
を
附
す
る
代
理
権
を
通
常

　
被
保
険
者
に
与
え
る
第
三
者
の
た
め
に
な
さ
れ
る
す
ぺ
て
の
発
送
。
こ
の
発
送
は
保
険
者
に
対
す
る
船
積
通
知
に
よ
っ
て
の
み
担
保
さ
れ
る
。

　
二
　
第
三
者
か
ら
保
険
の
申
込
の
実
行
の
み
を
委
任
さ
れ
た
被
保
険
者
の
利
益
に
は
、
本
証
券
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
三
　
被
保
険
者
が
、
本
条
及
ぴ
予
定
保
険
証
券
の
定
め
る
所
に
よ
っ
て
生
じ
た
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
目
的
を
構
成
す
る
事
故
が
発
生

　
し
た
日
が
い
つ
で
あ
ろ
う
と
、
本
証
券
に
よ
っ
て
生
ず
る
す
ぺ
て
の
請
求
は
全
く
認
め
ら
れ
ず
、
且
つ
保
険
者
は
、
申
告
さ
れ
な
か
っ
た
発
送
に
つ

　
い
て
の
保
険
料
の
支
払
、
及
ぴ
被
保
険
者
が
右
の
義
務
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
の
後
に
生
じ
た
事
故
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
金
額
の
返
還
を
要
求

　
す
る
権
利
を
失
う
こ
と
な
し
に
、
直
ち
に
保
険
証
券
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
四
　
保
険
者
は
、
被
保
険
者
が
そ
の
義
務
を
履
行
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
す
る
た
め
に
、
被
保
険
者
の
帳
簿
及
び
通
信
文
の
提
出
を
要
求
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
三
条
　
航
海
前
の
鉄
道
輸
送

　
　
被
保
険
物
の
最
初
の
出
発
地
点
か
ら
運
送
船
舶
に
積
込
む
最
初
の
港
ま
で
の
鉄
道
輸
送
が
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ー
、
チ
ュ
ニ
ジ
ー
、
仏
領

　
モ
・
ッ
コ
、
ド
イ
ソ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
又
は
ス
イ
ス
の
内
地
で
行
わ
れ
る
と
き
は
、
被
保
険
者
は
こ
れ
を
通
知
し

　
な
く
て
も
よ
い
。

第
三
四
条
被
保
険
物
の
集
積

　
　
第
二
七
条
の
定
め
る
所
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
一
発
送
に
つ
き
及
ぴ
一
船
舶
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
最
高
額
が
、
保
険
者
の
責
任
の
限
度
を
な
す
。

　
そ
の
理
由
如
何
を
問
わ
ず
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
た
と
き
と
難
も
、
被
保
険
物
が
、
発
航
港
に
お
け
る
積
込
の
前
に
又
は
仕
向
地
の
最
終
港
に
お
け
る

荷
卸
の
後
に
、
何
れ
か
の
地
点
で
集
積
し
た
揚
合
は
、
保
険
者
は
、
こ
の
最
高
額
を
超
え
る
金
額
に
つ
い
て
は
責
任
が
な
い
。

　
　
被
保
険
者
が
知
ら
な
い
間
に
、
船
荷
証
券
に
記
載
さ
れ
た
船
舶
と
異
な
る
船
舶
に
積
込
ま
れ
た
貨
物
、
又
は
船
舶
の
出
航
前
若
し
く
は
後
に
他
船



　
に
積
替
え
ら
れ
た
貨
物
は
、
そ
の
た
め
に
一
船
舶
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
最
高
額
を
超
え
た
と
き
と
錐
も
有
効
に
附
保
さ
れ
て
い
る
。
被
保
険
者
が
知

　
ら
な
い
間
に
、
前
項
に
定
め
た
地
以
外
の
地
に
お
い
て
集
積
し
た
揚
合
に
も
同
様
で
あ
ゐ
。

第
三
五
条
　
輸
送
船
舶

　
一
　
別
に
定
め
る
保
険
料
率
は
、
海
上
運
送
に
関
し
て
は
、
蒸
気
若
し
く
は
専
ら
発
動
機
の
カ
で
航
行
し
、
海
上
・
運
送
保
険
会
社
組
合
に
よ
っ
て

　
指
定
さ
れ
た
保
護
航
路
に
属
す
る
鉄
船
若
し
く
は
鋼
船
に
、
又
は
船
令
二
〇
年
以
下
で
且
っ
左
の
船
名
録
の
一
に
適
格
と
格
付
け
さ
れ
た
蒸
気
若
し

　
く
は
専
ら
発
動
機
の
カ
で
航
行
す
る
鉄
船
若
し
く
は
鋼
船
に
積
込
ま
れ
た
も
の
に
対
し
て
の
み
、
且
つ
こ
れ
ら
す
べ
て
の
船
舶
が
そ
の
建
造
時
に
格

　
付
け
さ
れ
た
航
海
を
行
う
と
い
う
条
件
で
適
用
さ
れ
る
。
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二
　
右
の
条
件
に
合
致
し
な
い
、
用
船
さ
れ
た
船
を
含
む
、
す
べ
て
の
船
舶
、
及
ぴ
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
チ
リ
ー
、
ギ
リ
シ
ャ
、
パ
ナ
マ
、

　
ペ
ル
ー
、
ト
ル
コ
又
は
ウ
ル
グ
ワ
イ
の
国
籍
を
有
す
る
す
べ
て
の
船
舶
に
し
て
、
そ
の
船
級
又
は
船
令
の
如
何
を
問
わ
ず
、
保
険
者
の
承
認
す
る
船

　
主
に
属
し
、
且
っ
本
条
第
一
号
の
条
件
を
み
た
す
も
の
に
対
し
て
は
、
特
別
保
険
料
が
定
め
ら
れ
る
。

　
　
ギ
リ
シ
ャ
の
国
旗
を
掲
げ
た
船
舶
、
及
ぴ
、
如
何
な
る
国
旗
を
掲
げ
て
航
海
し
よ
う
と
も
、
ギ
リ
シ
ャ
の
船
主
に
属
し
又
は
ギ
リ
シ
ャ
国
籍
を
有

　
す
る
も
の
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
船
舶
に
つ
い
て
も
右
と
同
様
で
あ
る
。

　
三
　
木
造
船
、
帆
船
及
及
ぴ
機
帆
船
へ
の
船
積
は
特
約
に
よ
っ
て
の
み
担
保
さ
れ
る
。

第
三
六
条
　
保
険
証
券
の
期
間

　
　
反
対
の
特
約
が
な
い
限
り
、
保
険
証
券
は
一
年
の
期
間
で
引
受
け
ら
れ
、
暗
黙
の
更
新
で
毎
年
更
新
さ
れ
る
。

　
　
被
保
険
者
及
ぴ
保
険
者
は
、
反
対
の
特
約
が
な
い
限
り
、
手
紙
を
発
送
し
た
日
か
ら
起
算
さ
れ
る
｝
ケ
月
の
期
間
の
予
告
を
以
て
、
普
通
の
手
紙

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
券
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に
て
、
い
つ
で
も
契
約
を
解
除
す
る
権
利
を
相
互
に
有
し
て
い
る
。
こ
の
揚
合
に
保
険
証
券
は
、
こ
の
期
間
の
満
了
前
に
被
保
険
危
険
が
開
始
し
た

　
貨
物
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
被
保
険
者
が
仲
立
人
の
仲
立
に
よ
っ
て
契
約
し
た
と
き
は
、
保
険
者
は
解
除
を
こ
の
仲
立
人
に
通
知
し
て
も
有
効
で
あ
る
。

第
三
七
条
　
船
積
保
険
証
券

　
　
船
積
保
険
証
券
は
予
定
保
険
証
券
と
同
一
の
規
定
に
よ
る
。

　
　
フ
ラ
ン
ス
貨
物
海
上
保
険
証
馨
修
正
す
る
、
且
つ
す
べ
て
の
契
約
に
挿
入
す
べ
き
約
款
（
欄
醸
唄
鯵
幾
、
二
）

荷
造
リ
　
荷
造
り
は
、
「
「
単
独
海
損
不
担
保
」
で
、
且
つ
内
容
と
は
別
個
の
保
険
の
目
的
と
す
る
条
件
で
の
み
附
保
さ
れ
る
。

漏
洩
・
溶
解
し
易
い
貨
物
、
袋
入
リ
又
は
鍛
損
し
易
い
容
器
で
発
送
さ
れ
る
貨
物
　
漏
洩
又
は
溶
解
し
易
い
貨
物
、
袋
入
り
貨
物
又
は
殿
損
し
易
い
容

　
器
で
発
送
さ
れ
る
貨
物
の
揚
合
に
は
、
「
全
て
の
危
険
」
担
保
は
、
部
分
的
盗
難
の
危
険
が
別
に
定
め
た
追
加
約
款
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
と
き
に

　
限
り
、
承
認
さ
れ
る
。

　
　
反
対
に
、
右
の
貨
物
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
盗
難
の
危
険
は
、
「
全
て
の
危
険
」
担
保
が
承
認
さ
れ
た
と
き
に
限
り
、
担
保
さ
れ
る
。

船
舶
割
増
保
険
料
　
船
令
二
五
年
以
上
又
は
第
三
五
条
第
一
号
に
定
め
る
船
級
を
有
し
な
い
船
舶
へ
の
積
載
に
つ
い
て
第
三
五
条
に
定
め
ら
れ
た
割
増

　
保
険
料
は
、
運
送
船
舶
が
定
期
航
路
に
所
属
し
な
い
揚
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
（
定
期
航
路
の
船
舶
と
は
予
め
定
め
ら
れ
た
航
路
及
び
日
程
に
し

　
た
が
っ
て
使
用
者
が
運
航
し
て
い
る
船
舶
を
い
う
）

　
　
右
の
例
外
の
利
益
は
、
用
船
さ
れ
た
船
舶
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
定
期
航
路
に
属
す
る
と
き
と
錐
も
、
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
へ
の
積
載
に
つ
い
て
は
保
険
者
の
定
め
る
割
増
保
険
料
が
徴
収
さ
れ
る
。

所
謂
「
原
子
」
危
険
　
原
子
構
造
の
変
更
に
よ
り
又
は
放
射
能
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
生
じ
た
滅
失
及
ぴ
／
又
は
損
害
は
、
本
証
券
か
ら
除
外
さ
れ
る
。


